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Ⅰ 会長挨拶 
 
 
 
Ⅱ 徳島県からの説明 

① インフルエンザ流行に備えた新型コロナ感染症診療体制の全体像について 
 
② 診療・検査医療機関（仮称）について 

 
③ インフルエンザ流行を見据えた医療・検査体制整備に係る意向調査について 

 
 
 
Ⅲ その他 

① 地域外来・検査センターの運営について 
② 高齢者等への検査助成事業について  
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資料１

次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について

１ 現状・課題

・例年，季節性インフルエンザの流行期には多数の発熱患者が発生，季節性イン

フルエンザとCOVID-19を臨床的に鑑別することは困難。

・今シーズンは，新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される中，インフルエン

ザワクチンの需要が高まる可能性あり。

・国から９月４日の事務連絡により，今後を見据えた体制整備について１０月中を目処に

取り組むよう示されたところ。

２ 基本的な方向性

（１）多くの医療機関で発熱患者等を相談・診療・検査できる体制の整備。

○相談体制

発熱患者等が相談先・受診先に迷うことがなく電話等で相談を行い，適切な

医療機関を案内できる相談体制を整備した医療機関を都道府県が指定。

○診療・検査体制

発熱患者等の相談又は診療・検査を行う医療機関を「診療・検査医療機関

(仮称)」として都道府県が指定。

○帰国者・接触者相談センターは「受診・相談センター(仮称)」として，体制

を維持・確保。

○感染症指定医療機関や地域の基幹病院等については，新型コロナウイルス感

染症患者の入院治療等に専念するような役割分担を検討。

（２）インフルエンザワクチンの供給量を確保しつつ効率的なワクチン接種を推進。

（３）「新しい生活様式」をはじめとする感染症対策を推進。

①密閉，密集，密接の３つの｢密｣の回避，②手洗い，咳エチケット等の実施，

③定期的な清掃，十分な換気の実施等

３ 本県の今後の取組みについて

（１）体制整備等について県医師会と協議（9月18日から協議開始）

（２）医療機関へ「診療・検査医療機関」等指定について意向調査を実施

(10月20日締切予定)

（３）「診療・検査医療機関」等の指定に係る協議会での議論(10月下旬）

（４）「診療・検査医療機関」等の指定及び国へ指定状況を報告(10月下旬)

（５）体制整備について医療機関や保健所等で情報共有
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診療・検査医療機関（仮称）

②駐車場車内で採取

④時間帯の分離③テント・プレハブ

①患者導線を分ける

発熱患者等

受診・相談センター（仮称）
（保健所等）

かかりつけ医等

電話相談

相談する医療機関
が不明な場合

案内

地域外来・検査センター

診療・検査ができない場合
案内

（診療・検査医療機関含む）

検査ができない場合案内

鼻腔ぬぐい液，
唾液も可

資料１
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相談した医療機関から
「診療・検査医療機関」
の案内を受けて、受診

<住民に対して周知すること>
発熱等の症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に、電話相談すること。
相談する医療機関に迷う場合には、「受診・相談センター」に相談すること。

＜都道府県等や地域の医療関係者で整備すること＞
発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、「診療・検査医療機関」とその対応時間等を、地域の
医療機関や「受診・相談センター」間で随時、情報共有しておくこと。
その上で、地域の医師会等とも協議・合意の上、「診療・検査医療機関」を公表する場合は、自治体のホームページ等でその医療機
関と対応可能時間等を公表する等、患者が円滑に医療機関に受診できるよう更なる方策を講じること。

発熱等の症状のある方の相談・受診の流れ

かかりつけ医等の地域で身近な医療機関
（自治体のHPで公表している「診療・検査医療機関（仮称）」
や、受診・相談センターの機能を有する医療機関を含む）

診療・検査
（その地域で身近な医療機関が

「診療・検査医療機関（仮称）」である場合）

相談した医療機関で診療・検査
可能であるか

受診・相談センター（仮称）
（旧帰国者・接触者相談センターや、

相談体制を整備している地域の医師会等）

案内された上で受診

相談する医療機関に迷う場合には、
「受診・相談センター」に電話相談する。発熱患者等

NO
YES

相
談

診
療
・
検
査 ※「診療・検査医療機関」は、検査（検体採取）を地域外来・検査センターに依頼することも可能

電話相談

「診療・検査医療機関（仮称）」
※地域の医療機関間で「診療・検査医療機関」の情報を

共有しておく。

（参考）
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新型コロナウイルス感染症にかかる各種検査

※１：発症２日目から９日目以内のみ。
※２：有症状者への使用は研究中。無症状者への使用は研究を予定している。
※３：使用可能だが、陰性の場合は鼻咽頭ＰＣＲ検査を行う必要あり
※４：推奨されない。

検査の対象者

核酸検出検査 抗原検査（定量） 抗原検査（定性）

鼻咽頭 鼻腔 唾液 鼻咽頭 鼻腔 唾液 鼻咽頭 鼻腔 唾液

有症状者
(症状消退者含む)

発症から９日目以内 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(※１) ○(※１) ×(※２)

発症から１０日目以降 ○ ○ ー（※４) ○ ○ ー（※4) △(※３) △(※３) ×(※２)

無症状者 ○ ー（※４) ○ ○ ー（※4) ○ ー（※4） ー（※4) ×(※２)

想定される主な活用場面

・検査機器等の配備を要するものの、
無症状者に活用できるため、保健
所、地方衛生検査所、感染研等の
検査専門施設や医療機関を中心に
実施。
・大量の検体を一度に処理できる機
器や操作が簡便な機器など、幅広
い製品があるため、状況に応じた
活用が重要。

・検査機器等の配備を要するもの
の、無症状者に活用できるほか、
現在供給されている検査機器は、
新型コロナウイルス感染症に係
る検査以外にも、通常診療で実
施される様々な検査に活用でき
るため、検査センターや一定規
模以上の病院等において活用。

・検査機器の設置が不要で、その場で
簡便かつ迅速に検査結果が判明するが、
現状では対象者は発症２日目から９日
目の有症状者の確定診断に用いられる
ため、インフルエンザ流行期における
発熱患者等への検査に有効。

出典：R2.9.25開催「第47回厚生科学審議会感染症部会」資料
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【参考資料】新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 病原体検査の指針（案）

II.状況に応じた適切な検査実施（続き）

4

3.インフルエンザ流行期
○ インフルエンザが強く疑われる場合を除いて、可及的に季節性インフルエンザとCOVID-19の両方の検査を行うことを推奨（表5）。
○ ただし、COVID-19の検査の供給は限られることから、流行状況により、先にインフルエンザの検査を行い、陽性であればインフルエンザの治療を行って経

過を見ることも考えられる。（一般社団法人日本感染症学会「今冬のインフルエンザとCOVID-19に備えて」より要約抜粋）

厚生労働科学研究 「マスギャザリング時や新興・再興感染症の発生に備えた感染症サーベイランスの強化とリスクアセスメントに関する研究」
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診療・検査医療機関（仮称）について

1 診療・検査医療機関（仮称）とは

インフルエンザ流行期において、発熱患者等の診療・検査を実施する医療機関。

都道府県が、１週間単位の診療・検査対応時間を把握し、都道府県で設置する協

議会で、地域における整備方針や課題等の協議を行った上で、指定することとな

っている。

2 指定要件

（1）施設要件

①発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよ

う、可能な限り動線が分けられていること。

※診察室や待合室等を区分けできない場合は、一部の時間帯を発熱等疑い患

者の診察時間に設定する他、プレハブ、簡易テント、駐車場等で診療する

ことも可能

②必要な検査体制が確保されていること

地域外来・検査センター等に依頼する場合には、連携体制がとれていること。

③医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な感染対策が講じられて

いること。

④検査を行う場合には、都道府県と行政検査の委託契約を締結していること。

⑤自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった発熱患者等のみ受け入れる場

合は、院内掲示等を行い、自院で診療・検査可能である旨を周知すること。

（2）機能要件

①自院での対応時間等を都道府県に報告、都道府県等、受診・相談センター、

地域の医療機関に対して、予め自院での対応時間等を共有。

②①の範囲で、受診・相談センターや相談体制を整備した医療機関から患者の

診療・検査の受入れ要請があった場合、又は患者から相談があった場合、原

則速やかに患者の診療・検査を受け入れること。

※自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった発熱患者等のみ受け入れる

場合は、（1）⑤による周知を行う。
③自院を受診した患者が、新型コロナウイルス感染症と判明した場合は、速や

かに保健所や入院調整本部に連絡し、患者の状態を伝える等、患者の療養先

の検討に協力すること。

④自宅療養や自宅での待機を行っている患者に対するフォローアップについて

可能な範囲で協力すること。

⑤診療・検査医療機関として指定されている期間中は、G-MIS、HER-SYS に必
要な情報の入力を行うこと。

資料２
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- 2 -

3 診療・検査機関の周知について

①②いずれかの方法で、都道府県等、受診・相談センター、地域の医療機関で

下記の情報を共有すること。

①都道府県が自治体のホームページで共有

②都道府県が管内の保健所設置市・特別区、受診・相談センター、地域の医療

機関等関係者に連絡（診療・検査医療機関の指定の追加や変更があった場合

には、随時連絡）

＜必要な情報＞

・医療機関名、住所、電話番号、担当部署又は担当者

・診療・検査対象となる患者（①自院のかかりつけ患者・相談患者 ②他の医

療機関や受診・相談センターから案内を受けた患者 ③濃厚接触者）

・実施内容（診療・検査・検査内容）

・診療・検査対応時間

4 インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業について

（1）交付の対象

都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関が発熱患者等専用に診察室（時

間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を

含む）を設けた上で、予め発熱患者等の対応時間を住民に周知し、又は地域の

医療機関や受診・相談センター（仮称）と情報共有して、発熱患者等を受け入

れる体制をとった場合に、外来診療・検査体制確保に要する費用を補助する。

（2）交付の算定方法

（補助基準額）

13，447 円×（受入に応じた基準患者数－実際の発熱患者等の受診患者数）
・基準となる患者数は、1 日あたり 20 人を上限として、体制確保時間に応
じて設定。（20 人を 7 時間で除した数値に、発熱患者等を受け入れる体制
を確保した時間数を乗じた人数）

・実際の受診患者が上記基準より少ない場合に、その人数に応じて補助金を交付。

※自院のかかりつけ患者や自院に相談のあった患者のみを受け入れる場合は、基

準患者数の 1 日あたり上限は 5 人（5 人を 2 時間で除した数値に、体制を確保
した時間数を乗じた人数）

※実際には全く発熱患者等の受診を受け入れない場合は補助を減額。（0 人の月
については、1／ 2）

（例）体制確保時間 7時間、実際の受診患者数が 5人の場合
13,447 円×（①基準患者数(20 人)－②実際の受診患者数(5 人)）=約 20.2 万円／日
※診療・検査医療機関(仮称)には，国から必要な個人防護具を配布。
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（別紙１） 

 

診療・検査医療機関（仮称）の指定要件等 

 

１．概要 

  次のインフルエンザ流行期に、多数の発熱患者等が地域において適切に診療・検査

を受けられるよう、既存の帰国者・接触者外来等も含め、発熱患者等の診療又は検査

を行う医療機関である診療・検査医療機関（仮称）に対して支援などを行うことによ

り、発熱患者等が地域の医療機関で適切に診療・検査を受けられる体制を整備する。 

 

２．指定要件 

（１）「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４日付け厚

生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に基づき、都道府県か

ら、「診療・検査医療機関（仮称）」（以下「診療・検査医療機関」という。）として

指定された医療機関であること。 

（２）指定に当たっては、都道府県によって常時指定する医療機関、感染の流行状況に

応じて柔軟に指定・解除を行う医療機関を設けることができ、都道府県が書面で通

知する。書面の様式は問わないが、少なくとも、医療機関名、指定日、指定解除日

（予定されている場合のみ）、１週間単位の診療・検査対応時間を記載すること。 

（３）都道府県は、都道府県で設置する協議会（「地域で新型コロナウイルス感染症の

患者が増加した場合の各対策（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）

の移行について」（令和２年３月１日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対

策推進本部）の５に掲げる協議会。以下「協議会」という。）で、地域における整

備方針や課題等の協議を行った上で、指定すること。また、都道府県は、新型コロ

ナウイルス感染症医療機関等情報支援システム（以下「G-MIS」という。）等で診療・

検査状況を確認し、必要に応じて、協議会に諮った上で、方針を見直すこと。 

（４）都道府県は、診療・検査医療機関の指定を行う際には、その医療機関から以下の

事項の報告を受けること。 

・医療機関名、住所、電話番号、担当部署又は担当者 

・その医療機関で診療・検査対象となる患者（相談体制を整備した医療機関や受

診・相談センターから案内を受けた患者を受入れ可能か、自院のかかりつけ患

者や自院に相談があった患者のみを受け入れるか、濃厚接触者等に対する検査

も担うか等） 

・実施内容（診療と検査いずれも対応可能か、検査方法は何を実施可能か（PCR検

査、抗原定量検査、抗原定性検査）等） 

・１週間単位の診療・検査対応時間 

・自治体のホームページ等での公表の可否 

また、都道府県は診療・検査医療機関を指定した場合には、速やかに厚生労働省

に報告すること。 
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３．施設要件 

（１）発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可

能な限り動線が分けられていること。 

（２）必要な検査体制が確保されていること（検査（検体採取）を地域外来・検査セン

ター等に依頼する場合には、連携体制がとれていること）。 

（３）医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な感染対策が講じられていること。 

（４）検査を行う場合には、「新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査の実施につ

いて」（令和２年３月４日付け健感発 0304第 5号）に基づき、都道府県・保健所設

置市・特別区（以下「都道府県等」という。）と行政検査の委託契約を締結してい

ること。 

（５）発熱外来交付要綱４（１）のただし書きに該当する場合（自院のかかりつけ患者

及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる場合）は、院内掲

示を行う等、自院のかかりつけ患者に対して、発熱等の症状が生じた場合には、電

話で相談した上で、自院で診療・検査可能である旨を周知すること。 

 

４．診療・検査医療機関の周知に関する要件 

  次の①②のいずれかの方法で、地域でインフルエンザ流行に備えた相談・診療・検

査体制を整備するに当たって必要な下記の情報を、都道府県等、受診・相談センター、

地域の医療機関間で共有すること。 

① 診療・検査医療機関の管理者（代理の者）が指定の際に都道府県に報告し、都

道府県が自治体のホームページで掲示（この場合、都道府県は全ての診療･検査

医療機関の情報や、報告を受けた全ての情報を掲示する必要はないが、掲示しな

い情報については②の方法で共有を行うこと） 

② 診療・検査医療機関の管理者（代理の者）が指定の際に都道府県に報告し、都

道府県が管内の保健所設置市・特別区、受診・相談センター、地域の医療機関等

関係者に連絡（診療･検査医療機関の指定の追加や変更があった場合には、随時

連絡） 

地域でインフルエンザ流行に備えた相談・診療・検査体制を整備するに当たって必

要な情報とは、具体的には、以下の内容が考えられること。 

・医療機関名、住所、電話番号、担当部署又は担当者 

・その医療機関で診療・検査対象となる患者（相談体制を整備した医療機関や受診・

相談センターから案内を受けた患者を受入れ可能か、自院のかかりつけ患者や自

院に相談があった患者のみを受け入れるか、濃厚接触者等に対する検査も担うか、

対応出来る外国語等） 

・実施内容（診療と検査いずれも対応可能か、検査方法は何を実施可能か（PCR検

査、抗原定量検査、抗原定性検査、等） 

・診療・検査対応時間                      等 

 

５．機能要件 

（１）診療・検査医療機関の管理者（代理の者）は、都道府県に報告することにより、
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都道府県等、受診・相談センター、地域の医療機関に対して、予め自院での対応時

間等を示した上で、その範囲で、受診・相談センターや相談体制を整備した医療機

関から患者の診療・検査の受入れ要請があった場合、又は患者から相談があった場

合、原則速やかに患者の診療・検査を受け入れること。 

発熱外来交付要綱４（１）のただし書きに該当する場合（自院のかかりつけ患者

及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる場合）は、診療・

検査医療機関の管理者（代理の者）は、かかりつけの患者に対して、院内掲示を行

う等により、予め自院での受入れ対象患者や対応時間等を示すとともに、都道府県

に報告することにより、都道府県等、受診・相談センター、地域の医療機関に対し

て、予め自院での受入れ対象患者や対応時間等を示した上で、その範囲で、患者か

ら相談があった場合、原則速やかに患者の診療・検査を受け入れること。 

（２）診療・検査医療機関は、自院を受診した患者が、新型コロナウイルス感染症であ

った場合には、速やかに保健所や都道府県調整本部（「新型コロナウイルス感染症

の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について（改訂）」

（令和２年３月２６日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部）の

別添Ⅱに規定する都道府県調整本部）に連絡し、患者の状態を伝える等、患者の療

養先の検討に協力すること。また、自宅療養や自宅での待機を行っている患者に対

するフォローアップについては、保健所等の業務負担軽減を図るとともに、医学的

知見に基づいた対応を行うため、可能な範囲で協力すること。 

 

６．報告事項 

（１）診療・検査医療機関は、診療・検査医療機関として指定されている期間中は、G-

MISに日々の受診者数や検査数の入力を行うこと。ただし、G-MISの ID振り出しを

国に要請している期間等、入力が困難な期間の分は、可能な範囲でさかのぼって入

力を行うこと。なお、報告業務の効率化の観点から、都道府県医師会や群市区医師

会等の関係団体等が、複数の診療・検査医療機関の報告内容を日々取りまとめて、

代理入力する方法としても差し支えない。 

（２）診療・検査医療機関は、診療・検査医療機関として指定されている期間中は、新

型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）に必要な情報

の入力を行うこと。 
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（別紙３） 

 

電話相談体制を整備した医療機関の指定要件等 

 

１．概要 

  次のインフルエンザ流行期に、患者が相談先・受診先に迷うことがなく、また、一

つの医療機関や相談窓口に殺到することないように、発熱患者等が電話等で相談を行

い、看護職員等が適切な医療機関を案内するとともに、家庭内での感染対策や受診に

あたっての留意事項などの指導を行える相談体制を整備した医療機関に対して支援

などを行うことにより、発熱患者等が地域で適切に相談を受けられる体制を整備する。 

 

２．指定要件 

（１）「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４日付け厚

生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に基づき、都道府県か

ら、相談体制を整備した医療機関として指定された医療機関であり、そのうち、受

診・相談センターからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、地域の

発熱患者等の土日祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関であること。 

（２）受診・相談センターからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、地

域の発熱患者等の土日祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関は、受診・相談セ

ンター１か所あたり３医療機関までとすること。 

（３）指定に当たっては、都道府県によって常時指定する医療機関、感染の流行状況に

応じて柔軟に指定・解除を行う医療機関を設けることができ、都道府県が書面で通

知する。書面の様式は問わないが、少なくとも、医療機関名、指定日、指定解除日

（予定されている場合のみ）、１週間単位の相談対応時間を記載すること。 

（４）都道府県は、都道府県で設置する協議会（「地域で新型コロナウイルス感染症の

患者が増加した場合の各対策（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）

の移行について」（令和２年３月１日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対

策推進本部）の５に掲げる協議会。以下「協議会」という。）で、地域における整

備方針や課題等の協議を行った上で、指定すること。また、都道府県は、新型コロ

ナウイルス感染症医療機関等情報支援システム（以下「G-MIS」という。）等で相談

対応状況を確認し、必要に応じて、協議会に諮った上で、方針を見直すこと。 

（５）都道府県は、指定の際には、その医療機関から以下の事項の報告を受けること。 

・医療機関名、住所、電話番号、担当部署又は担当者 

・相談を受け付ける電話番号 

・１週間単位の相談対応時間 

また、都道府県は電話相談体制を整備した医療機関を指定した場合には、速やか

に厚生労働省に報告すること。 

 

３．施設要件 

（１）対応時間に想定される患者からの相談に対応できる体制を確保していること。 
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４．住民への周知に関する要件 

  相談体制を整備した医療機関として指定された医療機関のうち、受診・相談センタ

ーからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、地域の発熱患者等の土日

祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関について、都道府県は、医療機関名、相談

を受け付ける電話番号、相談対応時間等を、自治体のホームページや機関紙等に掲示

する等により、広く住民に周知すること。 

 

５．機能要件 

（１）患者からの相談があった際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、その

地域の「診療・検査医療機関（仮称）」や検査センターとその対応時間等を、把握

しておくこと。 

（２）患者からの相談に対しては、看護職員等が患者の症状や経過、感染者との接触歴

（海外渡航歴等も含めて）、既往歴や持病の有無、かかりつけ医の有無等を聞き取

った上で、適切な医療機関と適切な受診タイミングを案内するとともに、家庭内で

の感染対策や受診に当たっての留意事項などの指導を行える体制を整備している

こと。その際、自院を案内する場合には、受診時間等を調整すること、他院を案内

する場合には、事前に電話した上で受診するよう伝えること。 
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事 務 連 絡 

令和２年９月２９日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省健康局結核感染症課 

 

 

令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金

（インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業及び

インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業）に関する 

Ｑ＆Ａ（第１版）について 

 

 

 「令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助

金（インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業）

の交付について」（令和２年９月 15 日厚生労働省発健０９１５第８号厚生労働

省事務次官通知）により、令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来

診療体制確保支援補助金（インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診

療・検査体制確保事業）（以下「外来診療・検査体制確保事業」という）交付

要綱について通知し、また、「令和 2 年度インフルエンザ流行期における発熱

外来診療体制確保支援補助金（インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話

相談体制整備事業）の交付について」（令和２年９月 15 日厚生労働省発健０９

１５第７号厚生労働省事務次官通知）により、令和 2 年度インフルエンザ流行

期における発熱外来診療体制確保支援補助金（インフルエンザ流行期に備えた

発熱患者の電話相談体制整備事業）（以下「電話相談体制整備事業」という）

交付要綱について通知したところですが、別添のとおり、外来診療・検査体制

確保事業及び電話相談体制整備事業に関するＱ＆Ａ（第１版）を作成いたしま

したので、ご留意いただきますようお願いいたします。 

 

資料３
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令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金

（インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業及び

インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業）に関する 

Ｑ＆Ａ（第１版） 

 

令和２年９月 29 日 第１版 

 

 

〇インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業 

 

１ 診療･検査医療機関（仮称）の指定について、都道府県ごとの上限数はあ

るのでしょうか。 

２ 診療･検査医療機関（仮称）について、10 月中に体制整備を行うこととさ

れていますが、11 月以降も指定できるのでしょうか。 

３ 診療・検査医療機関（仮称）の補助金について、国が直接執行するとのこ

とですが、都道府県が予算措置をする必要はないでしょうか。 

４ 診療･検査医療機関（仮称）について、発熱患者等専用の診察室を設けた

上で発熱患者等の診療を行う以下のような医療機関も指定の対象となるので

しょうか。 

① 発熱患者等の診療を行い、インフルエンザの検査を行うが、新型コロナ

の検査を地域外来･検査センター等に依頼する医療機関 

② 発熱患者等の診療を行い、インフルエンザの検査及び新型コロナの検査

を地域外来･検査センター等に依頼する医療機関 

５ 帰国者･接触者外来は、診療・検査医療機関（仮称）として補助の対象と

なるのでしょうか。 

６ 診療･検査医療機関（仮称）としての対応時間は、週単位で固定する必要

があるのでしょうか。 

７ 診療・検査医療機関（仮称）が、発熱患者等専用の診察室を設けた上で、

発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間帯（診療・検査対応時間）に、

他の疾患等の患者が来院した場合、同一の医師が発熱患者等専用の診察室

で、他の疾患等の患者の診療を行うことは可能でしょうか。 

８ 診療・検査医療機関（仮称）が、発熱患者等専用の診察室を設けた上で、

発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間帯（診療・検査対応時間）に、

他の疾患等の患者が来院した場合、同一の医師が発熱患者等専用の診察室と

は別の診察室で、他の疾患等の患者の診療を行うことは可能でしょうか。 

９ 発熱患者等専用の診察室が複数あるとして申請するためには、具体的に

は、どのような体制が確保できていればよいでしょうか。 

別添 
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10 地域外来・検査センターは、診療・検査医療機関（仮称）として補助の対

象となるのでしょうか。 

11 発熱患者等のオンライン診療のみを行う医療機関も、診療・検査医療機関

（仮称）として補助の対象となるのでしょうか。 

 

 

○インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業 

 

１ 「地域の発熱患者等の土日祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関の指

定は、受診・相談センター１か所あたり３医療機関まで」とあるが、県内に

おける受診・相談センター数の３倍の医療機関数の指定を上限として、相談

数の多い県内の一部の受診・相談センターにおいて３か所以上の医療機関に

電話相談業務を依頼するとして指定することは可能でしょうか。 
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○インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業 

 

（答） 

○ 診療･検査医療機関（仮称）の指定について、都道府県ごとの上限数はあ

りません。 

○ なお、地域における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況やインフ

ルエンザの流行状況等を踏まえて、各都道府県において適切に診療･検査医

療機関（仮称）の指定・解除を行うとともに、診療･検査医療機関（仮称）

において適切に診療･検査対応時間の設定を行うようにしてください。 

 

 

（答） 

○ インフルエンザ流行に備えた体制整備について、各都道府県において、10

月中を目途に取り組むよう依頼していますが、11 月以降も、地域における新

型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況やインフルエンザの流行状況等を

踏まえて、各都道府県において適切に診療･検査医療機関（仮称）の指定・

解除を行うようお願いします。 

 

 

（答） 

○ 「インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療･検査体制確保事

業」の補助金については、医療機関に迅速に資金を交付する観点から、特例

的に国が直接執行することとしており、各都道府県において、予算措置をす

る必要はありません。 

○ 各都道府県においては、診療･検査医療機関（仮称）の指定、指定状況の

国への報告、受診方法と診療体制の周知、対象となる医療機関への補助事業

の案内等に協力をお願いします。 

 

 

１ 診療･検査医療機関（仮称）の指定について、都道府県ごとの上限数はあ

るのでしょうか。 

２ 診療･検査医療機関（仮称）について、10 月中に体制整備を行うこととさ

れていますが、11 月以降も指定できるのでしょうか。 

３ 診療・検査医療機関（仮称）の補助金について、国が直接執行するとのこ

とですが、都道府県が予算措置をする必要はないでしょうか。 
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4 

（答） 

○ 診療･検査医療機関（仮称）は発熱患者等専用の診察室を設けた上で発熱

患者等の診療を行うものであり、ご質問の①・②の医療機関については、検

査について依頼する地域外来･検査センター等と連携体制がとれており、ま

た、他の要件を満たす場合は、診療･検査医療機関（仮称）の指定の対象と

なります。 

 

 

（答） 

○ 帰国者･接触者外来についても、診療･検査医療機関（仮称）の指定を受け

た場合には、「インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療･検査体制

確保事業」の補助金の対象となります。 

 

 

（答） 

○ 診療･検査医療機関（仮称）としての対応時間について、必ずしも週単位

で固定する必要はありませんが、都道府県・保健所設置市・特別区、受診･

相談センター、地域の医療機関間で情報共有し、発熱患者等に適切に診療･

検査医療機関（仮称）を案内できるよう、事前に都道府県に報告する必要が

あります。 

 

 

  

４ 診療･検査医療機関（仮称）について、発熱患者等専用の診察室を設けた

上で発熱患者等の診療を行う以下のような医療機関も指定の対象となるので

しょうか。 

① 発熱患者等の診療を行い、インフルエンザの検査を行うが、新型コロナ

の検査を地域外来･検査センター等に依頼する医療機関 

② 発熱患者等の診療を行い、インフルエンザの検査及び新型コロナの検査

を地域外来･検査センター等に依頼する医療機関 

５ 帰国者･接触者外来は、診療・検査医療機関（仮称）として補助の対象と

なるのでしょうか。 

６ 診療･検査医療機関（仮称）としての対応時間は、週単位で固定する必要

があるのでしょうか。 
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5 

（答） 

○ 診療･検査医療機関(仮称)は発熱患者等専用の診察室を設けた上で発熱患

者等の診療を行うものであり、同室において他の疾患等の患者を受け入れる

ことは、発熱患者等専用の診察室とは言えず、指定の要件を満たさないこと

になるため、基本的に認められません。感染拡大防止の観点からも、他の疾

患等のかかりつけ患者が発熱患者等の診療･検査対応時間以外の時間帯に来

院するよう、当該時間帯をかかりつけ患者に明示することが推奨されます。 

 

〇 ただし、発熱以外の急病患者が生じた場合等に、地域医療の実情等を踏ま

え、やむを得ず、同一の医師が発熱患者等専用の診察室で、他の疾患等の患

者の診療を行うことが生じ得ますが、こうした例外的な受入れの場合に限定

して認められるものとします。その際も、動線分離、消毒、換気等の感染防

止措置を行うこととしてください。 

 

〇 同一の診察室で他の疾患等の患者の診療を行った場合は、発熱患者等を受

け入れる体制がそれだけ減少していると考えられることから、他の疾患等の

患者数を「発熱患者等の想定受診患者数」から差し引いた人数を、同日の

「発熱患者等の想定受診患者数」とします。 

 

 

（答） 

○ 診療・検査対応時間において、発熱患者等が来院した際に速やかに診療で

きる体制をとった上で、発熱患者等を担当する医師が発熱患者等専用の診察

室とは別の診察室で、看護師の専任体制を確保して、他の疾患等の患者の診

療を行うことは可能ですが、動線分離、消毒、換気等の感染防止措置を行う

こととしてください。 

 

〇 発熱患者等を担当する医師が別の診察室で他の疾患等の患者の診療を行っ

た場合は、発熱患者等を受け入れる体制がそれだけ減少していると考えられ

７ 診療・検査医療機関（仮称）が、発熱患者等専用の診察室を設けた上で、

発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間帯（診療・検査対応時間）に、

他の疾患等の患者が来院した場合、同一の医師が発熱患者等専用の診察室

で、他の疾患等の患者の診療を行うことは可能でしょうか。 

８ 診療・検査医療機関（仮称）が、発熱患者等専用の診察室を設けた上で、

発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間帯（診療・検査対応時間）に、

他の疾患等の患者が来院した場合、同一の医師が発熱患者等専用の診察室と

は別の診察室で、他の疾患等の患者の診療を行うことは可能でしょうか。 
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6 

ることから、他の疾患等の患者数に 1/2 を乗じた人数を「発熱患者等の想定

受診患者数」から差し引いた人数を、同日の「発熱患者等の想定受診患者

数」とします。 

 

 

（答） 

○ 空間的な分離を行った診察室が複数確保できており、かつ、複数の発熱患

者等を同時に診療できる人員体制（医師や看護師を含めて、一人の発熱患者

等の診療に必要な職員体制が複数あること）が確保できていればよい。 

例：3つの診察室の場合は、3人の医師が診療できる体制 

 

 

（答） 

○ その地域外来・検査センターが、保険医療機関として発熱患者等に対して

診療・検査を行っており、診療･検査医療機関（仮称）の指定を受けた場合

には、「インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療･検査体制確保事

業」の補助金の対象となります。 

〇 ただし、感染症予防事業費等国庫負担（補助）金で、地域外来・検査セン

ターの運営にかかる人件費等の費用を補助している場合は、本補助金の対象

とはなりません。 

 

 

（答） 

○ 発熱患者等に対してオンラインでのみ診療を行い、対面で診療が必要にな

った場合は他の医療機関を案内する医療機関は、発熱患者等専用の診察室

（時間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する

場合を含む）を設けているとはいえないため、補助の対象とはなりません。 

〇 一方、発熱患者等専用の診察室を設けて、対面で診療・検査を行う体制を

確保している診療･検査医療機関（仮称）が、その診療･検査対応時間に発熱

患者等のオンライン診療を行った場合には、当該患者数も「実際の受診患者

数」に加えて外来診療・検査体制確保料を算定します。  

９ 発熱患者等専用の診察室が複数あるとして申請するためには、具体的に

は、どのような体制が確保できていればよいでしょうか。 

10 地域外来・検査センターは、診療・検査医療機関（仮称）として補助の対

象となるのでしょうか。 

11 発熱患者等のオンライン診療のみを行う医療機関も、診療・検査医療機関

（仮称）として補助の対象となるのでしょうか。 
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7 

○インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業 

 

（答） 

○ 都道府県内の受診・相談センター数の３倍を当該都道府県の指定の上限と

して、一部の受診・相談センターには３か所以上の医療機関を地域の発熱患

者等の土日祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関として指定することも

可能です。 

 

１ 「地域の発熱患者等の土日祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関の指

定は、受診・相談センター１か所あたり３医療機関まで」とあるが、県内に

おける受診・相談センター数の３倍の医療機関数の指定を上限として、相談

数の多い県内の一部の受診・相談センターにおいて３か所以上の医療機関に

電話相談業務を依頼するとして指定することは可能でしょうか。 
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                 （案） 

 

感第    号 

 

 

医療機関の長 様 

 

                                                          

徳島県保健福祉部長  仁井谷  興史  

                    （ 公 印 省 略 ） 

 

インフルエンザ流行を見据えた医療・検査体制の整備について（依頼） 

  

日頃は、本県の感染症対策にご尽力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症対策については、今後のインフルエンザ流行を見据え、 

発熱患者等の相談又は診療・検査可能な医療機関を「診療・検査医療機関（仮称）」とし

て各都道府県において指定し、発熱患者等が「帰国者・接触者相談センター（保健所）」

を介することなく、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関等に相談・受診し、必要に応

じて検査を受けられる体制について、本年 10月中を目途に各都道府県において整備するよ

う依頼があったところです。 

 このことを踏まえ、本県においては、より多く医療機関の皆様に、インフルエンザと新

型コロナウイルス感染症を診察、検査していただく「診療・検査医療機関（仮称）」とし

て御登録いただき、今後のインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の同時流行に備え、

県と医療機関が一丸となり「オール徳島」で県民の皆様への医療提供体制を構築したいと

考えておりますので、御協力のほど、よろしくお願いします。  

 ついては、別添の「調査表（回答表）」を御記入の上、１０月２０日までに、担当者宛、

ファクシミリにて返送してくださいますよう、よろしくお願いします。 

 なお、「診療・検査医療機関（仮称）」の公表については，（一社）徳島県医師会との

事前協議を踏まえ，かかりつけ医の先生方が「診療・検査医療機関（仮称）」へ紹介いた

だけることを前提に，医療機関名の公表を行わず，かかりつけ医のない患者に対応するた

め，受診・相談センターや地域の医療機関との間での情報共有にとどめる予定としており

ます。 

また，引き続き「地域外来・検査センター」も運営しますので、「診療・検査医療機関

（仮称）」となった場合にも、地域外来検査センターも併用してご利用頂けます。 

 

 

（制度に関すること） 

〒770-8570 徳島市万代町１丁目１ 

徳島県保健福祉部健康づくり課 

 感染症・疾病対策室  

電話：088-621-2228 

E-Mail：_1@pref.tokushima.jp 

資料３
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問１　インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の「診療・検査医療機関（仮称）」として
　　御協力いただけますか。

① はい　 →問2、問3へ

② いいえ　 →問3へ

※回答内容に変更がある場合は、当室（088-621-2228）まで御連絡ください。
※なお、現時点での回答が②(いいえ)で、後日①(はい)に変更される場合、県からの指定は
　 後ほどでもできますので御連絡ください。

問２　「診療・検査協力医療機関」の開設内容についてお伺いします。

(1)　診察・検査対象となる患者について（複数回答可）
① 自院のかかりつけ患者や自院に相談のあった患者を受入れ

② 他医療機関や相談機関等から案内を受けた患者も受入れ

③ 濃厚接触者の検査の受入れ

(2)　診療体制について
① 診察のみ（診察・処方）

※検体採取及び検査は地域外来･検査センターに依頼することを想定

② 診察・検査（診察・検査・処方） →(3) (4)へ

(3)　検査方法について
① 自院で検査

自院で検査する場合の検査方法について（複数回答可）

・PCR検査　　　　　・抗原定量検査　　　　　・抗原定性検査
(鼻咽頭・鼻腔・唾液)

② 民間検査機関に依頼

(4)　検査を行う場合、県と行政検査の委託契約の締結について
① 既に締結済み

② 今後,締結する予定

※検査は行政検査扱いとなるため「新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査の実施について
　令和2年3月4日付け健感発0304第5号）に基づき県と行政検査の委託契約を締結が必要となります。

インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療･検査体制について（調査表）

23



(5)　診療・検査対応時間について

① 発熱患者受入れ体制確保時間

時間 （1日あたり）

午前 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時

午後 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時

※上記数値は、外来診療･検査体制確保に要する費用の国の補助基準となります。
また、自院の患者のみ受け入れる場合、補助の基準となる患者上限数は1日あたり5人となります。
なお、発熱患者等の「オンライン診療」のみを行う場合は、補助の対象とはなりません。

　→資料『インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療･検査体制確保事業』を御確認ください。

※「診療・検査医療機関（仮称）」として御協力いただいた場合､
　　G-MISに受診者数や検査数の入力、HER-SYS（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染者等情報把握･管理支援ｼｽﾃﾑ)
　　に必要な情報を入力を行うことになります。なお、現在国において簡素化を検討中です。

　→資料『インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療･検査体制確保事業』を御確認ください。

※「診療・検査医療機関（仮称）」には国から必要な防護具が配布されます。

　→資料『1検査拠点における1日当たりの必要PPE数の考え方』を御確認ください。

問３　インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談業務の実施についてお伺いします。
電話相談業務を行う医療機関として、御協力いただけますか。

　　受診・相談センター（保健所）からの依頼を受けて地域の発熱患者等の土日祝日や夜間の電話相談
業務（受診医療機関、受診タイミング等の案内）を行う医療機関について国の補助あり（上限100万円）

　→資料『インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業』を御確認ください。

(1)　地域の発熱患者からの電話相談業務（土日祝日、夜間）に御協力いただけますか。① はい　 →（2）(3)へ

② いいえ　 →終了です

(2)　相談を受け付ける電話番号について

※決まっていない場合は、後日御連絡ください。

(3） 相談受付時間（複数回答可）

・平日夜間　　・土曜昼間　　・日曜昼間　　・祝日昼間　　・土曜夜間　　・日曜夜間　　・祝日夜間　

日

受入時間

月 火 水 木 金 土
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※該当する番号に○付けてください。問2(5)は時間帯を記入してください。

問１

問２

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

午前 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時

午後 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時 　 　時～　 時

問３

(1)

(2)

(3)

　　　①　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　②　　　　　　

木 金 土受入時間 月 火 水

　・平日夜間　　・土曜昼間　　・日曜昼間　　・祝日昼間　　・土曜夜間　　・日曜夜間　　・祝日夜間

担当者氏名：

電話番号：

ＦＡＸ番号：

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

日

①　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　②

①　　　　　　　　・　　　　　　　　②　　　　　　　　・　　　　　　　　　③

　　　①　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　②　　　　　　

　①（・PCR検査　　　　　・抗原定量検査　　　　　・抗原定性検査）　　　　　　・　　　　　　②

　　　①　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　②　　　　　　

　受入時間：　　　　　　　　　　　　　時間（1日あたり）

　　相談受付用電話番号：

担当部署：

宛　先：健康づくり課感染症・疾病対策室　宛
ＦＡＸ：０８８－６２１－２８４１

〆切：令和2年10月20日（火）

インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療･検査体制について（回答表）

機関名：
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インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業

インフルエンザ流行期に備えて、多数の発熱患者等が地域の医療機関において適切に診療･検査を受けられる体制を整
備することにより、感染症対策の強化を図る。

事業目的

都道府県の指定を受けた診療･検査医療機関(仮称)が、発熱患者等専用の診察室（時間的･空間的分離を行い、プレハ
ブ･簡易テント･駐車場等で診療する場合を含む）を設けて、発熱患者等を受け入れる体制をとった場合に、外来診療･検
査体制確保に要する費用を補助する。
〔補助基準額〕13,447円×（受入時間に応じた基準患者数－実際の発熱患者等の受診患者数）

・ 基準となる患者数は、1日あたり20人を上限として、体制確保時間に応じて設定。
・ 実際の受診患者が上記基準より少ない場合に、その人数に応じて補助金を交付。

※ 自院のかかりつけ患者や自院に相談のあった患者のみを受け入れる場合は、基準患者数の１日あたり上限は５人。
※ 実際には全く発熱患者等の受診を受け入れない場合は補助を減額。

※ 診療･検査医療機関(仮称)の指定期間中は、新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び新型コロナウイルス
感染症等情報把握･管理支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入力を行うこと。

（都道府県等や地域の医療関係者における診療体制の整備）
・ 発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、診療･検査医療機関(仮称)とその対応時間等を、地域

の医療機関や受診･相談センター間で随時、情報共有。
・ その上で､診療･検査医療機関(仮称)から公表可能と報告のあった医療機関について､地域の医師会等とも協議･合意の上､公表する場合

は､自治体のホームページ等でその医療機関と対応時間等を公表する等、患者が円滑に医療機関を受診できるよう更なる方策を講じる｡

事業内容

（予算額：2,068億円）国による直接執行

［体制確保時間７時間、実際の受診患者が5人の場合の例］
13,447円×（①基準患者数（20人）－②実際の受診患者数（5人））=約20.2万円/日

①受入時間に応じた
基準患者数

（１日当たり20人を上限）

②実際の受診患者数

体制確保料として補助

診療・検査医療機関（仮称）において
発熱患者等を受け入れる体制を確保

診療･検査医療機
関(仮称)は都道府
県が指定

体制確保時間
（1日あたり）の例

補助上限額
(1日あたり)

7時間 約26.9万円
4時間 約15.4万円
2時間 約7.7万円

※ 診療･検査医療機関(仮称)に国から必要な個人防護具を配布。 9
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インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業

インフルエンザ流行期に備えて、多数の発熱患者等が適切に相談を受けられる電話相談体制を整備することにより、
感染症対策の強化を図る。

事業目的

受診・相談センターからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、地域の発熱患者等の土日祝日や夜間の
電話相談業務を行う医療機関（都道府県の指定）に対して、電話相談業務に必要な経費を補助する。

※ 受診･相談センター1か所あたり、3医療機関までとすること。

〔補助基準額〕
100万円を上限として、電話相談業務に要する実費※を補助

※ 賃金、報酬、謝金、需用費（消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水料）､役務費（通信運搬費、手数料、保険料）、委託料、使用料及
び賃借料、備品購入費

〔住民への周知〕
都道府県は、医療機関名、相談を受け付ける電話番号、相談対応時間等について、自治体のホームページや機関紙

等に掲示する等により、住民に周知すること

〔相談対応〕
患者からの相談に対して、看護職員等が患者の症状や経過、感染者との接触歴、既往歴や持病の有無、かかりつけ

医の有無等を聞き取った上で、適切な医療機関と適切な受診タイミングを案内するとともに、家庭内での感染対策や
受診に当たっての留意事項等の指導を行える体制を整備していること。

事業内容

国による直接執行 （予算額：35億円）

10
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事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日 

 

都 道 府 県 

各 保 健 所 設 置 市  衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

 

              厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

 

次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について 

 

例年、季節性インフルエンザの流行期には多数の発熱患者が発生しており、今

年度も同程度の発熱患者が発生することを想定して対策を講ずる必要がありま

す。一方、専門家によると、これまでの医学的知見に基づけば、季節性インフル

エンザと COVID-19を臨床的に鑑別することは困難であることが指摘されていま

す。また、今後は、インフルエンザワクチンの需要が高まる可能性があります。 

このような状況を踏まえ、今般、関係者のご意見を伺い、次のインフルエンザ

流行に備えた体制整備について、以下のとおりとりまとめました。貴職におかれ

ましては、今後を見据えた体制整備について本年 10月中を目途に、取り組んで

いただきますようお願いいたします。 

 なお、医療提供体制整備に関して、発熱患者等の相談又は診療・検査可能な医

療機関として指定される医療機関については、都道府県から厚生労働省へ報告

いただく予定です。また、検査体制の整備に関して、次のインフルエンザ流行を

見据えた検査需要、検査体制、検査（分析）能力等を都道府県毎に計画していた

だく予定です。さらに、発熱患者等の診療又は検査可能な医療機関として指定さ

れる医療機関（以下「診療・検査医療機関（仮称）」という。）に対する個人防護

具（PPE）の配布支援を実施する必要があることから、都道府県ごとの必要物資

数等について、都道府県から厚生労働省へ報告いただく予定です。詳細について

は、追ってご連絡いたします。 

 

 

参考資料１
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１．次のインフルエンザ流行に備えた体制整備における基本的な考え方について  

 

○ 次のインフルエンザ流行に備えた体制整備については、これまでの医療提

供体制整備と同様に、都道府県が主体となって推進し、達成することを基本と

すること。都道府県は、保健所設置市及び特別区を含む基礎自治体と連携して

体制整備を行うこと。 

 

○ 体制整備については、これまでの令和２年度第１次補正予算、第２次補正予

算等とも連動したものとすること。これらの予算には、次のインフルエンザ流

行に備えた体制整備を行うための事業が盛り込まれていることから、積極的

に活用することにより、都道府県の体制整備を進めること。 

 

○ 都道府県は、「２. 次のインフルエンザ流行に備えた体制整備における基本

的な方向性について」を踏まえ、次のインフルエンザ流行に備えた体制整備を

進め、10 月中を目処に体制整備を完了すること。体制整備を進めるに当たっ

ては、新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会1（以下「協議会」と

いう。）等を定期的に開催し、関係者と協議すること。 

  

 

２．次のインフルエンザ流行に備えた体制整備における基本的な方向性について 

 

（１）地域の実情に応じて、多くの医療機関で発熱患者等を相談・診療・検査で

きる体制を整備すること。 

 

（今後の相談・外来診療・検査体制整備の基本的な考え方） 

〇 これまでは、都道府県が中心となって、保健所等（一部は地域の医師会や民

間機関等に委託）に帰国者・接触者相談センターを設置し、また疑い患者の診

療・検査を行う帰国者・接触者外来等を設置し、症状等から感染が疑われる者

は、まずは帰国者・接触者相談センターに電話で相談した上で、帰国者・接触

者外来等を受診し、必要な場合には検査を受ける流れとしている。 

 

○ また、多くの地域で、「地域外来・検査センター」（以下「検査センター」と

                                                      
1 「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイランス、感染拡大防止策、医療体制）

の移行について」（令和 2年 3月 1 日付け事務連絡）の「５.新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会の設置」

において設置された協議会（https://www.mhlw.go.jp/content/000601816.pdf） 
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いう。）を設置しており、地域の診療所等に感染が疑われる患者の相談・受診

があった場合には、検査センターに患者を案内・紹介し、そこで診察・検査を

行う体制としている。 

 

〇 しかしながら、例年、季節性インフルエンザの流行期には、多数の発熱患者

が発生しており、今年度も同程度の発熱患者が発生することを想定されるが、

発熱等の症状のある患者に対して、季節性インフルエンザと COVID-19を臨床

的に鑑別することは困難である。そのため、次のインフルエンザ流行に備えて、

発熱等の症状のある多数の患者に対して、地域において適切に相談・診療・検

査を提供する体制を整備する必要がある。 

 

〇 そこで、都道府県は、発熱患者等が、帰国者・接触者相談センターを介する

ことなく、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関等を相談・受診し、必要に

応じて検査を受けられる体制について、本年 10 月中を目途に整備すること。

その際、地域でプライマリケアを担っている診療所等との調整を行い、多くの

医療機関で相談・診療・検査を担う体制を構築していくことが重要となるため、

必要に応じて、市区町村単位、二次医療圏単位での協議を行うこと。 

 

〇 また、季節性インフルエンザのこれまでの検査件数（１シーズン約 2 千万

～3千万件（2013～2016年度））を踏まえ、多数の発熱患者等の診療・検査に

対応できるよう体制整備を行うこと。 

 

〇 管内の市区町村や地域の医師会等とも協議の上、発熱等の症状を生じた患

者が、かかりつけ医等の地域の身近な医療機関にまずは電話等で相談を行い、

当該医療機関も含め、診療可能な医療機関を案内してもらい、必要に応じて検

査を受けることができる体制を、地域の実情に応じて多くの医療機関で整備

すること。また、インフルエンザに加えて、その他の感染症2についても対応

できるよう配慮すること。 

 

〇 具体的には、まずは、相談体制の整備として、患者が相談先・受診先に迷う

ことがなく、また、一つの医療機関や相談窓口に殺到することないように、発

熱患者等が電話等で相談を行い、看護職員等が適切な医療機関を案内すると

ともに、家庭内での感染対策や受診にあたっての留意事項などの指導を行え

る相談体制を整備した医療機関を指定し、速やかに増やすこと。地域において、

                                                      
2 配慮を要する感染症としては、マイコプラズマ、RS ウイルス、アデノウイルス、溶連菌等によるものが想定され

る。 
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4 

 

かかりつけ医等の身近な多くの医療機関で発熱患者等の相談を受ける体制を

整備すること。 

 

○ また、診療・検査体制の整備として、多数の発熱患者等が地域において適切

に診療・検査を受けられるよう、既存の帰国者・接触者外来等も含め、発熱患

者等の診療又は検査を行う医療機関を「診療・検査医療機関（仮称）」として

指定し、速やかに増やすこと。地域において、かかりつけ医等の身近な多くの

医療機関で発熱患者等の診療・検査を行う体制を整備すること。なお、「診療・

検査医療機関（仮称）」は、検査（検体採取）を地域外来・検査センターに依

頼することも可能である。また、「診療・検査医療機関（仮称）」の名称は都道

府県で適切に設定すること。 

 

〇 その際、相談から診療・検査までの一連の対応を一つの医療機関で実施可能

な体制とすることが望ましいため、その方針で地域において関係者と協議を

行うこと。 

 

〇 一方、構造的に動線確保が困難である等、感染管理の観点等から自院で発熱

患者等の診療又は検査を実施することが困難な医療機関でも、発熱患者等か

ら電話等で相談を受け、患者に「診療・検査医療機関（仮称）」や検査センタ

ーを案内することで、相談体制を整備することを検討し、地域において患者の

最初の連絡先となる相談を適切かつ十分に対応できるように相談体制整備を

行うこと。 

 

○  また、地域において診療所等が発熱患者等の相談・診察を行うものの、検査

を実施する医療機関が少ない場合などでは、関係者と協議の上、検査センター

の設置を更に促進するとともに、各センターで 1 日の診療対応能力の向上や

検体採取可能数を増やすために人材の確保や体制の整備を行うこと。検査セ

ンターでその地域の主な検査体制を担う場合には、少なくとも二次医療圏に

複数個所を目安として、検査センターを設置すること。 

 

○  さらに、発熱患者等を診察できる体制を更に整備していくため、電話・オン

ライン診療によって発熱患者等を診療する体制も検討すること。 

 

〇 なお、COVID-19 の検査を行う医療機関は、都道府県・保健所設置市・特別

区（以下「都道府県等」という。）と行政検査の委託契約を締結することとな

るため、都道府県等は「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取り扱い
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について（再周知）」（令和２年７月 17日付け事務連絡）を踏まえて対応する

こと。その際、地域の医師会や病院団体等と連携して集合契約の手法を活用す

ることが望ましい（行政検査の委託契約を締結した医療機関を「検査協力医療

機関」という。）。また、「新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査の実施

について」（令和２年３月４日付け健感発 0304第 5号。以下「行政検査通知」

という。）の別添２の事務契約書（案）を踏まえた集合契約を締結するに当た

っては、検査の方法や検体の違いを問わず、チェック項目を満たしているので

あれば幅広い医療機関で実施できるものであることに留意すること。 

 

（受診・相談センター） 

〇 上記体制の整備により、発熱患者等は、事前に帰国者・接触者相談センター

に相談することなく、かかりつけ医等の身近な医療機関に直接相談・受診する

こととなるため、帰国者・接触者相談センターは、症状のある患者の相談を受

け、帰国者・接触者外来を案内するという従前の役割を解消することとなる。

しかし、今後は、急に症状が悪化して夜間・休日に受診可能な医療機関を探す

方のように、住民が相談する医療機関に迷った場合の相談先として、帰国者・

接触者相談センターは「受診・相談センター（仮称）」として、体制を維持・

確保すること。 

 

○ 「受診・相談センター（仮称）」は、その地域の「診療・検査医療機関（仮

称）」や検査センターとその対応可能時間等を把握し、発熱等症状のある患者

等から相談があった場合には、最寄りの適切な医療機関の案内や必要に応じ

て受診調整を行うこと。 

 

○  そのため、「帰国者・接触者相談センター」は「受診・相談センター」等、

各都道府県で適切な名称に変更し、都道府県は「受診・相談センター（仮称）」

としての体制を、本年 10月中を目途に整備すること。 

 

（地域における医療機関間の役割分担） 

〇 都道府県は、今まで疑い患者の診療・検査を担っていた帰国者・接触者外来

や検査センターについて、地域の多くの診療所等で診療・検査を行う体制を整

備し、発熱患者等の診察・検査可能な医療機関が増加することから、必要に応

じて地域における医療機関間の役割分担を再度検討すること。 

 

〇 具体的には、帰国者・接触者外来を設置している感染症指定医療機関や地域

の基幹病院等については、疑い患者の診察・検査を担う医療機関が十分に増加
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した場合は、新型コロナウイルス感染症患者の入院治療等に専念するような

役割分担を検討することが望ましい。 

 

〇 また、検査センターについては、地域の診療所等の医療従事者の協力のもと、

設置していることも多いため、その医療従事者の自院における相談・診療・検

査体制確保とのバランスを勘案して、今後の体制を検討すること。 

 

〇 なお、重症化しやすい基礎疾患を有する患者が来院するがんセンター、透析

医療機関及び産科医療機関等、重症者を多数受け入れる見込みのある感染症

指定医療機関等、地域の実情に鑑みて医療機能を維持する必要のある医療機

関、構造的に動線を確保することが困難な医療機関等については、発熱患者等

の診療・検査を積極的には行わない医療機関として、必要に応じてその旨を住

民へ周知すること。ただし、感染が疑われる患者の相談・受診があった場合に

は、必要な感染管理対策を行った上で診療・検査を行うか、それが困難な場合

は「診療・検査医療機関（仮称）」や検査センターを適切に案内すること。そ

のため、地域の医療機関間で、「診療・検査医療機関（仮称）」や検査センター

とその対応時間等を随時共有しておくこと。検査センターを設置している地

域では、検査センターの連携先登録医療機関として登録して、検査センターへ

患者を案内する流れとしておくことも検討する。 

 

〇 また、これまで帰国者・接触者外来や検査センターは、保健所等と協力の上、

積極的疫学調査による濃厚接触者等に対する検査も担っていることも多いた

め、地域における外来診療の医療機関間の役割分担を見直すのであれば、濃厚

接触者等に対する検査を担う医療機関の確保も同時に行うこと。 

 

（地域における今冬の外来診療・検査体制の整備） 

○  都道府県は、次のインフルエンザ流行に備えた相談・診療・検査体制を、協

議会等において、保健所設置市及び特別区を含む基礎自治体、都道府県医師会、

郡市区医師会を含めた関係者と、地域における整備方針や課題等の共有・十分

な協議を行った上で整備すること。その際、必要に応じて、住民が外来診療を

受ける圏域である市区町村単位、二次医療圏単位での協議を行うこと。 

 

〇 その上で、都道府県は、発熱患者等の相談体制を整備している医療機関と

「診療・検査医療機関（仮称）」の指定を行うこと。地域における新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大の状況や季節性インフルエンザの流行状況等を踏

まえて、柔軟かつ積極的な指定を行うこと。 
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〇 都道府県は、指定の際、各医療機関で相談、診療・検査それぞれについて対

応可能な時間帯を把握しておくこと（例えば相談はいつでも受付可能である

が、診察・検査可能な時間帯は午前中のみである等）。地域の医師会や病院団

体等と連携して、医療機関の一覧表を作成する等取りまとめた上で、効率的に

指定する方法を検討すること。 

 

〇 また、都道府県は、地域の医療機関に対して、「診療・検査医療機関（仮称）」

や検査センターの情報を共有しておくこと。 

 

（発熱患者等に対する受診方法と診療体制の周知・広報） 

○  都道府県等は、体制整備状況に応じて、本年 10月以降の発熱患者等の医療

機関の相談及び受診方法を自治体のホームページや機関紙等を用いて広く住

民に周知すること。地域の実情に応じて外国語での発信なども考慮すること。 

 

○ また、都道府県等や医療機関は、発熱等の症状が生じた場合には、まずはか

かりつけ医等の地域で身近な医療機関に、受診すべき医療機関及び受診する

タイミング等について電話相談するよう周知すること。相談する医療機関に

迷った場合には、「受診・相談センター（仮称）」に相談するよう周知すること。

その際、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、「診療・検査医療機関（仮

称）」や検査センターとその対応時間等を、地域の医療機関や「受診・相談セ

ンター（仮称）」間で随時、情報共有しておくこと。その上で、地域の医師会

等とも協議・合意の上、「診療・検査医療機関（仮称）」を公表する場合は、自

治体のホームページ等でその医療機関と対応可能時間等を公表する等、患者

が円滑に医療機関に受診できるよう更なる方策を講じること。 

 

〇 さらに、院内感染を防止するには、患者が医療機関と受診時間や受診方法等

を事前に調整した上で、受診することが重要である。そのため、都道府県等や

医療機関は、発熱等を伴う受診の際は事前に電話予約の上で受診することを

徹底するよう、広く住民に周知すること。 

 

○ なお、特定の医療機関に患者が医療機関に殺到することとなり、現場に混乱

や不安を招いたり、重症化リスクの高い他の患者への感染リスクが生じたり、

地域の医療提供体制に支障を生じたりしないように、周知の際には留意する

こと。 
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（医療機関における感染管理） 

〇 地域の診療所等で新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診療・検査

する場合、院内感染対策のため、患者の事前予約制の徹底と動線の確保を行う

必要がある。 

 

〇 これまで帰国者・接触者外来を担っていた医療機関は感染症指定医療機関

や地域の基幹医療機関が多く、入口や診察室が複数確保できる等、医療機関内

で動線の確保が比較的容易であったが、地域の診療所等において、必ずしも同

様に院内感染防止のための動線の確保等ができるとは限らない。そこで、各地

域や医療機関において、その実情を踏まえて、院内感染を防止しつつ、発熱患

者の診療・検査を行う体制を検討していく必要がある。 

 

〇 まずは、消毒や換気時間の短縮が可能で、患者の分泌物やエアロゾルへの曝

露が限定的となる医療機関の診察室外での診療・検査を以下の方法で行うこ

とを検討すること。 

 ・ 医療機関の駐車場において患者が自家用車等に乗った状態で診療・検査を

行う。 

 ・ 診察室ではなく駐車場等の医療機関の敷地内で、必要に応じてプレハブや

簡易テントを設置した上で、診療・検査を行う。 

  

〇 一方、建物外の診察・検査スペースを用意できず、診察室や待合室等を発熱

患者等とそれ以外の患者で区分けすることができない場合等は、他の患者と

の時間的な分離が必要となる。そのため、 

 ・ 診察時間のうちの一部の時間帯を発熱等疑い患者の診察時間に設定する

（その場合、地域の診療所等と時間帯を分担することが望ましい。）。 

・ 地域の複数の診療所で輪番制を組んで、曜日単位等で発熱患者等の診察を

する医療機関を設定する。 

等の対応を、地域の実情に応じて検討すること。 

 

〇 夜間・休日にも一定の相談・診療・検査体制が確保できるよう、地域におい

て調整の上、体制整備を行うこと。 

 

（適切な診療や検査等に当たっての留意点） 

○ 鼻咽頭拭い液や唾液等、採取する検体の種類によって必要な個人防護具の

考え方が異なること等を踏まえ、一般社団法人日本感染症学会提言「今冬のイ
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ンフルエンザと COIVD-19に備えて」3等を参考にしつつ、地域の流行状況に応

じた季節性インフルエンザと COVID-19の検査を進めていくこと。 

 

〇 発熱患者等の診療を行った医師は、COVID-19 の検査結果が陽性であった場

合には、保健所等と連携し、患者の療養先の決定や移動、自宅療養・宿泊療養

の場合の健康管理を支援すること。一方、患者の診断が確定しなかった場合に

おいては、偽陰性などの各種検査の限界等を説明の上、症状が持続した場合の

再診のタイミング・方法や家庭内の感染拡大防止策について指導を行うこと。 

 

（発熱患者等に関する応招義務） 

○  「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」

（令和２年３月 11日付け事務連絡）において、患者が発熱や上気道症状を有

しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応招義

務を定めた医師法（昭和 23 年法律第 201 号）第 19 条第１項及び歯科医師法

（昭和 23 年法律第 202 号）第 19 条第１項における診療を拒否する「正当な

事由」に該当しないとした上で、感染防護具等が確保できない等の理由により

診療が困難である場合には、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイ

ルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨することを求め

てきたところである。今後も、診療可能な医療機関への受診勧奨もすることな

く、単に「発熱者お断り」等と掲示し、発熱患者等の診療を拒否した場合には、

診療を拒否する「正当な事由」があるとはいえないものと考えられる。 

 

（検査体制の強化） 

○ 検査体制については、季節性インフルエンザと COVID-19について臨床的に

鑑別が困難であることから、多数の検査需要が生じることに留意し、検査協力

医療機関の増加による検体採取の体制整備と併せ、検査分析の能力を向上さ

せることが必要である。 

 

○ 「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」（令和２年８月 28 日新

型コロナウイルス感染症対策本部決定）の検査体制の抜本的な拡充において、

「季節性インフルエンザの検査件数（１シーズン約 2千万～3千万件（2013～

2016年度））を踏まえ、季節性インフルエンザに加え、新型コロナウイルスの

検査についても、地域の医療機関で簡易・迅速に行えるよう、抗原簡易キット

による検査を大幅に拡充（１日平均 20万件程度）するとともに、ＰＣＲ検査

                                                      

3 http://www.kansensho.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=41 
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や抗原定量検査の機器の整備を促進し、必要な検査体制を確保する。」ことと

されており、新たな検査体制整備計画を策定いただくよう、具体的な検査体制

の整備に係る指針について追って連絡する。 

 

（診療・検査医療機関向けの個人防護具の配布） 

○ 日本環境感染学会4、国立感染症研究所5及び日本感染症学会6等のガイドライ

ンなどに基づき、上気道の検体採取など検査手法や、検査体制に応じて、「診

療・検査医療機関（仮称）」に必要な個人防護具（PPE）が行き渡るよう、国か

らの配布を行う予定である。詳細については、別途周知を行う予定である。 

 

※ 上記ガイドラインでは、サージカルマスク、眼の防護具、長袖ガウン、手

袋の装着が推奨されており、これに基づき、「診療・検査医療機関（仮称）」

にサージカルマスク、フェイスシールド、長袖ガウン、手袋の配布を実施。 

※ 上気道の検体採取等では一般的に大量のエアロゾルが生じないことから、

上記ガイドラインでも N95 等マスクの使用は推奨されていない。また、N95

等マスクはフィットテスト等の実施が求められ、厳密に使用しないとその効

果がないと専門家から指摘されている。 

 

（２）インフルエンザワクチンの供給量を確保しつつ、効率的なワクチン接種を

推進すること。 

 

○ ワクチンの製造業者に対して、できる限りの増産を依頼するとともに、製造

されたワクチンの出荷までの時間を短縮できるよう、関連する省令改正を 6月

30日に実施したところである。 

 

○ インフルエンザの重症化のリスクの高い方など、できるだけ多くの方がワ

クチンを接種できるよう、効率的なワクチン接種を徹底して進める。具体的な

内容については、供給量の見込みも含めて別途周知する予定である。 

 

                                                      

4 一般社団法人 日本環境感染学会 医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第３版 2020 年

５月７日 http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide3.pdf 
5 国立感染症研究所 新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 2020 年 6 月 2 日 

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-200602.pdf 
6 一般社団法人 日本感染症学会 今冬のインフルエンザと COVID-19 に備えて 2020 年８月３日 

http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/2008_teigen_influenza_covid19.pdf 
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（３）「新しい生活様式」をはじめとする感染症対策を推進すること。 

 

○ 厚生労働省では、感染拡大防止のため、これまでも、「新しい生活様式」を

はじめとする①密閉、密集、密接の３つの「密」の回避、②手洗い、咳エチケ

ット等の実施、③定期的な清掃、十分な換気の実施等の具体的な対策について、

厚生労働省ホームページやリーフレット等を用いて周知している。 

 

○ これらの資材等を必要に応じて活用しつつ、新しい生活様式の定着に向け

て広く周知を行うこと。 

 

以上 
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事 務 連 絡 

令和２年９月１５日 

   都 道 府 県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区  

 

    厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

 

次のインフルエンザの流行に備えた体制整備（全体像）について 

 

 次のインフルエンザの流行に備えた医療提供体制の整備については、「次のイ

ンフルエンザの流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４日付け事務連

絡）において、発熱患者等の相談又は診療・検査可能な医療機関を「診療・検査

医療機関（仮称）」として指定し、発熱患者等が帰国者・接触者相談センターを

介することなく、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関等を相談・受診し、必

要に応じて検査を受けられる体制について、本年 10月中を目途に整備すること

をお願いしているところです。 

 体制整備を行うに当たって重要となる検査体制の拡充については、本日、「新

型コロナウイルス感染症に関する検査体制の拡充に向けた指針」（令和２年９月

15 日付け事務連絡）をお示しするため、各都道府県においては、当該指針に基

づき、新型コロナウイルス感染症固有の検査需要に加えて、インフルエンザの流

行に伴う発熱患者等の検査需要も考慮して検査体制整備計画を策定し、当該計

画に沿って、ピーク時の検査需要に対応可能な検体採取対応力や検査（分析）能

力の確保をお願いいたします。 

 また、国としては、地域の幅広い医療機関において発熱患者等の相談・外来診

療・検査を行う体制が整備されるよう、検査に必要な個人防護具（以下「PPE」

という。）の無償配布や患者等の相談、診療・検査を担う医療機関の体制整備に

係る財政支援を行うこととしているため、これらの支援を積極的に活用し、体制

整備を進めていただくようお願いします。 

なお、PPE の配布支援については、本日、「次のインフルエンザ流行に備えた

体制整備に係る医療用物資の配布について」（令和２年９月 15日付け事務連絡）

においてお示しするため、「診療・検査医療機関（仮称）」に対して、必要な PPE

が行き渡るよう、ご協力をお願いします。 

 

参考資料２
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四角形



 

2 

 

（参考） 

○医療提供体制の整備について 

・「次のインフルエンザの流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４日

付け事務連絡） 

・「「診療・検査医療機関（仮称）」の受診者数等の報告依頼について」（令和２

年９月 15日付け事務連絡） 

※照会先：厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部医療班 

片山、中村、水島 

TEL: 03₋3595₋3205 

 

○検査体制の拡充について 

・「「新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の拡充に向けた指針」につい

て」（令和２年９月 15日付け事務連絡） 

※照会先：厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部検査班 

屋成、益田 

TEL: 03₋5253₋1111(内線 8017) 

 

○PPEの配布支援について 

・「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備に係る医療用物資の配布につい

て」（令和２年９月 15日付け事務連絡） 

※照会先：医政局経済課（マスク等物資対策班 配布担当） 

TEL：03-3595-3178 
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次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について

都道府県

検査需要
（受診患者数等）

の見通しの作成

関係団体と十分に協議

国として後押し

 かかりつけ医等の地域で身近な医療機
関での相談体制の確保

 診療・検査医療機関の指定

 検査機器の増産支援、購入補助（二次補正・予備費）
 抗原検査キットの増産支援（予備費）
 発熱患者等の相談、診療・検査を担う医療機関整備の支援（予備費）②
 発熱した救急患者等の新型コロナ疑い患者を受け入れる救急医療機
関等の支援（予備費）

 検査に必要な個人防護具(PPE)の無償配布（一次補正・二次補正・予備費）③

10月中
に報告

医療提供体制の整備（９月４日事務連絡）

 検体採取対応力の確保
（かかりつけ医等を中心に整備）
 検査（分析）能力の確保
（発熱患者等には検査キットを活用）

検査体制整備計画の策定

一体的に
検討

①

①
①

④ 国

 予備費閣議決定（9月
15日）にあわせ、①～
④の事務連絡を発出

（別途、９月４日事務
連絡と①～③の関係
や全体像を整理）

 都道府県担当者への
説明会を実施

10月中
に報告
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事 務 連 絡 

令和２年９月１５日 

 

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

 

厚生労働省健康局結核感染症課 

 

令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支 

援補助金に係る対応について 

 

 

令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金につい

て、「令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金（イ

ンフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業）の交付について」

（令和２年９月１５日厚生労働省発健０９１５第８号厚生労働事務次官通知）及び「令

和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金（インフルエ

ンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業）の交付について」（令和２年９

月１５日厚生労働省発健０９１５第７号厚生労働事務次官通知）により、「令和２年度

インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金（インフルエンザ流行

期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業）交付要綱」（以下「発熱外来交付

要綱」という。）及び「令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確

保支援補助金（インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業）交付

要綱」（以下「電話相談交付要綱」という。）を定めたところであるが、インフルエンザ

流行に備えた体制整備については、都道府県が主体となって推進することが重要であり、

都道府県においては、下記について、御了知の上、対応方よろしくお願いする。 

 

記 

 

１．「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４日事務連絡）

との関係 

令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金につ

いては、「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４日厚

生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に基づく体制整備を推進

するためのものであり、都道府県は、本補助金を活用しながら、診療･検査医療機関

（仮称）の指定及び電話相談体制を整備した医療機関の指定を進めること。 

なお、本補助金は、医療機関に迅速に資金を交付する観点から、特例的に国が直接

執行するが、補助対象となる医療機関は、都道府県から指定を受けた医療機関として

いる。 

 

２．インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療･検査体制確保事業 

参考資料３
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（１）診療･検査医療機関（仮称）の指定 

① 診療・検査医療機関（仮称）の指定要件等 

発熱外来交付要綱の３に基づき、診療・検査医療機関（仮称）の指定要件等

について、別紙１のとおり定める。 

 

② 診療･検査医療機関（仮称）の指定に当たっての手続き 

本補助金は国が直接執行するが、補助対象は都道府県が指定した診療・検査

医療機関（仮称）であり、都道府県は、速やかに指定の手続きを進めること。

都道府県は、地域における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況やイン

フルエンザの流行状況等を踏まえて指定を行うこと。 

都道府県は、指定に当たっては、診療･検査医療機関（仮称）に対して書面で

通知すること。書面の様式は問わないが、少なくとも、医療機関名、指定日、

指定解除日（予定されている場合のみ）、１週間単位の診療･検査対応時間を記

載すること。 

 

③ 診療･検査医療機関（仮称）に関する情報共有 

診療･検査医療機関（仮称）を指定した場合は、都道府県は、事前に１週間単

位の診療･検査対応時間等の報告を受けるとともに、診療・検査対応時間等を

地域の医療機関や受診・相談センター（仮称）と情報共有することにより、発

熱患者等からの相談の際に適切な医療機関を速やかに案内できるようにする

こと。 

また、診療・検査医療機関（仮称）を指定した場合は、都道府県は、「「診療・

検査医療機関（仮称）」の受診者数等の報告依頼について」（令和２年９月 15日

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）の報告様式１に

より、国に速やかに報告すること。宛先は以下のメールアドレスとし、１回目

の報告締切日は 10月 12日、２回目の報告締切日は 10月 30日とする。 

提出先 

「厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 医療体制班」 宛 

メールアドレス：corona-iryou@mhlw.go.jp 

※ 以下の報告でも、宛先は同じメールアドレスとする。 

なお、診療･検査医療機関（仮称）については、医療機関数、発熱患者等への

対応時間数、発熱患者等の受診者数、公表状況等の全国的な状況を把握・分析

し、必要に応じて公表や都道府県への助言等を行う予定である。 

 

④ 診療･検査医療機関（仮称）に関する公表 

地域の医師会等とも協議・合意の上、診療･検査医療機関（仮称）を公表する

場合は、自治体のホームページ等でその医療機関と対応時間等を公表する等、

患者が円滑に医療機関に受診できるよう更なる方策を講じること。 

 

⑤ 診療･検査医療機関（仮称）の指定の解除 
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インフルエンザ流行期を過ぎた場合、医療機関が診療・検査医療機関（仮称）

の指定要件を満たさなくなった場合は、都道府県は、診療･検査医療機関（仮

称）の指定の解除を行うこと。 

発熱患者等からの相談の際に適切な医療機関を速やかに案内できるよう、診

療･検査医療機関（仮称）の解除があった場合は、都道府県は、地域の医療機関

や受診・相談センター（仮称）と情報共有すること。 

指定解除の日をもって本補助金の対象外となるため、診療･検査医療機関（仮

称）の解除があった場合は、都道府県は、国に速やかに報告すること。 

  

（２）診療・検査医療機関（仮称）への本補助金の案内 

診療・検査医療機関（仮称）の指定後、医療機関は国に本補助金の交付申請を

行うことが可能となるので、都道府県は、診療･検査医療機関（仮称）に対して本

補助金の案内を行うこと。その際、医療機関向けの交付申請の案内（別紙２）及

び交付申請書を、診療･検査医療機関（仮称）に対して配布してください。 

本補助金は国が直接執行するが、インフルエンザ流行に備えた体制整備は都道

府県において進めていくべきものであり、都道府県は、医療機関からの照会等に

適切に対応いただくようお願いする。 

 

３．インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業 

（１）電話相談体制を整備した医療機関の指定 

① 電話相談体制を整備した医療機関の指定要件等 

電話相談交付要綱の３に基づき、受診・相談センターからの依頼を受けて、

当該センターの代理的機能として、地域の発熱患者等の土日祝日や夜間の電話

相談業務を行う医療機関の指定要件等について、別紙３のとおり定める。 

 

② 電話相談体制を整備した医療機関の指定に当たっての手続き 

本補助金は国が直接執行するが、補助対象は都道府県が指定した電話相談体

制を整備した医療機関であり、都道府県は、速やかに指定の手続きを進めるこ

と。本補助金は、電話相談体制の強化を図るために、受診・相談センターが、

当該センターの代理的機能として、地域の発熱患者等の土日祝日や夜間の電話

相談業務を医療機関に依頼できるものであり、受診・相談センターの電話相談

件数に応じて、対応可能な医療機関と調整すること。 

なお、受診・相談センターからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能

として、地域の発熱患者等の土日祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関の

指定は、受診・相談センター１か所あたり３医療機関までとすること。 

都道府県は、指定に当たっては、電話相談体制を整備した医療機関に対して

書面で通知すること。書面の様式は問わないが、少なくとも、医療機関名、指

定日、指定解除日（予定されている場合のみ）、１週間単位の相談対応時間を記

載すること。 

また、電話相談体制を整備した医療機関を指定した場合は、都道府県は、「「診
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療・検査医療機関（仮称）」の受診者数等の報告依頼について」（令和２年９月

15日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）の報告様式

４により、国に速やかに報告すること。宛先は以下のメールアドレスとし、１

回目の報告締切日は 10月 12日、２回目の報告締切日は 10月 30日とする。 

提出先 

「厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 医療体制班」 宛 

メールアドレス：corona-iryou@mhlw.go.jp 

 

③ 電話相談体制を整備した医療機関の住民への周知 

受診・相談センターからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、

地域の発熱患者等の土日祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関について、

都道府県は、医療機関名、相談を受け付ける電話番号、相談対応時間等を、自

治体のホームページや機関紙等に掲示する等により、広く住民に周知すること。 

 

（２）電話相談体制を整備した医療機関への本補助金の案内 

受診・相談センターからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、

地域の発熱患者等の土日祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関の指定後、医

療機関は国に本補助金の交付申請を行うことが可能となるので、都道府県は、電

話相談体制を整備した医療機関に対して本補助金の案内を行うこと。その際、医

療機関向けの交付申請の案内（別紙２）及び交付申請書を、電話相談体制を整備

した医療機関に対して配布してください。 

本補助金は国が直接執行するが、インフルエンザ流行に備えた体制整備は都道

府県において進めていくべきものであり、都道府県は、医療機関からの照会等に

適切に対応いただくようお願いする。 
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（別紙１） 

 

診療・検査医療機関（仮称）の指定要件等 

 

１．概要 

  次のインフルエンザ流行期に、多数の発熱患者等が地域において適切に診療・検査

を受けられるよう、既存の帰国者・接触者外来等も含め、発熱患者等の診療又は検査

を行う医療機関である診療・検査医療機関（仮称）に対して支援などを行うことによ

り、発熱患者等が地域の医療機関で適切に診療・検査を受けられる体制を整備する。 

 

２．指定要件 

（１）「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４日付け厚

生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に基づき、都道府県か

ら、「診療・検査医療機関（仮称）」（以下「診療・検査医療機関」という。）として

指定された医療機関であること。 

（２）指定に当たっては、都道府県によって常時指定する医療機関、感染の流行状況に

応じて柔軟に指定・解除を行う医療機関を設けることができ、都道府県が書面で通

知する。書面の様式は問わないが、少なくとも、医療機関名、指定日、指定解除日

（予定されている場合のみ）、１週間単位の診療・検査対応時間を記載すること。 

（３）都道府県は、都道府県で設置する協議会（「地域で新型コロナウイルス感染症の

患者が増加した場合の各対策（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）

の移行について」（令和２年３月１日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対

策推進本部）の５に掲げる協議会。以下「協議会」という。）で、地域における整

備方針や課題等の協議を行った上で、指定すること。また、都道府県は、新型コロ

ナウイルス感染症医療機関等情報支援システム（以下「G-MIS」という。）等で診療・

検査状況を確認し、必要に応じて、協議会に諮った上で、方針を見直すこと。 

（４）都道府県は、診療・検査医療機関の指定を行う際には、その医療機関から以下の

事項の報告を受けること。 

・医療機関名、住所、電話番号、担当部署又は担当者 

・その医療機関で診療・検査対象となる患者（相談体制を整備した医療機関や受

診・相談センターから案内を受けた患者を受入れ可能か、自院のかかりつけ患

者や自院に相談があった患者のみを受け入れるか、濃厚接触者等に対する検査

も担うか等） 

・実施内容（診療と検査いずれも対応可能か、検査方法は何を実施可能か（PCR検

査、抗原定量検査、抗原定性検査）等） 

・１週間単位の診療・検査対応時間 

・自治体のホームページ等での公表の可否 

また、都道府県は診療・検査医療機関を指定した場合には、速やかに厚生労働省

に報告すること。 
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３．施設要件 

（１）発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可

能な限り動線が分けられていること。 

（２）必要な検査体制が確保されていること（検査（検体採取）を地域外来・検査セン

ター等に依頼する場合には、連携体制がとれていること）。 

（３）医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な感染対策が講じられていること。 

（４）検査を行う場合には、「新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査の実施につ

いて」（令和２年３月４日付け健感発 0304第 5号）に基づき、都道府県・保健所設

置市・特別区（以下「都道府県等」という。）と行政検査の委託契約を締結してい

ること。 

（５）発熱外来交付要綱４（１）のただし書きに該当する場合（自院のかかりつけ患者

及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる場合）は、院内掲

示を行う等、自院のかかりつけ患者に対して、発熱等の症状が生じた場合には、電

話で相談した上で、自院で診療・検査可能である旨を周知すること。 

 

４．診療・検査医療機関の周知に関する要件 

  次の①②のいずれかの方法で、地域でインフルエンザ流行に備えた相談・診療・検

査体制を整備するに当たって必要な下記の情報を、都道府県等、受診・相談センター、

地域の医療機関間で共有すること。 

① 診療・検査医療機関の管理者（代理の者）が指定の際に都道府県に報告し、都

道府県が自治体のホームページで掲示（この場合、都道府県は全ての診療･検査

医療機関の情報や、報告を受けた全ての情報を掲示する必要はないが、掲示しな

い情報については②の方法で共有を行うこと） 

② 診療・検査医療機関の管理者（代理の者）が指定の際に都道府県に報告し、都

道府県が管内の保健所設置市・特別区、受診・相談センター、地域の医療機関等

関係者に連絡（診療･検査医療機関の指定の追加や変更があった場合には、随時

連絡） 

地域でインフルエンザ流行に備えた相談・診療・検査体制を整備するに当たって必

要な情報とは、具体的には、以下の内容が考えられること。 

・医療機関名、住所、電話番号、担当部署又は担当者 

・その医療機関で診療・検査対象となる患者（相談体制を整備した医療機関や受診・

相談センターから案内を受けた患者を受入れ可能か、自院のかかりつけ患者や自

院に相談があった患者のみを受け入れるか、濃厚接触者等に対する検査も担うか、

対応出来る外国語等） 

・実施内容（診療と検査いずれも対応可能か、検査方法は何を実施可能か（PCR検

査、抗原定量検査、抗原定性検査、等） 

・診療・検査対応時間                      等 

 

５．機能要件 

（１）診療・検査医療機関の管理者（代理の者）は、都道府県に報告することにより、

47



 

7 

都道府県等、受診・相談センター、地域の医療機関に対して、予め自院での対応時

間等を示した上で、その範囲で、受診・相談センターや相談体制を整備した医療機

関から患者の診療・検査の受入れ要請があった場合、又は患者から相談があった場

合、原則速やかに患者の診療・検査を受け入れること。 

発熱外来交付要綱４（１）のただし書きに該当する場合（自院のかかりつけ患者

及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる場合）は、診療・

検査医療機関の管理者（代理の者）は、かかりつけの患者に対して、院内掲示を行

う等により、予め自院での受入れ対象患者や対応時間等を示すとともに、都道府県

に報告することにより、都道府県等、受診・相談センター、地域の医療機関に対し

て、予め自院での受入れ対象患者や対応時間等を示した上で、その範囲で、患者か

ら相談があった場合、原則速やかに患者の診療・検査を受け入れること。 

（２）診療・検査医療機関は、自院を受診した患者が、新型コロナウイルス感染症であ

った場合には、速やかに保健所や都道府県調整本部（「新型コロナウイルス感染症

の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について（改訂）」

（令和２年３月２６日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部）の

別添Ⅱに規定する都道府県調整本部）に連絡し、患者の状態を伝える等、患者の療

養先の検討に協力すること。また、自宅療養や自宅での待機を行っている患者に対

するフォローアップについては、保健所等の業務負担軽減を図るとともに、医学的

知見に基づいた対応を行うため、可能な範囲で協力すること。 

 

６．報告事項 

（１）診療・検査医療機関は、診療・検査医療機関として指定されている期間中は、G-

MISに日々の受診者数や検査数の入力を行うこと。ただし、G-MISの ID振り出しを

国に要請している期間等、入力が困難な期間の分は、可能な範囲でさかのぼって入

力を行うこと。なお、報告業務の効率化の観点から、都道府県医師会や群市区医師

会等の関係団体等が、複数の診療・検査医療機関の報告内容を日々取りまとめて、

代理入力する方法としても差し支えない。 

（２）診療・検査医療機関は、診療・検査医療機関として指定されている期間中は、新

型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）に必要な情報

の入力を行うこと。 
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（別紙２） 

 

（医療機関向け） 

 

インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金の 

交付申請のご案内 

 

 

○ インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金（インフルエンザ

流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業及びインフルエンザ流行期に

備えた発熱患者の電話相談体制整備事業）の交付申請については、この案内を参考と

してください。 

 

 

１．交付申請書の送り先 

※ 以下まで郵送により送付願います。。 

住所 〒100-8779 銀座郵便局留 

宛先 100-8916 厚生労働省発熱外来診療体制確保支援事業担当 宛 

 

２．送付するもの 

交付申請書様式（厚生労働省ホームページからダウンロードしてください） 

添付書類 

※ 厚生労働省ホームページを確認してください。 

 

３．締切日 

１回目締切日：令和２年１０月１２日 

２回目締切日：令和２年１０月３０日 

 

４．問い合わせ先 

  厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター 

  電話番号：0120-336-933 

 

 ※ 補助金申請は、行政書士事務所等に委託し、代理申請することも可能です。 
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（別紙３） 

 

電話相談体制を整備した医療機関の指定要件等 

 

１．概要 

  次のインフルエンザ流行期に、患者が相談先・受診先に迷うことがなく、また、一

つの医療機関や相談窓口に殺到することないように、発熱患者等が電話等で相談を行

い、看護職員等が適切な医療機関を案内するとともに、家庭内での感染対策や受診に

あたっての留意事項などの指導を行える相談体制を整備した医療機関に対して支援

などを行うことにより、発熱患者等が地域で適切に相談を受けられる体制を整備する。 

 

２．指定要件 

（１）「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４日付け厚

生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に基づき、都道府県か

ら、相談体制を整備した医療機関として指定された医療機関であり、そのうち、受

診・相談センターからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、地域の

発熱患者等の土日祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関であること。 

（２）受診・相談センターからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、地

域の発熱患者等の土日祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関は、受診・相談セ

ンター１か所あたり３医療機関までとすること。 

（３）指定に当たっては、都道府県によって常時指定する医療機関、感染の流行状況に

応じて柔軟に指定・解除を行う医療機関を設けることができ、都道府県が書面で通

知する。書面の様式は問わないが、少なくとも、医療機関名、指定日、指定解除日

（予定されている場合のみ）、１週間単位の相談対応時間を記載すること。 

（４）都道府県は、都道府県で設置する協議会（「地域で新型コロナウイルス感染症の

患者が増加した場合の各対策（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）

の移行について」（令和２年３月１日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対

策推進本部）の５に掲げる協議会。以下「協議会」という。）で、地域における整

備方針や課題等の協議を行った上で、指定すること。また、都道府県は、新型コロ

ナウイルス感染症医療機関等情報支援システム（以下「G-MIS」という。）等で相談

対応状況を確認し、必要に応じて、協議会に諮った上で、方針を見直すこと。 

（５）都道府県は、指定の際には、その医療機関から以下の事項の報告を受けること。 

・医療機関名、住所、電話番号、担当部署又は担当者 

・相談を受け付ける電話番号 

・１週間単位の相談対応時間 

また、都道府県は電話相談体制を整備した医療機関を指定した場合には、速やか

に厚生労働省に報告すること。 

 

３．施設要件 

（１）対応時間に想定される患者からの相談に対応できる体制を確保していること。 
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４．住民への周知に関する要件 

  相談体制を整備した医療機関として指定された医療機関のうち、受診・相談センタ

ーからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、地域の発熱患者等の土日

祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関について、都道府県は、医療機関名、相談

を受け付ける電話番号、相談対応時間等を、自治体のホームページや機関紙等に掲示

する等により、広く住民に周知すること。 

 

５．機能要件 

（１）患者からの相談があった際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、その

地域の「診療・検査医療機関（仮称）」や検査センターとその対応時間等を、把握

しておくこと。 

（２）患者からの相談に対しては、看護職員等が患者の症状や経過、感染者との接触歴

（海外渡航歴等も含めて）、既往歴や持病の有無、かかりつけ医の有無等を聞き取

った上で、適切な医療機関と適切な受診タイミングを案内するとともに、家庭内で

の感染対策や受診に当たっての留意事項などの指導を行える体制を整備している

こと。その際、自院を案内する場合には、受診時間等を調整すること、他院を案内

する場合には、事前に電話した上で受診するよう伝えること。 

 

 

51



新型コロナウイルス感染症に対応した医療機関等への更なる支援

①新型コロナウイルス感染症に対応する
医療機関への支援

②インフルエンザ流行期への備え

③地域医療の確保に必要な診療を継続する
医療機関への支援

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関の安定的な経営を図るとともに、
インフルエンザ流行期に備えた医療提供体制を確保する等のため、新型コロナウイル
ス感染症対策予備費等を活用して、次の①～③の観点から支援を実施。

新型コロナ患者の病床･宿泊療養体制の整備

診療報酬の特例的な対応

救急・周産期・小児医療機関の支援

医療資格者の労災給付の上乗せ支援

重点医療機関の病床確保料の引上げ

発熱外来診療体制確保支援

福祉医療機構の優遇融資の拡充等

必要な受診や健診･予防接種の呼びかけ

※このほか、PCR検査機器等の整備補助など検査体制の拡充等も実施
1

参考資料４
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① 医療機関の資金繰り支援等

○ 福祉医療機構の無利子・無担保融資等の拡充
・ 前年から一定以上減収している医療機関の貸付限度額及び無利子・無担保融資上限を引き上げる。

○ 地域経済活性化支援機構（REVIC）と福祉医療機構との連携・協力による事業再生支援

② 患者の受診促進

・ 必要な受診や健診・予防接種の促進の広報等を行う。

新型コロナウイルス感染症対策予備費による医療機関等への更なる支援（概要）

○ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を増額し、10月以降分の病床や宿泊療養施設を確保するための経費を補助する。

２．新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる特定機能病院等の診療報酬・病床確保料の引上げ

１．新型コロナウイルス感染症患者の病床・宿泊療養体制の整備

① インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援

・ 都道府県の指定に基づき専ら発熱患者等を対象とした外来体制をとる医療機関について、体制確保のための補助を行う。また、発熱患者の
電話による相談を受ける医療機関等に対して、相談に要する費用を補助する。

② インフルエンザ流行期に感染症疑い患者を受け入れる救急医療機関等の支援

・ 都道府県の登録に基づき発熱した救急患者等の新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れて診療を行う救急・周産期・小児医療機関に
対する支援を行う。

３．インフルエンザ流行期への備え

（参考）その他の支援

４．医療資格者の労災給付の上乗せを行う医療機関への補助

既存経費により対応

○ 一次・二次補正による医療機関等支援（計1.78兆円）に加え、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関の安定的な経営を図るとともに、
インフルエンザ流行期に備えた医療提供体制を確保するため、予備費を活用し、緊急的に更なる支援を行う。

※ 医療機関に迅速に資金を交付するため、これまでの支援の追加措置である１及び２を除き、特例的に国が直接執行する。
※ このほか、ＰＣＲ検査機器等の整備支援（43億円）などを実施。

1兆1,946億円

7,394億円

○ 新型コロナウイルス感染症患者の入院に係る診療報酬の更なる引上げを特例的に行う。また、緊急包括支援交付金を増額し、手厚い人員で対
応する特定機能病院等である重点医療機関の病床確保料等を引き上げる。

1,690億円

2,170億円

682億円

○ 新型コロナウイルス感染症への対応を行う医療機関において、勤務する医療資格者が感染した際に労災給付の上乗せ補償を行う民間保険に
加入した場合に、保険料の一部を補助する。

10億円

既存経費により対応

※ 現下の状況に対応した地域の医療提供体制を維持・確保するための取組み・支援については、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、類型ご
との医療機関等の経営状況等も把握し、そのあり方も含め、引き続き検討する。

2
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新型コロナウイルス感染症患者の病床・宿泊療養体制の整備
（10月以降分の病床や宿泊療養施設の確保）

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を増額し、10月以降分の病床や宿泊療養施設を確保するための経費
を補助する。

内容 （予算額：7,394億円）

10月以降分の予算を確保し、
各都道府県における入院・
宿泊療養の体制整備を推進

緊急包括支援交付金の増額

3
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新型コロナウイルス感染症患者の受入れに係る診療報酬の特例的な対応

○ 新型コロナウイルス感染症入院患者の受入れについて、呼吸不全管理を要する中等症以上の患者に
対する診療及び管理の実態等を踏まえ、特例的に以下の対応を行うこととする。

※ 現在は、中等症患者について、救急医療管理加算の３倍相当（2,850点）の算定が可能

さらなる診療報酬上の対応

中等症患者のうち、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者について、
救急医療管理加算の５倍相当（4,750点）を算定できることとする。

中等症の患者に対する診療・管理の実態

【重症化早期発見のために】
１日３回のバイタルチェック
一般血液、生化学、尿検査の実施
抗ウイルス薬投与の検討

○ 呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症入院患者に対する診療の評価の見直し

「呼吸不全状態の中等症の患者」の場合

【敗血症・多臓器不全の併発を念頭に】
酸素療法の開始
動脈血液ガス分析・画像検査等の実施
ステロイド薬等の投与を検討
人工呼吸への移行を考慮

4
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新型コロナウイルス感染症の重点医療機関の体制整備
（特定機能病院等の病床確保料の更なる引上げ）

重点医療機関（新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関）において、新型コロナウイル
ス感染症患者の受け入れ体制を確保するため、病床確保料を補助することにより、適切な医療提供体制を整備する。

事業目的

・ 緊急包括支援交付金を増額し、手厚い人員で対応する特定機能病院等である重点医療機関の病床確保料について、診
療報酬の引上げに合わせるとともに、特定機能病院入院基本料等を踏まえて引き上げる。

※ 特定機能病院と同程度に新型コロナの重症患者を受け入れている病院についても、特定機能病院と同様に病床確保料を引き上げる。
（ECMOによる治療を行う患者が延べ3人以上の月又は人工呼吸器による治療を行う患者が延べ10人以上の月がある医療機関）

・ 特定機能病院等以外の重点医療機関の病床確保料について、診療報酬の引上げに合わせて引き上げる。
※ 4月1日に溯って適用

拡充内容

（重点医療機関：都道府県が指定）

入院病床
（コロナ患者）

重点医療機関の
診療報酬収入

重点医療機関の
病床確保料を補助

病院や病棟全体をコロナ患者のために確保

休止とした
病床

休止とした
病床

確保病床
（コロナ患者用）

病床の種別 補助基準額（二次補正）

ＩＣＵ病床 301,000円
ＨＣＵ病床 211,000円
その他病床 52,000円

病床の種別 補助基準額（今回）

ＩＣＵ病床 436,000円

ＨＣＵ病床 211,000円

その他病床 74,000円

〔重点医療機関である特定機能病院等〕

病床の種別 補助基準額（今回）

ＩＣＵ病床 301,000円

ＨＣＵ病床 211,000円

その他病床 71,000円

〔重点医療機関である一般病院〕

〔重点医療機関の病床確保料〕

（予算額：1,679億円）緊急包括支援交付金の増額
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医療資格者の労災給付の上乗せを行う医療機関への補助
（新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業）

新型コロナへの対応を行う医療機関において、勤務する医療資格者が感染した際に労災給付の上乗せ補償を行う民間
保険に加入した場合に、保険料の一部を補助することにより、医療資格者の収入面の不安等を解消して離職防止等につ
なげ、新型コロナ対応医療機関の運営の安定を図る。

事業目的

新型コロナへの対応を行う医療機関において、勤務する医療資格者が感染した際に労災給付の上乗せ補償を行う民間
保険に加入した場合に、保険料の一部を補助する。

〔対象医療機関〕都道府県等の要請を受けて新型コロナへの対応を行う次の保険医療機関
① 重点医療機関、協力医療機関その他の都道府県が新型コロナ患者･疑い患者の入院受入れを割り当てた医療機関
② 帰国者･接触者外来、地域外来･検査センター、診療･検査医療機関（仮称）
③ 宿泊療養･自宅療養の新型コロナ患者に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する医療資格者

が勤務する医療機関（③の場合、補助対象は、当該フォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する医療資格者）

④ 地域外来･検査センターに出務する医療資格者が勤務する医療機関（④の場合、補助対象は、地域外来･検査センターに出務
する医療資格者）

※ 医療機関の事務の簡素化のため、国への補助金の申請や保険契約の申込等を委託することも可能。
〔対象者〕勤務する医療資格者
〔補助基準額〕年間の保険料の一部（2分の1）、1人あたり1,000円を上限
〔対象となる労災給付上乗せ補償保険〕

以下のアを満たす民間保険（ア及びイを満たすものを含む。）
※ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に、契約を締結し、契約の始期があるもの。

ア 休業補償：被用者が業務において新型コロナウイルス感染症に罹患して休業し、労働基準監督署の労災認定を
受けた場合に、労災給付の上乗せ補償を行う保険

イ 死亡補償又は障害補償：被用者が業務において新型コロナウイルス感染症に罹患して死亡し、又は障害が残り、
労働基準監督署の労災認定を受けた場合に、死亡補償金又は障害補償金を給付する保険

事業内容

（予算額：10億円）国による直接執行
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インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援

インフルエンザ流行期に備え、多数の発熱患者等が地域で適切に相談･診療･検査を受けられる体制を整備するため、
都道府県の指定に基づき専ら発熱患者等を対象とした外来体制をとる医療機関に対する支援を行うなど、発熱外来診療
体制の確保を図る。

事業目的

①インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業
都道府県の指定を受けた診療･検査医療機関（仮称）が発熱患者等専用の診察室を設けて発熱患者等を受け入れる

体制をとった場合に、外来診療･検査体制確保に要する費用を補助する。

事業内容

（予算額：2,170億円）

②インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業
受診･相談センターからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、地域の発熱患者等の土日祝日や夜間

の電話相談業務を行う医療機関（都道府県の指定）に対して、電話相談業務の実施に必要な経費を補助する。

③新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業（受診･相談センターの拡充）
急に症状が悪化して夜間･休日に受診可能な医療機関を探す発熱患者等が相談する医療機関に迷った場合の相談先

として、最寄りの適切な医療機関の案内や必要に応じて受診調整を行う受診･相談センターの設置に必要な経費を補
助する。

国による直接執行

国による直接執行

緊急包括支援交付金の増額
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相談した医療機関から
「診療・検査医療機関」
の案内を受けて、受診

<住民に対して周知すること>
発熱等の症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に、電話相談すること。
相談する医療機関に迷う場合には、「受診・相談センター」に相談すること。

＜都道府県等や地域の医療関係者で整備すること＞
発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、「診療・検査医療機関」とその対応時間等を、地域の
医療機関や「受診・相談センター」間で随時、情報共有しておくこと。
その上で、地域の医師会等とも協議・合意の上、「診療・検査医療機関」を公表する場合は、自治体のホームページ等でその医療機
関と対応可能時間等を公表する等、患者が円滑に医療機関に受診できるよう更なる方策を講じること。

発熱等の症状のある方の相談・受診の流れ

かかりつけ医等の地域で身近な医療機関
（自治体のHPで公表している「診療・検査医療機関（仮称）」
や、受診・相談センターの機能を有する医療機関を含む）

診療・検査
（その地域で身近な医療機関が

「診療・検査医療機関（仮称）」である場合）

相談した医療機関で診療・検査
可能であるか

受診・相談センター（仮称）
（旧帰国者・接触者相談センターや、

相談体制を整備している地域の医師会等）

案内された上で受診

相談する医療機関に迷う場合には、
「受診・相談センター」に電話相談する。発熱患者等

NO
YES

相
談

診
療
・
検
査 ※「診療・検査医療機関」は、検査（検体採取）を地域外来・検査センターに依頼することも可能

電話相談

「診療・検査医療機関（仮称）」
※地域の医療機関間で「診療・検査医療機関」の情報を

共有しておく。

（参考）

8
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インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業

インフルエンザ流行期に備えて、多数の発熱患者等が地域の医療機関において適切に診療･検査を受けられる体制を整
備することにより、感染症対策の強化を図る。

事業目的

都道府県の指定を受けた診療･検査医療機関(仮称)が、発熱患者等専用の診察室（時間的･空間的分離を行い、プレハ
ブ･簡易テント･駐車場等で診療する場合を含む）を設けて、発熱患者等を受け入れる体制をとった場合に、外来診療･検
査体制確保に要する費用を補助する。
〔補助基準額〕13,447円×（受入時間に応じた基準患者数－実際の発熱患者等の受診患者数）

・ 基準となる患者数は、1日あたり20人を上限として、体制確保時間に応じて設定。
・ 実際の受診患者が上記基準より少ない場合に、その人数に応じて補助金を交付。

※ 自院のかかりつけ患者や自院に相談のあった患者のみを受け入れる場合は、基準患者数の１日あたり上限は５人。
※ 実際には全く発熱患者等の受診を受け入れない場合は補助を減額。

※ 診療･検査医療機関(仮称)の指定期間中は、新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び新型コロナウイルス
感染症等情報把握･管理支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入力を行うこと。

（都道府県等や地域の医療関係者における診療体制の整備）
・ 発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、診療･検査医療機関(仮称)とその対応時間等を、地域

の医療機関や受診･相談センター間で随時、情報共有。
・ その上で､診療･検査医療機関(仮称)から公表可能と報告のあった医療機関について､地域の医師会等とも協議･合意の上､公表する場合

は､自治体のホームページ等でその医療機関と対応時間等を公表する等、患者が円滑に医療機関を受診できるよう更なる方策を講じる｡

事業内容

（予算額：2,068億円）国による直接執行

［体制確保時間７時間、実際の受診患者が5人の場合の例］
13,447円×（①基準患者数（20人）－②実際の受診患者数（5人））=約20.2万円/日

①受入時間に応じた
基準患者数

（１日当たり20人を上限）

②実際の受診患者数

体制確保料として補助

診療・検査医療機関（仮称）において
発熱患者等を受け入れる体制を確保

診療･検査医療機
関(仮称)は都道府
県が指定

体制確保時間
（1日あたり）の例

補助上限額
(1日あたり)

7時間 約26.9万円
4時間 約15.4万円
2時間 約7.7万円

※ 診療･検査医療機関(仮称)に国から必要な個人防護具を配布。 9
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インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業

インフルエンザ流行期に備えて、多数の発熱患者等が適切に相談を受けられる電話相談体制を整備することにより、
感染症対策の強化を図る。

事業目的

受診・相談センターからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、地域の発熱患者等の土日祝日や夜間の
電話相談業務を行う医療機関（都道府県の指定）に対して、電話相談業務に必要な経費を補助する。

※ 受診･相談センター1か所あたり、3医療機関までとすること。

〔補助基準額〕
100万円を上限として、電話相談業務に要する実費※を補助

※ 賃金、報酬、謝金、需用費（消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水料）､役務費（通信運搬費、手数料、保険料）、委託料、使用料及
び賃借料、備品購入費

〔住民への周知〕
都道府県は、医療機関名、相談を受け付ける電話番号、相談対応時間等について、自治体のホームページや機関紙

等に掲示する等により、住民に周知すること

〔相談対応〕
患者からの相談に対して、看護職員等が患者の症状や経過、感染者との接触歴、既往歴や持病の有無、かかりつけ

医の有無等を聞き取った上で、適切な医療機関と適切な受診タイミングを案内するとともに、家庭内での感染対策や
受診に当たっての留意事項等の指導を行える体制を整備していること。

事業内容

国による直接執行 （予算額：35億円）
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新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業
（受診・相談センターの拡充）

受診・相談センターなど新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口の設置について支援を行うことにより、公
衆衛生の向上を図る。

事業目的

受診・相談センターなど新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口を設置する。

〔実施者〕
都道府県、保健所設置市、特別区

〔対象施設〕
・ 「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」（令和２年２月１日厚生労働省医政局地域医療計

画課・健康局結核感染症課事務連絡）に基づき設置された帰国者・接触者相談センター
・ 「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４日厚生労働省新型コロナウイルス感

染症対策推進本部事務連絡）に基づき設置された受診・相談センター
・ これに準じて今般の新型コロナウイルス感染症に対応するために新たに設置した相談窓口

〔対象経費〕
賃金、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 等

事業内容

緊急包括支援交付金の増額 （予算額：52億円）
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インフルエンザ流行期に感染症疑い患者を受け入れる救急医療機関等の支援
(インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急･周産期･小児医療機関体制確保事業)

インフルエンザ流行期において発熱した救急患者等の増加が見込まれる中、発熱や咳等の症状を有している新型コロナ
ウイルス感染症が疑われる救急患者等（以下｢新型コロナ疑い患者｣という）の診療を行う救急･周産期･小児医療機関の感
染拡大防止対策等に要する費用を補助することにより、インフルエンザ流行期に備えた医療提供体制の確保を図る。

事業目的

インフルエンザ流行期に備え、都道府県の登録に基づき発熱した救急患者等の新型コロナ疑い患者を受け入れて診療を
行う救急･周産期･小児医療機関に対する支援を行う。

〔対象医療機関〕
新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された救急医療･周産期医療･小児医療のいずれかを担

う保険医療機関
※ 救命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、

小児地域支援病院等
※ 都道府県が作成する「新型コロナウイルス感染症疑い患者を診療する医療機関」のリストに記載され、都道府県内の患者受入れを調整する機

能を有する組織･部門及び消防機関にリストが共有されており、救急隊から新型コロナ疑い患者の受入れ要請があった場合には、一時的にでも
当該患者を受け入れること。ただし、受入れ患者の入院加療が必要と判断された場合、受入れ医療機関の空床状況等から、必ずしも当該医療機
関への入院を求めるものではなく、他院への転院搬送を行っても構わない。

※ 新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び新型コロナウイルス感染症等情報把握･管理
支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入力を行うこと。

〔補助基準額〕以下の額を上限として実費を補助
・ 許可病床199床以下 1,000万円
・ 許可病床200床ごとに 200万円を追加
・ 新型コロナ患者入院受入割当医療機関※の場合は上限額に1,000万円を追加

※ 重点医療機関、協力医療機関その他の都道府県が新型コロナ患者･疑い患者の入院受入れを割り当てた医療機関

〔対象経費〕令和2年9月15日から令和3年3月31日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(従前か
ら勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)

事業内容

（予算額：682億円）国による直接執行

12
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福祉医療機構の優遇融資の拡充 （貸付限度額、無利子枠、無担保枠の拡充）

(1)通常融資 (2)現行の優遇融資 (3)更なる拡充 ※一定以上の減収が生じている施設のみ
（(3)の対象とならない施設は、現行と同じ(2)）

対象 ・事業の継続に支障 ・新型コロナ等により事業の継続に支障 〇 令和２年２月以降、前年同月と比較し、医業収入が30％以
上減少した月が１月以上ある施設

貸付限度額 ・病院 貸付対象外
・老健 1000万円
・診療所 300万円

・｢病院7.2億円、老健1億円、診療所4,000万円｣又は｢当該医
療機関等の前年同月からの減収の12か月分｣の高い方

・「病院 10 億円、老健1億円、診療所5,000万円」又は｢当該医療
機関等の前年同月からの減収の12か月分｣の高い方

無利子枠 －
（利子あり 0.802%）

当初5年間
① コロナ対応を行う医療機関
・｢病院1億円、診療所4,000万円｣又は｢当該医療機関の前
年同月からの減収の2か月分｣の高い方

② 政策医療を担う医療機関
・｢病院1億円、診療所4,000万円｣又は｢当該医療機関の前
年同月からの減収の1か月分｣の高い方
※ 都道府県の医療計画に記載されている医療機関、在
宅医療を実施している医療機関等

③ ①・②以外の施設
・病院、老健：1億円まで無利子
・診療所：4,000万円まで無利子

6年目以降0.2％

当初5年間
① コロナ対応を行う医療機関
・｢病院2億円、診療所5,000万円｣又は｢当該医療機関の前年
同月からの減収の2か月分｣の高い方

② 政策医療を担う医療機関
・｢病院2億円、診療所5,000万円｣又は｢当該医療機関の前年
同月からの減収の1か月分｣の高い方
※ 都道府県の医療計画に記載されている医療機関、在宅医
療を実施している医療機関等

③ ①・②以外の施設
・病院：2億円まで無利子
・診療所：5,000万円まで無利子

6年目以降0.2％

無担保枠 －
（担保あり）

※利子あり 0.802%

① コロナ対応を行う医療機関
・｢病院3億円、診療所4,000万円｣又は｢当該医療機関の前
年同月からの減収の6か月分｣の高い方

② 政策医療を担う医療機関
・｢病院3億円、診療所4,000万円｣又は｢当該医療機関の前
年同月からの減収の3か月分｣の高い方

③ ①・②以外の施設
・病院：3億円、老健：1億円、診療所：4,000万円

① コロナ対応を行う医療機関
・｢病院6億円、診療所5,000万円｣又は｢当該医療機関の前年
同月からの減収の6か月分｣の高い方

② 政策医療を担う医療機関
・｢病院6億円、診療所5,000万円｣又は｢当該医療機関の前年
同月からの減収の3か月分｣の高い方

③ ①・②以外の施設
・病院：6億円、診療所：5,000万円

償還期間
（据置期間）

・3年（据置6か月） ・15年（据置5年） ・15年（据置5年）

※ 利率は9/1時点のもの 13
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(独)福祉医療機構(WAM)及び地域経済活性化支援機構(REVIC)の連携に
よる病院等経営支援

地域経済活性化
支援機構
（REVIC）

福祉医療機構
（WAM）

・地域経済の活性化
・事業再生支援
・ファンドの組成・運営
・専門家派遣
・債権者調整

・医療施設等への貸付
・医療施設等への経営指導
・福祉保健医療情報の提供 等

連携協定

＜WAMとREVICの連携について＞
⮚ 経営状況が厳しくなっている医療機関や福祉施設等に対して、 WAM及びREVIC双方が
連携・協力しながら、金融支援や経営支援を行うことを通じて、医療提供体制、福祉サービ
スの提供体制の維持・強化に向けた取組みを支援する。

WAM及びREVICの持つ機能を活かし、連携して支援に注力する。

地域医療体制、福祉サービスの提供体制の維持・強化に向けた支援

14
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必要な受診や健診・予防接種を呼びかける広報

15

新型コロナウイルス感染症への心配から受診や健診・予防接種を控え、健康への悪影響が懸念される状況を踏まえ、医療機関に
おける感染防止の取組を周知するとともに、かかりつけ医・自治体に相談して、必要な受診や健診・予防接種を行うよう呼びかけ。

① 医療機関における感染防止対策の周知
・ 日本医師会や日本歯科医師会の「みんなで安心マーク」
により、医療機関の感染防止の取組への理解を促進。

② 患者への受診促進等の呼びかけ
・ 政府広報（テレビ・新聞・インターネット等）により、医療機関の感染
防止の取組を周知し、必要な受診や健診･予防接種を行うよう呼びかけ。
（詳しくは、｢上手な医療のかかり方｣のホームページを参照）

③ 健診や予防接種の促進の広報
・ 健診や予防接種の促進を図るため、厚生労働省ホームページに
リーフレットを掲載し、地方自治体を通じて広報を実施。

https://kakarikata.mhlw.go.jp/
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二次補正予算（令和２年６月１２日成立）における医療機関支援の概要

○ 新型コロナ感染症の事態長期化・次なる流行の波に対応するため、新型コロナ対応を行う医療機関に対する支援と併せて、そ
の他の医療機関に対する支援を実施

①新型コロナ緊急包括支援交付金の創設（国費1490億円)

・ 診療報酬では対応が困難な、空床確保、宿泊療養の
体制整備、応援医師等派遣などを支援

②診療報酬の特例的な対応 （一次補正とは別途の措置）

・ 重症の新型コロナ患者への一定の診療の評価を2倍
に引き上げ

・ 医療従事者に危険手当が支給されることを念頭に、
人員配置に応じて診療報酬を引き上げ

・ 一般の医療機関でも、新型コロナ疑い患者に感染予
防策を講じた上で診療を行った場合に特例的な評価

等

③マスク、ガウン、フェイスシールド、消毒用エタノール等
の確保、医療機関への配布、人工呼吸器の輸入･国内
増産による確保

④福祉医療機構の優遇融資の拡充

・ 償還期間の更なる延長（10年→15年）

（予備費（第二弾）で措置）
・ 貸付限度額の引上げ （病院：貸付対象外→7.2億円、診
療所300万円→4000万円）

・ 無利子・無担保融資の創設 （利子・担保あり→無利子
枠：病院1億円、診療所4000万円、無担保枠：病院3億円、診

療所4000万円） 等

①新型コロナ緊急包括支援交付金の増額及び対象拡大 （全額国費により措置） 16,279億円

・既存の事業メニューについて、事態長期化・次なる流行の波への対応として増額 3,000億円
※ このほか、一次補正の都道府県負担分（1,490億円）を国費で措置

・ 新規の事業メニューとして、以下の事業を追加 11,788億円

① 重点医療機関（新型コロナ患者専用の病院や病棟を設定する医療機関）の病床確保等

② 患者と接する医療従事者等への慰労金の支給

③ 新型コロナ疑い患者受入れのための救急･周産期･小児医療機関の院内感染防止対策

④ 医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援

②診療報酬の特例的な対応 （二次補正とは別途の措置）

・ 重症･中等症の新型コロナ患者への診療の評価の見直し（３倍に引き上げ）

・ 重症･中等症の新型コロナ患者の範囲の見直し（医学的な見地から引続き管理が必要な者を追加）等

③マスク､ガウン､フェイスシールド、手袋等の確保、医療機関等への配布 4,379億円
※ この他、新型コロナウイルス感染症対策予備費により1,680億円を措置

④PCR等の検査体制のさらなる強化

・ 地域外来・検査センターの設置、研修推進、ＰＣＲ・抗原検査の実施 366億円

・ PCR検査機器の整備、相談センターの強化 〔新型コロナ緊急包括支援交付金の内数〕

・ 検査試薬・検査キットの確保 179億円

・ 抗体検査による感染の実態把握 14億円 等

⑤福祉医療機構の優遇融資の拡充等 貸付原資として1.27兆円を財政融資

・ 貸付限度額の引上げ

・ 無利子・無担保融資の拡大

・ 6月の資金繰り対策としての診療報酬の概算前払い

一次補正での対応 → 医療提供体制整備等の緊急対策 二次補正での対応 → 事態長期化・次なる流行の波への対応

（参考）

16
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1検査拠点における1日当たりの
必要PPE数の考え方

※PPE必要量の計算要素の一例として送付するものです。
（内容については、関連学会等にご相談しています。）
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次のインフルエンザ流行に備えた医療機関の診療体制・検査の想定パターン

1

ドライブスルー型：
医療機関の駐車場において患者が自家用車等に乗った状態で診療・検査を行う。
野外（テント）型：
駐車場等の医療機関の敷地内で診療・検査を行う。必要に応じてプレハブや簡易テントを設置して行う。
時間分離型：
診察時間のうちの一部の時間帯を発熱等疑い患者の診察時間と設定する。
輪番制：
地域の複数の診療所で輪番制を組んで、曜日単位等で発熱患者等の診察をする医療機関を設定する。

診療・検査体制のパターン

ひとつの診療所内で
時間分離

AM

PM

発熱以外の患者

発熱患者

複数の診療所で
輪番制

日

月
火水

木

金土

野外（テント）型

地域外来・検査センター

車の中で診療（ドライブ
スルー）型

地域の診療所の敷地内や駐車場
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各体制における必要PPE数の考え方：ドライブスルー型

【ドライブスルー型】

○1日検体： 20件/時間×2時間、1時間休憩（患者40人）
○医師1名、看護師（検体採取補助者+問診）2名、誘導員・受付4名、現場マネージャー1名と仮定。
○医師、看護師の手袋は患者ごとに交換。
○マスク、ガウンは患者に触れたり、飛沫を浴びた可能性がない限り同一のものを使い、交換頻度は１日に
２枚（休憩時に交換）、フェイスシールドは消毒で再利用可能なため、２日に１枚。
○誘導員・受付はサージカルマスク、フェイスシールド、手袋を使用し、現場マネージャーはサージカルマスクと手
袋を使用する。交換頻度は１日に２枚（休憩時に交換） 、フェイスシールドは消毒で再利用可能なため、
２日に１枚。

１日１カ所あたりのPPE数（40人/３時間）

人数 サージカルマスク ガウン フェイスシールド
手袋
(ペア)

医師 １ ２ ２ 0.5 40

看護師等
（検体採取補助者1名＋
問診1名）

２ ４ ４ １ 80

誘導員・受付 ４ ８ ０ ２ ８

現場マネージャー １ ２ ０ ０ ２

1日の合計 16 ６ 3.5 130

2
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各体制における必要PPE数の考え方：テント型

人数 サージカルマスク ガウン フェイスシールド
手袋
(ペア)

医師 ２ ２ ２ １ 45

看護師等
（検体採取補助者2名＋
問診2名＋フリー1名）

５ ５ ５ 2.5 135

誘導員・受付 ４ ４ ０ ２ ４

現場マネージャー １ １ ０ ０ １

1日の合計 12 ７ 5.5 185

１日１カ所あたりのPPE数（45人/３時間）

【テント型】

○1日検体： 15件/時間×３時間（患者45人）
○医師２名、看護師（検体採取補助者+問診）５名、誘導員・受付4名、現場マネージャー1名と仮定。
○医師、看護師の手袋は検体ごとに交換。
※検体採取補助者・問診看護師は1列に張り付き（2列で45人を手分けする）。
残りのフリー看護師1名は45人全ての患者と接するとして、患者1名に対し手袋1ペア交換すると仮定。

○マスク、ガウンは患者に触れたり、飛沫を浴びた可能性がない限り同一のものを使い、交換頻度は１日に１枚、
フェイスシールドは消毒で再利用可能なため、２日に１枚。
○誘導員・受付はサージカルマスク、フェイスシールド、手袋を使用し、現場マネージャーはサージカルマスクと
手袋を使用する。交換頻度は１日に１枚、フェイスシールドは消毒で再利用可能なため、２日に１枚。

3
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各体制における必要PPE数の考え方：時間分離型

【医療機関内で時間分離】

○1日１医療機関あたりの検査件数：６件/時間×２時間（患者12人）
○医師1名、看護師２名、事務員等３名と仮定。
○医師、看護師については、
・サージカルマスク、ガウン：１日に１枚
・手袋：患者１人あたり１枚
・フェイスシールド：消毒で再利用可能なため、２日に１枚

○事務員等については、サージカルマスク、手袋を１日に１枚使用。
受付にアクリル板などの設置が見込まれるため、フェイスシールドは使用しない。

人数 サージカルマスク ガウン フェイスシールド
手袋
(ペア)

医師 １ １ １ 0.5 12

看護師等 ２ ２ ２ １ 24

事務員等 ３ ３ ０ ０ ３

1日の合計 ６ ３ 1.5 39

１日１カ所あたりのPPE数（12人/２時間）

4
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各体制における必要PPE数の考え方：輪番制

【複数の医療機関で輪番制】

○1日１医療機関あたりの検査件数：６件/時間×６時間（患者36人）
○医師1名、看護師２名、事務員等３名と仮定。
○医師、看護師については、
・サージカルマスク、ガウン：１日に２枚（昼に交換）
・手袋：患者１人あたり１枚
・フェイスシールド：消毒で再利用可能なため、２日に１枚

○事務員等については、サージカルマスク、手袋を１日に２枚（昼に交換）
受付にアクリル板などの設置が見込まれるため、フェイスシールドは使用しない。

人数 サージカルマスク ガウン フェイスシールド
手袋
(ペア)

医師 １ ２ ２ 0.5 36

看護師等 ２ ４ ４ １ 72

事務員等 ３ ６ ０ ０ ６

1日の合計 12 ６ 1.5 114

１日１カ所あたりのPPE数（36人/６時間）

5
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会社名 担当者 電話番号 対象医療機関・地域 検体回収曜日 回収容器 結果報告 備考

株式会社四国中検 中井さん 665-3125

徳島市、鳴門市、小松島市、

板野郡、石井町

また阿南市、阿波市、吉野川

市は一部対応していない地域

がある

月曜～金曜で前日ま

でに予約が必要

スピッツ、ボックス等は事

前に配布（料金は検査料に

含まれ特別には徴収してい

ない）

陰性は翌日9時頃Ｆ

ＡＸ、陽性の場合は

昼頃ＦＡＸ

検査はＢＭＬに委託、検体数には

上限なし、現在40施設と契約

株式会社ＳＰＥＣ

（スペック）

敏鎌（とがま）

さん（検査担当

は菅原さん）

666-3339

できるだけ全県下を対象とす

るつもりだが、地域によって

は翌日の回収やゆうパックを

お願いすることもあり得る。

月曜～土曜（午前中

に電話、13時以降

に回収）

輸送セットを配布（回収分

は、検査料に含む）、ゆう

パック分の容器料金は、10

本入り3,000円、5本入り

2,500円、2本入り2,000円で

販売

翌日午前中に電話
１日１８０検体可能、現在病院を

中心に１０施設と契約

株式会社ビー・エ

ム・エル

平松さん、宝田

（ほうだ）さん
637-1231

海部郡、神山町、佐那河内村

以外は基本的に回収する予定

であるが、対応できない場合

もあり、ご相談いただきた

い。海部郡はゆうパックでの

郵送、持ち込みをお願いして

いる。

月曜～金曜

スピッツ（唾液50円、鼻咽

頭400円）スワブ50円を購

入していただいている。二

重ジッパー付き袋2000～

3000円、発泡スチロールも

販売しているが医療機関独

自に購入した方が安価

翌日午前中に電話

（翌日が祝日の場合

は翌々日）

現在30～40施設と契約

検体数に上限はない

株式会社エスアール

エル
大塚さん 656-8990

取引のある病院のみ、診療所

は対象としていない
月曜～金曜 翌日の夜ＦＡＸ

全国で1日5000件実施、回収用容

器販売している

株式会社ファルコバ

イオシステムズ

内田さん、稲垣

さん
699-3048 県下全体

月曜～土曜日

当日午前中までに連

絡

容器50円、不活化容器260

円は医療機関負担

陰性なら翌日17時、

陽性なら19時にＦＡ

Ｘ

これまで鼻腔のＴＭＡ法(鼻腔検

体）を勧めていたが、不活化容器

ができたため、唾液の回収ができ

るようになるとのこと

新型コロナウイルス感染症検査の民間検査会社対応状況

参考資料５
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2020年10月2日 

各 位 

デンカ株式会社 

当社の新型コロナウイルス抗原迅速診断キットの検体採取範囲拡大・検体共用化 

～新型コロナウイルスとインフルエンザウイルス等抗原検査の負担を軽減～ 

 
デンカ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山本 学）は、医療従事者の感染リスク低減およ

び受診者の負担軽減のため、「クイックナビ™－COVID19 Ag」において10月2日付けで検体種を追加する

製造販売承認事項一部変更承認を厚生労働省より受けました。 

 

今回の承認により、「クイックナビ™－COVID19 Ag」において、従来の鼻咽頭ぬぐい液（鼻の奥で採取し

た検体）に加えて、鼻腔ぬぐい液（鼻孔から2cm 程度スワブを挿入して採取した検体）による検査も可能と  

なりました。さらに、医療従事者の管理下のもと受診者による検体採取が可能となりました。これにより、

医療従事者の感染リスクが低減され、受診者の負担も軽減されます。 

 

また、インフルエンザなどの流行に備え、一度の検体採取で本品とインフルエンザ (*1)抗原迅速診断キッ

ト「クイックナビ™－Flu2」やRS(*2)ウイルス抗原迅速診断キット「クイックナビ™－RSV2」を同時に検査

することが可能となりました。 

 

当社では抗原検査のさらなる普及に向け、検査感度の向上、判定時間の短縮など「クイックナビ™－

COVID19 Ag」の性能や利便性を高めると共に、インフルエンザウイルスと新型コロナウイルスを同時検出

するコンビキットの開発など、より使いやすい検査キットの提供を目指してまいります。 

 

一般社団法人日本感染症学会から出された提言（*3）では、インフルエンザと COVID-19 の同時流行が 

懸念され、早期診断と早期治療の必要性に加えてインフルエンザワクチン接種が強く推奨されています。 

当社はインフルエンザワクチンならびに各種ウイルス抗原迅速診断キット（「クイックナビ™」シリーズ）を

製造・販売する国内唯一のメーカーとして、予防と診断の両面から感染拡大防止に取り組んでいます。     

当社は感染症への対策を社会的責務と捉え、今後も関係官庁や公的機関、国内外の研究機関の協力と支援

のもと、様々な角度から研究開発を進め、医療現場のニーズに応えるべく予防・検査体制の拡充に貢献する

ことで人々のQOL向上に寄与いたします。 

以 上 

１．操作方法・判定例 
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２．2020年度連結業績への影響 

本件により当社2020年度連結業績に今後大きな影響が見込まれる場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

(*1）インフルエンザウイルス 

 38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。併

せて普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状も見られます。お子様ではまれに急性脳症

を、御高齢の方や免疫力の低下している方では二次性の肺炎を伴う等、重症になることがあります。 

（出典：厚生労働省 「令和元年度インフルエンザQ&A」 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html） 

 

(*2) RSウイルス 

  乳幼児の呼吸器感染症の中で頻度の高い原因ウイルスです。RSウイルスによる感染症は、通常冬季に流

行しますが、近年は夏から流行が始まり冬季以外にも流行がみられます。生後 1 歳までに半数以上、２歳

までにほぼ１００%が初感染を受け、下気道感染症（細気管支炎、肺炎など）により重篤な呼吸障害を起こ

すこともあるため、乳幼児の感染には注意が必要です。 

（出典：日本小児感染症学会 編 日常診療に役立つ小児感染症マニュアル） 

 

 (*3) 一般社団法人日本感染症学会 提言「今冬のインフルエンザとCOVID-19に備えて」 

 http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/2008_teigen_influenza_covid19.pdf 

 

【ご参考：本件に関連する過去プレスリリース（当社ホームページ）】 

・2020年8月11日 「新型コロナウイルス抗原迅速診断キットの国内製造販売承認を取得 

～「クイックナビ™ -COVID19 Ag」として8月13日から医療機関へ販売開始～」 

https://www.denka.co.jp/storage/news/pdf/758/20200811_denka_quicknavi_covid19ag.pdf 

・2019年10月15日 「ＲＳウイルス診断キット「クイックナビ™－ＲＳＶ２」新発売のお知らせ」 

https://www.denka.co.jp/storage/news/pdf/656/20191016_denka_seiken_new_quicknavi_rsv2.pdf 

 ・2017年7月24日「インフルエンザウイルスキット『クイックナビ™－Ｆｌｕ２』新発売のお知らせ」 

https://www.denka.co.jp/storage/news/pdf/478/20170724_quicknaviflu2.pdf 

 

【報道関係者からのお問い合わせ先】 

コーポレートコミュニケーション部   電話：０３－５２９０－５５１１ 

【医療関係者からのお問い合わせ先】 

ライフイノベーション部門 ワクチン・診断薬事業本部 試薬学術部 電話：０３－６２１４－３２３５ 
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2020 年 10 月 2 日 

 

各位 

会 社 名 H.U.グループホールディングス株式会社 
代 表 者 名 代 表 執 行 役 社 長  竹 内  成 和 
コード番号 4 5 4 4 東証第 1 部 

 
新型コロナウイルス抗原検査における検体種別追加承認について 

 

当社の連結子会社である富士レビオ株式会社（代表取締役社長：藤田 健、本社：東京都新宿区、以下

「富士レビオ」）が製造販売する新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の高感度抗原検査試薬（製品名：

ルミパルス® SARS-CoV-2 Ag）および迅速抗原検査キット（製品名：エスプライン® SARS-CoV-2）にお

いて、検体種別に鼻腔拭い液を追加することが、2020 年 10 月 2 日に厚生労働省より承認されましたの

でお知らせいたします。 

エスプライン SARS-CoV-2 は 2020 年 5 月 13 日、ルミパルス SARS-CoV-2 Ag は 2020 年 6 月 19 日に

製造販売承認を取得し、全国の医療機関等でご採用いただいております。 

この度、検体種別に追加された鼻腔拭い液は、医療従事者の管理下において患者さまご自身が採取する

ことができ、医療従事者の感染リスクが低いことから感染防護対策もサージカルマスク、手袋で足りる

とされています※1。検体採取における業務負荷も軽減され、また季節性インフルエンザの流行期を今後

迎えることから、診療所等における発熱患者さまへの検査に貢献できるものと考えております。 

本件による 2021 年 3 月期の当社連結業績への影響は精査中です。当社グループでは、今後も新型コロ

ナウイルスに対する検査技術の向上に貢献してまいります。 

 
※1 第 47 回厚生科学審議会感染症部会 参考資料 2 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の

指針」参照 

以上 

 

【参考：高感度抗原検査および迅速抗原検査の検体種別※1】 

検査の対象者 
高感度（定量）抗原検査 迅速（定性）抗原検査 

鼻咽頭 鼻腔 唾液 鼻咽頭 鼻腔 唾液 

有症状者 

（症状消退者含

む） 

発症から 

9 日目以内 
〇 〇 〇 〇※2 〇※2 × 

発症から 

10 日目以降 
〇 〇 －※4 △※3 △※3 × 

無症状者 〇 －※4 〇 －※4 －※4 × 

※1  第 47 回厚生科学審議会感染症部会 参考資料 2 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検
査の指針」参照 

※2 発症 2 日目から 9 日目以内の有症状者の確定診断に用いられる 

※3 使用可能だが、陰性の場合は鼻咽頭 PCR 検査を行う必要あり 

※4 推奨されない 
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【参考：製品情報】 

製品名 ルミパルス SARS-CoV-2 Ag エスプライン SARS-CoV-2 

製造販売承認 

取得日 
2020 年 6 月 19 日 2020 年 5 月 13 日 

対象機器 
ルミパルス G600Ⅱ 

ルミパルス G1200 
機器不要 

検査時間 約 30 分 
30 分以内 

陽性判定：約 10～30 分、陰性判定：30 分 

製品イメージ 

  

 

 

 

【本件に関してのお問い合わせ先】 

  ＜医療機関の方＞ 

   富士レビオ株式会社 コールセンター TEL：0120-292-832（平日：8 時～20 時） 

＜メディア関連の方＞ 

 コーポレートコミュニケーション部 広報課   TEL：03-6279-0884 e-mail：pr@hugp.com 

＜投資家・アナリストの方＞ 

 コーポレートコミュニケーション部 IR/SR 課  TEL：03-5909-3337 e-mail：ir@hugp.com 
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 院内には直接入らず、必ず一度お電話をお
願いします。

発熱・咳などの症状が

ある方へのお願い

 院内では必ずマスクを鼻と口を覆うように着用し、
手指消毒をしてください。

医療機関名

新型コロナウイルスやインフルエンザなどの検査を行うかどうかは、
医師が判断します。検査については，他の機関を紹介する場合がありま
すので、あらかじめ御了承ください。

車で待機していただくか、改めて時間を決
めて来院していただく場合がありますので、
御了承ください。

当院連絡先

手指消毒

電話の後、院内で診療を受ける場合

参考資料７
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院内には直接入らず、必ず一度お電話をお願い
します。

発熱・咳などの

症状がある方へのお願い

必ずマスクを鼻と口を覆うように着用し、
手指消毒をしてください。

医療機関名

 新型コロナウイルスやインフルエンザなどの検査を
行うかどうかは、医師が判断します。検査については，他
の機関を紹介する場合がありますので、あらかじめ御了
承ください。

 車で待機していただくか、改めて時間を決めて来院し
ていただく場合がありますので、御了承ください。

当院連絡先

★電話の後、院内で診療を受ける場合は

！
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行政検査協力医療機関一覧(保健所別）

ＰＣＲ検
査（だ
液）

ＰＣＲ検
査（鼻咽頭ぬぐ

い液）

抗原検査
（簡易キット・
鼻咽頭ぬぐい

液）
1 今井耳鼻咽喉科 770-0026 徳島市佐古六番町７－６ 088-653-5808 ○ ○ ○ 徳島

2 徳島健生病院 770-8547 徳島市下助任町４丁目９－１ 088-622-7771 ○ 徳島

3 メイプルクリニック高橋産婦人科 770-0868 徳島市福島２丁目２－８ 088-652-7077 ○ 徳島

4 橋本内科 770-8003 徳島市津田本町４丁目３－７４－１ 088-663-1177 ○ ○ ○ 徳島

5 小倉診療所 770-0042 徳島市蔵本町２丁目２７ 088-632-1151 ○ 徳島

6 こかわ医院 770-0831 徳島市寺島本町西１丁目１５ 088-622-2125 ○ 徳島

7 芦田内科 779-3122 徳島市国府町府中８０２－１ 088-642-1481 ○ 徳島

8 吉村内科小児科 770-8052 徳島市沖浜２丁目１ 088-626-3002 ○ 徳島

9 豊田内科 770-0861 徳島市住吉２丁目２－３５ 088-654-5217 ○ 徳島

10 天満病院 770-0042 徳島市蔵本町１丁目５－１ 088-632-1520 ○ 徳島

11 いしたに耳鼻咽喉科クリニック 770-0006 徳島市北矢三町３丁目２－５３ 088-633-8741 ○ ○ ○ 徳島

12 大櫛内科循環器科 770-0832 徳島市寺島本町東３丁目１０ 088-652-9056 ○ 徳島

13 松永病院 770-0045 徳島市南庄町４丁目６３－１ 088-632-3328 ○ ○ ○ 徳島

14 加藤整形外科クリニック 770-0932 徳島市仲之町３丁目３８－２ 088-622-7672 ○ 徳島

15 米田内科クリニック 770-8082 徳島市八万町川南５６－１ 088-668-8511 ○ ○ ○ 徳島

16 協立病院 770-8078 徳島市八万町橋本９２－１ 088-668-1070 ○ ○ ○ 徳島

17 イツモスマイルクリニック 770-0022 徳島市佐古二番町５－１１ 088-679-1111 ○ ○ ○ 徳島

18 北川内科胃腸科 770-0861 徳島市住吉４丁目５－１ 088-655-2005 ○ 徳島

19 関内科消化器科 770-0932 徳島市仲之町４丁目５ 088-652-8739 ○ 徳島

20 松田内科 770-0005 徳島市南矢三町３丁目１－３５ 088-631-8212 ○ 徳島

21 おおた在宅クリニック 770-0802 徳島市吉野本町６－４２ 088-656-3001 ○ ○ ○ 徳島

22 方上クリニック 770-8033 徳島市方上町ハリウ８－３ 088-669-3603 ○ 徳島

23 島田内科 771-0137 徳島市川内町平石若宮１１５ 088-665-1100 ○ ○ ○ 徳島

24 湯浅医院 770-0044 徳島市庄町５丁目５４ 088-633-6340 ○ 徳島

25 末広ひなたクリニック 770-0866 徳島市末広２丁目１－１１１ 088-624-8660 ○ ○ ○ 徳島

26 ひなたクリニック 771-1151 徳島市応神町古川字戎子野８１－４ 088-678-5461 ○ ○ ○ 徳島

27 岡部内科クリニック 771-0130 徳島市川内町加賀須野４３７－３ 088-665-6008 ○ ○ ○ 徳島

28 みなとクリニック 770-8003 徳島市津田本町１丁目１－２６ 088-663-3710 ○ ○ ○ 徳島

29 三木眼科 770-0833 徳島市一番町１丁目７ 088-653-2506 ○ 徳島

30 城南公園内科 770-8064 徳島市城南町３丁目５－２２ 088-656-6661 ○ ○ ○ 徳島

31 吉田外科医院 770-0034 徳島市南佐古四番町２－３１ 088-652-8685 ○ 徳島

32 田中医院 770-0052 徳島市中島田町２丁目６－３ 088-631-7373 ○ ○ ○ 徳島

33 中瀬医院 770-0937 徳島市富田橋１丁目１１－２ 088-623-3758 ○ 徳島

34 鈴江病院 770-0028 徳島市佐古八番町４－２２ 088-652-3121 ○ 徳島

35 三木内科 779-3124 徳島市国府町中１０５ 088-642-1024 ○ 徳島

36 新浜医院 770-8007 徳島市新浜本町2丁目3-8 088-662-5577 ○ 徳島

37 片岡内科消化器クリニック 770-0025 徳島市佐古五番町１１－１７ 088-611-1251 ○ ○ ○ 徳島

38 川島病院 770-8548 徳島市北佐古一番町1-39 088-631-0110 ○ 徳島

39 高杉内科外科小児科脳外科 779-3112 徳島市国府町芝原字天満２５－１ 088-642-7474 ○ 徳島

40 愛育小児科 779-3114 徳島市国府町桜間字登々路８－１ 088-643-1205 ○ ○ ○ 徳島

41 福永医院 770-0033 徳島市南佐古三番町９－３ 088-652-7717 ○ ○ ○ 徳島

42 宮内クリニック 770-0047 徳島市名東町２丁目６６０－１ 088-633-5535 ○ 徳島

43 橋口内科クリニック 770-0937 徳島市富田橋１丁目３０ 088-624-1001 ○ 徳島

44 中瀬病院 771-1151 徳島市応神町古川字戎子野９７－１ 088-665-0819 ○ 徳島

45 たまき青空病院 779-3125 徳島市国府町早淵字北カシヤ５６－１ 088-642-5050 ○ ○ ○ 徳島

46 真鍋医院 770-0805 徳島市下助任町３丁目１２－１ 088-652-9686 ○ 徳島

47 幸地内科小児科 770-0942 徳島市昭和町４丁目２３－１ 088-626-0333 ○ 徳島

48 ひろクリニック 770-8076 徳島市八万町内浜１５－６ 088-667-1600 ○ ○ ○ 徳島

49 武村クリニック 770-0871 徳島市金沢１丁目８４－５ 088-624-8800 ○ ○ 徳島

50 たかはし内科 779-3123 徳島市国府町観音寺２２７－１ 088-643-0122 ○ ○ ○ 徳島

51 徳島平成病院 770-0926 徳島市伊賀町３丁目１９－２ 088-623-8611 ○ ○ ○ 徳島

52 冨田内科胃腸科クリニック 770-0004 徳島市南田宮１丁目３－５０ 088-631-6711 ○ 徳島

53 国府クリニック 779-3122 徳島市国府町府中字古池１２－６ 088-642-5920 ○ ○ ○ 徳島

54 みどり内科クリニック 770-0006 徳島市北矢三町３丁目３ 088-634-1277 ○ 徳島

55 宇都宮皮膚泌尿器科 770-0802 徳島市吉野本町１丁目１１ 088-653-8558 ○ ○ 徳島

56 文化の森内科 770-8079 徳島市八万町大坪１８０ 088-668-1377 ○ ○ ○ 徳島

57 原田医院 770-0808 徳島市南前川町４丁目４８ 088-652-3366 ○ 徳島

58 林内科 770-0943 徳島市中昭和町２丁目９４ 088-626-0003 ○ 徳島

59 津田クリニック 770-8003 徳島市津田本町４丁目２－８７ 088-612-8668 ○ 徳島

60 林病院 770-8012 徳島市大原町千代ヶ丸山30-20 088-663-1188 ○ 徳島

61 文慶記念内科 779-3124 徳島市国府町中４９５ 088-642-8666 ○ 徳島

62 斎藤皮膚泌尿器科 770-0844 徳島市中通町２丁目１１ 088-652-3790 ○ 徳島

63 徳島クリニック 770-0942 徳島市昭和町１丁目１６ 088-653-6487 ○ ○ 徳島

64 伊月病院 770-0852 徳島市徳島町２丁目５４ 088-622-1117 ○ 徳島

65 多田医院 770-0805 徳島市下助任町４丁目１７－３ 088-622-5225 ○ 徳島

66 三好内科 770-0804 徳島市中吉野町２丁目３９ 088-623-0207 ○ ○ ○ 徳島

67 もりの医院 770-0942 徳島市昭和町２丁目７１ 088-625-1488 ○ 徳島

68 清水耳鼻咽喉科医院 770-0024 徳島市佐古四番町６－１８ 088-654-3813 ○ ○ 徳島

69 日比野病院 770-0832 徳島市寺島本町東２丁目１４ 088-654-5505 ○ ○ ○ 徳島

70 伊月健診クリニック 770-0911 徳島市東船場町１丁目８ 088-653-2315 ○ ○ ○ 徳島

71 田山チャイルドクリニック 770-0006 徳島市北矢三町３丁目３－４１ 088-633-2055 ○ ○ ○ 徳島

72 助任診療所 770-0816 徳島市助任本町３丁目２０ 088-622-8070 ○ ○ 徳島

73 じぞうばし内科外科 770-8024 徳島市西須賀町下中須１３－２ 088-669-2121 ○ ○ ○ 徳島

74 亀井病院 770-8070 徳島市八万町寺山２３１ 088-668-1177 ○ 徳島

75 金沢クリニック 770-0871 徳島市金沢２丁目２－５５ 088-664-6644 ○ ○ 徳島

76 徳島往診クリニック 770-8070 徳島市八万町新貝５６－２８ 088-668-7318 ○ ○ ○ 徳島

77 地方職員共済組合徳島県支部直営診療所 770-8570 徳島市万代町１丁目１ 088-621-3202 ○ 徳島

78 日下医院 771-0115 徳島市川内町宮島浜１０４ 088-665-0351 ○ ○ ○ 徳島

79 木下病院 770-0865 徳島市南末広町４－７０ 088-622-7700 ○ ○ 徳島

80 博愛記念病院 770-8023 徳島市勝占町惣田９ 088-669-2166 ○ ○ ○
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81 かさまつ在宅クリニック 770-0932 徳島市仲之町２丁目８－２ 088-679-6393 ○ 徳島

82 近藤内科病院 770-8008 徳島市西新浜町１丁目６－２５ 088-663-0020 ○ ○ 徳島

83 山田こどもクリニック 770-0053 徳島市南島田町４丁目５４－１ 088-634-0013 ○ 徳島

84 水の都記念病院 770-0051 徳島市北島田町１丁目４５－２ 088-632-9299 ○ 徳島

85 佐藤医院 779-3133 徳島市入田町笠木２００－４ 088-644-0422 ○ 徳島

86 くどう内科クリニック 770-8064 徳島市城南町４丁目１－５ 088-652-1815 ○ ○ ○ 徳島

87 岡内胃腸科医院 770-0842 徳島市通町２丁目５－１ 088-625-3210 ○ 徳島

88 応神クリニック 771-1153 徳島市応神町吉成字西吉成９１－４ 088-641-4888 ○ 徳島

89 仁生内科 770-0024 徳島市佐古四番町６－８ 088-625-3067 ○ 徳島

90 鎌田耳鼻咽喉科クリニック 770-0047 徳島市名東町１丁目１１７ 088-633-1233 ○ ○ ○ 徳島

91 領家内科眼科 779-3118 徳島市国府町井戸字堂ノ裏５４－１ 088-642-6070 ○ 徳島

92 斎藤内科循環器科 770-8064 徳島市城南町１丁目８－１０ 088-656-2511 ○ 徳島

93 徳島内科消化器科クリニック 770-8024 徳島市西須賀町東開３４ 088-669-6888 ○ 徳島

94 おかがわ内科・小児科 770-0861 徳島市住吉１丁目１０－１９ 088-656-0022 ○ 徳島

95 城東整形外科内科 770-0868 徳島市福島１丁目６－５８ 088-654-5022 ○ 徳島

96 宮内クリニック 770-0047 徳島市名東町２丁目６６０－１ 088-633-5535 ○ 徳島

97 上田耳鼻咽喉科 770-0944 徳島市南昭和町５丁目５２－６ 088-623-3387 ○ 徳島

98 協栄内科 770-0943 徳島市中昭和町２丁目６ 088-652-2211 ○ 徳島

99 沖の洲病院 770-0862 徳島市城東町１丁目８－８ 088-622-7111 ○ 徳島

100 田岡病院 770-0941 徳島市万代町４丁目２－２ 088-622-7788 ○ ○ ○ 徳島

101 福本耳鼻咽喉科 770-0932 徳島市仲之町１丁目３１ 088-623-6222 ○ 徳島

102 佐々木クリニック 779-3132 徳島市一宮町東丁２０５ 088-636-5865 ○ ○ ○ 徳島

103 川島病院 770-8548 徳島市北佐古一番町1-39 088-631-0110 ○ ○ 徳島

104 川島透析クリニック 770-0011 徳島市北佐古一番町６－１ 088-634-0200 ○ 徳島

105 リムズ徳島クリニック 770-0047 徳島市名東町２丁目５５９－１ 088-634-1122 ○ ○ ○ 徳島

106 橘整形外科 770-0831 徳島市寺島本町西２丁目３７－１ 088-623-2462 ○ ○ ○ 徳島

107 中村外科内科 770-0804 徳島市中吉野町４丁目５０－２ 088-631-8555 ○ 徳島

108 聖寿館内科・消化器クリニック 770-8051 徳島市沖浜町明治開３３１－２４ 088-611-1126 ○ 徳島

109 ほとり内科 771-0131 徳島市川内町大松８０２－３ 088-666-3830 ○ ○ 徳島

110 豊崎医院 770-0003 徳島市北田宮２丁目７－７２ 088-631-0500 ○ 徳島

111 虹の橋病院 770-052 徳島市中島田町３丁目６０－１ 088-633-0800 ○ ○ ○ 徳島

112 むくの木クリニック 779-3106 徳島市国府町東高輪３５３－１ 088-624-7575 ○ ○ ○ 徳島

113 えもとこどもクリニック 770-0872 徳島市北沖洲３丁目１－２４ 088-664-8580 ○ 徳島

114 立花耳鼻咽喉科医院 770-0861 徳島市住吉６丁目１－７－３ 088-626-3387 ○ ○ ○ 徳島

115 橋本病院 770-0813 徳島市中常三島町３丁目２２ 088-626-1567 ○ ○ ○ 徳島

116 東洋病院 770-0051 徳島市北島田町１丁目１６０－２ 088-632-7777 ○ ○ 徳島

117 山城公園レディースクリニック 770-8054 徳島市山城西３丁目26 088-676-3370 ○ 徳島

118 若槻クリニック 770-0863 徳島市安宅２丁目７－３８ 088-652-0437 ○ ○ 徳島

119 TAOKAこころの医療センター 770-0862 徳島市城東町２丁目７－９ 088-622-5556 ○ ○ ○ 徳島

120 川内内科 770-0046 徳島市鮎喰町２丁目９５－１ 088-632-1505 ○ ○ ○ 徳島

121 鳴門山上病院 772-8515 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂205－29 088-687-1234 ○ 徳島

122 中西医院 779-0238 鳴門市大麻町板東字東山田６９－１ 088-689-1508 ○ ○ 徳島

123 元木医院 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜５９２ 088-685-8282 ○ ○ 徳島

124 吉田整形外科 772-0031 鳴門市大津町木津野字前の越４－１ 088-684-1550 ○ 徳島

125 さくら耳鼻咽喉科クリニック 772-0015 鳴門市撫養町北浜字宮の西１２０－１ 088-685-7701 ○ ○ ○ 徳島

126 岩朝病院 772-0017 鳴門市撫養町立岩字元地２８０ 088-685-8855 ○ 徳島

127 うがい医院 772-0002 鳴門市撫養町斎田字大堤２２６ 088-686-2307 ○ ○ ○ 徳島

128 古林内科 779-0235 鳴門市大麻町板東字永井８９ 088-689-3366 ○ 徳島

129 原田医院 779-0302 鳴門市大麻町大谷字中通３０ 088-689-2108 ○ 徳島

130 佐藤整形外科医院 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜２６５ 088-685-6555 ○ 徳島

131 勝良医院 772-0002 鳴門市撫養町斎田字西発６－１ 088-686-1216 ○ ○ 徳島

132 ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ兼松産婦人科 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜６０１ 088-685-1103 ○ ○ ○ 徳島

133 南海病院 772-0053 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂５ 088-687-0311 ○ 徳島

134 斎藤医院 779-0311 鳴門市大麻町牛屋島字大浜５４ 088-689-0151 ○ 徳島

135 橋本医院 772-0032 鳴門市大津町吉永字四番越４７１－６ 088-685-5211 ○ ○ 徳島

136 田口小児科クリニック 772-0041 鳴門市大津町大代９９－２ 088-683-1120 ○ ○ ○ 徳島

137 沢内科胃腸科 771-0360 鳴門市瀬戸町明神字鳴谷１２１ 088-688-0611 ○ 徳島

138 兼松病院 772-0002 鳴門市撫養町斎田字大堤５４ 088-685-4537 ○ ○ 徳島

139 鳴門メンタルクリニック　ココロカル 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜５５８ 088-624-7700 ○ ○ 徳島

140 鳴門シーガル病院 771-0361 鳴門市瀬戸町堂浦字阿波井５７ 088-688-0011 ○ ○ 徳島

141 小川病院 772-0002 鳴門市撫養町斎田字北浜９９ 088-686-2322 ○ ○ ○ 徳島

142 板東診療所 779-0238 鳴門市大麻町板東字東山田８－２ 088-689-1252 ○ 徳島

143 鳴門川島クリニック 772-0043 鳴門市大津町字段関６８－５ 088-683-0810 ○ 徳島

144 高田内科医院 772-0001 鳴門市撫養町黒崎字松島９６－１０ 088-684-0031 ○ ○ ○ 徳島

145 なかがわ耳鼻咽喉科クリニック 772-0011 鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜63 088-684-3387 ○ 徳島

146 福田医院 772-0017 鳴門市撫養町立岩字七枚１１０ 088-686-2561 ○ 徳島

147 高麗耳鼻咽喉科医院 772-0002 鳴門市撫養町斎田字北浜２０５ 088-685-1180 ○ 徳島

148 斎藤整形外科 772-0012 鳴門市撫養町小桑島字前浜２１７ 088-685-5811 ○ ○ 徳島

149 ふじの小児科クリニック 773-0023 小松島市坂野町字平田１８－４ 0885-37-0250 ○ ○ ○ 徳島

150 庄野耳鼻咽喉科医院 773-0022 小松島市大林町高橋５５ 0885-37-3341 ○ ○ ○ 徳島

151 桂医院 773-0003 小松島市松島町７－１ 0885-32-0151 ○ 徳島

152 南徳島クリニック 773-0015 小松島市中田町字狭間４７ 0885-32-8770 ○ 徳島

153 藤野医院 773-0023 小松島市坂野町字平田１８－２ 0885-38-1636 ○ ○ ○ 徳島

154 徳島ロイヤル病院 773-0015 小松島市中田町字新開４８ 0885-32-8833 ○ ○ ○ 徳島

155 マスカット内科循環器科クリニック 773-0006 小松島市横須町１１－５３ 0885-33-1100 ○ 徳島

156 住吉レディースクリニック 773-0005 小松島市南小松島町８－３ 08853-2-0836 ○ 徳島

157 木村内科 773-0003 小松島市松島町１－７ 0885-32-2001 ○ ○ ○ 徳島

158 かしま耳鼻咽喉科クリニック 773-0010 小松島市日開野町字破閑道２４－６ 0885-35-4133 ○ 徳島

159 ライフクリニック 773-0021 小松島市赤石町１４－２７ 0885-37-1811 ○ 徳島

160 福原皮膚科 773-0005 小松島市南小松島町７－６２ 0885-32-2083 ○ 徳島

161 宮本小児科 773-0022 小松島市大林町宮ノ本１１３－１ 0885-37-3567 ○ 徳島

162 荒河内科 773-0017 小松島市立江町字宮前４０－４ 08853-7-1122 ○ ○ 徳島

163 江藤病院 773-0022 小松島市大林町北浦２１－１ 0885-37-1559 ○ ○ ○ 徳島

164 徳島赤十字ひのみね総合療育センター 773-0015 小松島市中田町字新開４－１ 0885-32-0903 ○ 徳島

165 国民健康保険勝浦病院 771-4306 勝浦郡勝浦町大字棚野字竹国１３－２ 0885-42-2555 ○ ○ ○ 徳島
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166 国民健康保険上勝町診療所 771-4505 勝浦郡上勝町大字正木字西浦１１１－７ 0885-44-5010 ○ ○ ○ 徳島

167 上田医院 779-3205 名西郡石井町高原字東高原１８１－２ 088-675-1130 ○ 徳島

168 神山医院 771-3421 名西郡神山町下分字今井１６３ 088-677-0066 ○ ○ ○ 徳島

169 田中医院 779-3244 名西郡石井町浦庄字下浦６８９－１ 088-674-6181 ○ ○ ○ 徳島

170 尾崎医院 779-3224 名西郡石井町高川原字加茂野３１８－８ 088-674-8855 ○ ○ 徳島

171 記本耳鼻咽喉科クリニック 779-3223 名西郡石井町高川原字高川原５００－１ 088-674-8778 ○ ○ ○ 徳島

172 健生石井クリニック 779-3223 名西郡石井町高川原字高川原２１５５ 088-675-1033 ○ ○ 徳島

173 伊勢内科小児科 779-3233 名西郡石井町石井字石井７２６－７ 088-675-0535 ○ ○ ○ 徳島

174 阿部内科胃腸科 779-3221 名西郡石井町高川原字南島３７１ 088-674-1201 ○ 徳島

175 石岡整形外科 779-3225 名西郡石井町高川原字桜間２１５ 088-674-8800 ○ 徳島

176 石井虹の橋クリニック 779-3233 名西郡石井町石井字石井２３１－１ 088-674-2311 ○ ○ ○ 徳島

177 宇高耳鼻咽喉科医院 779-3233 名西郡石井町石井字石井６３５－２９ 088-675-0750 ○ ○ ○ 徳島

178 中谷医院 771-3311 名西郡神山町神領字西野間２３－１ 088-676-0013 ○ ○ ○ 徳島

179 いのもと眼科内科 771-0204 板野郡北島町鯛浜字かや１２２－１ 088-698-8887 ○ ○ ○ 徳島

180 ファミリークリニックしんの 779-0118 板野郡板野町下庄字古杉１０６－２ 088-672-5148 ○ 徳島

181 越智内科胃腸科 771-0204 板野郡北島町鯛浜字原５１－１ 088-698-3111 ○ 徳島

182 有住内科クリニック 771-0201 板野郡北島町北村字壱町四反地６９－１ 088-698-8655 ○ ○ ○ 徳島

183 大久保内科 771-1262 板野郡藍住町笠木字中野１７９－５ 088-692-1220 ○ ○ ○ 徳島

184 森本医院 771-1272 板野郡藍住町勝瑞字成長６２ 088-641-4141 ○ 徳島

185 富本小児科内科 771-1220 板野郡藍住町東中富字東傍示１－３ 088-692-7228 ○ 徳島

186 稲次病院 771-1262 板野郡藍住町笠木字西野５０－１ 088-692-5757 ○ ○ ○ 徳島

187 西條内科咽喉科 771-1220 板野郡藍住町東中富字朏傍示２２－７ 088-692-8711 ○ 徳島

188 友成医院 771-1302 板野郡上板町七条字山ノ神２２－１ 088-694-5515 ○ 徳島

189 野田医院 771-1301 板野郡上板町鍛治屋原字妙楽寺１５－１ 088-694-2008 ○ 徳島

190 藍住たまき青空クリニック 771-1265 板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜110-5 088-678-7727 ○ ○ ○ 徳島

191 芳川病院 771-0212 板野郡松茂町中喜来字群恵２７８－８ 088-699-5355 ○ ○ ○ 徳島

192 浜病院 771-1252 板野郡藍住町矢上字北分９５ 088-692-2317 ○ 徳島

193 谷口耳鼻咽喉科クリニック 771-0220 板野郡松茂町広島字南ノ川４２－１ 088-699-2787 ○ ○ ○ 徳島

194 きたじま田岡病院 771-0204 板野郡北島町鯛浜字川久保３０－１ 088-698-1234 ○ ○ ○ 徳島

195 清水内科 771-1202 板野郡藍住町奥野字和田７１－１３ 088-692-8900 ○ 徳島

196 春藤内科胃腸科 771-0220 板野郡松茂町広島字南ノ川３２－１ 088-699-3777 ○ 徳島

197 野田医院 771-1301 板野郡上板町鍛治屋原字西北原１８ 088-694-2009 ○ 徳島

198 藍住川島クリニック 771-1210 板野郡藍住町徳命字前須西９８－１ 088-692-0110 ○ 徳島

199 中村耳鼻咽喉科クリニック 771-0206 板野郡北島町高房字百広花２３－１ 088-697-3213 ○ ○ ○ 徳島

200 内科クリニック・オクムラ 771-1201 板野郡藍住町奥野字長江口７０－７ 088-692-4771 ○ ○ ○ 徳島

201 新居内科 771-0206 板野郡北島町高房字八丁野東８－１ 088-698-8808 ○ ○ 徳島

202 近藤外科内科 771-1212 板野郡藍住町徳命字前須東１３－１ 088-693-1188 ○ ○ ○ 徳島

203 四宮医院 779-3303 吉野川市川島町桑村２５５５－１ 0883-25-2016 ○ 吉野川

204 山下耳鼻咽喉科クリニック 779-3403 吉野川市山川町堤外２１－１ 0883-42-7533 ○ ○ 吉野川

205 井内内科 776-0013 吉野川市鴨島町上下島７９－１ 0883-24-3070 ○ ○ ○ 吉野川

206 吉野川医療センター 776-8511 吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島１２０ 0883-26-2222 ○ ○ ○ 吉野川

207 石原内科循環器科 776-0033 吉野川市鴨島町飯尾１８７ 0883-24-2536 ○ ○ ○ 吉野川

208 よしのがわ往診診療所 779-3404 吉野川市山川町湯立２７７－１ 0883-36-1850 ○ ○ ○ 吉野川

209 さくら診療所 779-3403 吉野川市山川町字前川２１２－６ 0883-42-5520 ○ ○ ○ 吉野川

210 富本医院 779-3403 吉野川市山川町堤外５－１７ 0883-42-3123 ○ 吉野川

211 杉山医院 779-3301 吉野川市川島町大字川島４０５－１１ 0883-25-2802 ○ 吉野川

212 鈴木内科 776-0005 吉野川市鴨島町喜来３７４ 0883-24-3413 ○ 吉野川

213 鈴木内科 776-0031 吉野川市鴨島町敷地１４－１ 0883-24-5880 ○ ○ ○ 吉野川

214 リバーサイドクリニック岡田 776-0014 吉野川市鴨島町知恵島字四ツ屋１７７４ 0883-24-8884 ○ 吉野川

215 矢田医院 779-3307 吉野川市川島町三ツ島字長塚346－2 0883-25-2006 ○ ○ 吉野川

216 松永医院 779-3402 吉野川市山川町宮北３８ 0883-42-2110 ○ ○ ○ 吉野川

217 杏和医院 776-0020 吉野川市鴨島町西麻植字麻植市４０－６ 0883-22-0333 ○ 吉野川

218 渡辺医院 776-0002 吉野川市鴨島町麻植塚３８６－５ 0883-24-7177 ○ 吉野川

219 糸田川クリニック 776-0010 吉野川市鴨島町鴨島５２６－１８ 0883-24-7555 ○ 吉野川

220 木村内科胃腸科 776-0020 吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂６１ 0883-24-6413 ○ 吉野川

221 古本内科クリニック 776-0010 吉野川市鴨島町鴨島４０６－５ 0883-24-7377 ○ 吉野川

222 独立行政法人国立病院機構徳島病院 776-8585 吉野川市鴨島町敷地１３５４ 0883-24-2161 ○ 吉野川

223 鴨島川島クリニック 776-0033 吉野川市鴨島町飯尾字福井３９６－３ 0883-24-8551 ○ 吉野川

224 美摩病院 776-0013 吉野川市鴨島町上下島４９７ 0883-24-2957 ○ 吉野川

225 中西内科クリニック 779-3401 吉野川市山川町川東８８－１ 0883-42-6755 ○ ○ 吉野川

226 和田耳鼻咽喉科 776-0010 吉野川市鴨島町鴨島３５１－４ 0883-24-2566 ○ ○ ○ 吉野川

227 三木クリニック 779-3407 吉野川市山川町祇園４１－５ 0883-42-6618 ○ 吉野川

228 大久保医院 771-1402 阿波市吉野町西条字町口２５４ 088-696-2037 ○ ○ ○ 吉野川

229 笠井病院 771-1704 阿波市阿波町元町１４ 0883-35-2720 ○ 吉野川

230 大野病院 771-1506 阿波市土成町土成字南原２３１ 088-695-2112 ○ ○ ○ 吉野川

231 中山医院 771-1401 阿波市吉野町柿原字ノタ原４２ 088-696-4662 ○ ○ 吉野川

232 森下医院 771-1705 阿波市阿波町北整理３９－１ 0883-35-5656 ○ 吉野川

233 村上医院 771-1701 阿波市阿波町大原７７－５ 0883-35-6410 ○ 吉野川

234 太田診療所 771-1612 阿波市市場町上喜来字二俣前３８１－１ 0883-36-2076 ○ 吉野川

235 御所診療所 771-1507 阿波市土成町吉田字原田市の四３１ 088-637-8033 ○ ○ 吉野川

236 おおつか内科 771-1705 阿波市阿波町善地７－１３ 0883-35-6070 ○ 吉野川

237 原田医院 779-1402 阿南市桑野町岡元５－１ 0884-26-0101 ○ 阿南

238 上村ヒフ科 774-0022 阿南市大潟町３０ 0884-27-0523 ○ 阿南

239 益崎胃腸科内科医院 779-1242 阿南市那賀川町赤池１７８－２ 0884-42-0022 ○ 阿南

240 松﨑内科医院 774-0048 阿南市中大野町北傍示４８３－１ 0884-23-5778 ○ ○ ○ 阿南

241 幸田耳鼻咽喉科医院 774-0030 阿南市富岡町今福寺７３－３ 0884-24-3387 ○ ○ ○ 阿南

242 阿南市国民健康保険加茂谷診療所 771-5173 阿南市加茂町野上３０ 0884-25-0200 ○ 阿南

243 原田病院 774-0030 阿南市富岡町あ石１４－１ 0884-22-0990 ○ 阿南

244 古川小児科内科医院 774-0011 阿南市領家町土倉１７－１ 0884-23-3306 ○ ○ ○ 阿南

245 じぞうばし内科外科福井診療所 779-1620 阿南市福井町大西１８０－６ 0884-34-3133 ○ ○ ○ 阿南

246 井坂クリニック 774-0021 阿南市津乃峰町長浜３７６－１ 0884-27-0047 ○ 阿南

247 むらかみ内科循環器科クリニック 779-1102 阿南市羽ノ浦町宮倉太田３５－２ 0884-44-1010 ○ 阿南

248 きくち医院 779-1510 阿南市新野町南宮ノ久保６７－４ 0884-36-3512 ○ ○ 阿南

249 羽ノ浦整形外科内科病院 779-1102 阿南市羽ノ浦町宮倉芝生４０－１１ 0884-44-6111 ○ 阿南

250 是松医院 774-0021 阿南市津乃峰町東分１１２－１ 0884-27-0316 ○ 阿南
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251 村上内科外科医院 779-1245 阿南市那賀川町中島４８２ 0884-42-3110 ○ 阿南

252 富永医院 779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄市４９－３ 0884-44-2123 ○ ○ ○ 阿南

253 阿南川島クリニック 779-1106 阿南市羽ノ浦町岩脇神代地８０－１ 0884-44-6556 ○ 阿南

254 阿南医療センター 774-0045 阿南市宝田町川原６－１ 0884-28-7777 ○ ○ ○ 阿南

255 岩城クリニック 774-0014 阿南市学原町上水田１１－１ 0884-23-5600 ○ ○ 阿南

256 馬原医院 779-1510 阿南市新野町信里６－１ 0884-36-3339 ○ ○ ○ 阿南

257 瀧内科外科医院 774-0015 阿南市才見町屋那婆２４－１ 0884-24-9133 ○ ○ ○ 阿南

258 土肥医院 774-0017 阿南市見能林町東石仏２ 0884-22-0503 ○ 阿南

259 阿南天満クリニック 774-0044 阿南市上中町南島３２５－１ 0884-22-2299 ○ 阿南

260 三谷内科 774-0030 阿南市富岡町東仲町３１３－２ 0884-23-0222 ○ ○ ○ 阿南

261 那賀町国民健康保険木頭診療所 771-6403 那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ１ 0884-68-2102 ○ ○ ○ 阿南

262 那賀町国民健康保険日野谷診療所 771-5410 那賀郡那賀町大久保字大西３－２ 0884-62-0073 ○ ○ ○ 阿南

263 わだ内科 771-5203 那賀郡那賀町和食郷字南川８７－１ 0884-62-3311 ○ 阿南

264 美海クリニック 775-0004 海部郡牟岐町大字川長字山戸４８－３ 0884-72-3939 ○ ○ ○ 美波

265 いしもとファミリークリニック 775-0203 海部郡海陽町大里字白水９１－１７ 0884-74-3503 ○ ○ ○ 美波

266 牟岐駅前クリニック 775-0006 海部郡牟岐町大字中村字本村９５－１ 0884-72-3311 ○ 美波

267 イワキ医院 779-2304 海部郡美波町日和佐浦６４－２ 0884-77-0005 ○ ○ ○ 美波

268 美波町国民健康保険美波病院 779-2109 海部郡美波町田井１０５－１ 0884-78-1373 ○ ○ 美波

269 海陽町宍喰診療所 775-0501 海部郡海陽町宍喰浦字松原１４２－１ 0884-76-2028 ○ 美波

270 美波町国民健康保険日和佐診療所 779-2305 海部郡美波町奥河内字井ノ上１３－２ 0884-77-1212 ○ 美波

271 大里医院 775-0203 海部郡海陽町大里字松原３４－４７ 0884-73-3102 ○ ○ ○ 美波

272 海陽町国民健康保険 海南病院 775-0202 海部郡海陽町四方原字広谷１６－１ 0884-73-1355 ○ ○ ○ 美波

273 としま小児科 779-3601 美馬市脇町字拝原１７７４－６ 0883-53-6011 ○ ○ ○ 美馬

274 佐藤内科 779-3601 美馬市脇町字拝原１４１５－２ 0883-52-1045 ○ ○ 美馬

275 佐々木医院 771-2104 美馬市美馬町字宗重１１４－１ 0883-63-2001 ○ ○ ○ 美馬

276 多田クリニック 779-3620 美馬市脇町野村４６３６－１ 0883-53-1717 ○ ○ ○ 美馬

277 木下医院 771-2106 美馬市美馬町字喜来市２－１ 0883-63-3171 ○ ○ ○ 美馬

278 脇町川島クリニック 779-3604 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南３９－２ 0883-55-0110 ○ 美馬

279 ホウエツ病院 779-3602 美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南130-30883-52-1095 ○ 美馬

280 岡内科病院 779-3601 美馬市脇町字拝原１４９６－５ 0883-52-0988 ○ 美馬

281 桜木病院 779-3620 美馬市脇町木ノ内３７６３ 0883-52-2583 ○ 美馬

282 美馬市国民健康保険木屋平診療所 777-0302 美馬市木屋平字川井２２４ 0883-68-2541 ○ ○ ○ 美馬

283 田村医院 779-4101 美馬郡つるぎ町貞光字宮下１２－４ 0883-62-5166 ○ 美馬

284 田村医院一宇診療所 779-4302 美馬郡つるぎ町字赤松１３２２の９ 0883-67-2016 ○ 美馬

285 永尾病院 779-4101 美馬郡つるぎ町貞光字大須賀６６－２ 0883-62-2012 ○ ○ ○ 美馬

286 谷病院 779-4101 美馬郡つるぎ町貞光字中須賀４８－２ 0883-62-2053 ○ ○ ○ 美馬

287 くはらクリニック 771-2501 三好郡東みよし町昼間１４８ 0883-76-5755 ○ ○ ○ 三好

288 ゆうあいホスピタル 779-4703 三好郡東みよし町中庄７２８－１ 0883-82-1100 ○ ○ 三好

289 浜クリニック 778-0002 三好市池田町マチ２４４３－１ 0883-72-0667 ○ 三好

290 三好市国民健康保険西祖谷山村診療所 778-0101 三好市西祖谷山村一宇３６８－９ 0883-87-2360 ○ ○ ○ 三好

291 村山内科 778-0003 三好市池田町サラダ１７９５－１ 0883-72-2110 ○ ○ 三好

292 大和外科医院 778-0002 三好市池田町マチ２５２４－２ 0883-72-0828 ○ 三好

293 宮佐医院 778-0002 三好市池田町マチ２４７８－１ 0883-72-0149 ○ 三好

258 129 163
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健感発１００２第１号  

令和２年１０月２日  

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

                       厚生労働省健康局結核感染症課長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項 

及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について（一部改正） 

 

新型コロナウイルス感染症に関しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律第 12 条第１項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について（一部改

正）」（令和２年２月４日付け健感発 0204 第１号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。

以下「届出通知」という。）において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成 l0 年法律第 l14 号。以下「法」という。）第 12 条第１項及び第 14 条第２

項に基づく届出の基準等をお示ししたところです。 

今般、新型コロナウイルス感染症に関する現時点の知見及び検査方法の開発状況等に鑑

み、届出通知における新型コロナウイルス感染症について別紙のとおり改正することとし

ました。当該改正の概要等については、下記のとおりですので、御了知いただくとともに、

貴管内市町村、関係機関等へ周知いただき、その実施に遺漏なきようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 改正概要 

・ 「第７ 指定感染症」の「（３）届出基準」における検査方法のうち、「抗原定性検

査による病原体の抗原の検出」及び「抗原定量検査による病原体の抗原の検出」の検

査材料に「鼻腔拭い液」を追加した。 

・ 別記様式６－１（発生届）等について、所要の整理を行った。 

 

 

２ 適用日 

本日より適用する。 

 

 

参考資料８
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新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第１項及び第14条第２項に基づく届出の基準等について」 

改正後 現行 

（別紙） 

 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

 

第１～６ （略） 

 

第７ 指定感染症 

１  （略） 

（１）・（２） （略） 

（３）届出基準 

ア ～ エ （略） 

オ 感染症死亡疑い者の死体 

   （略） 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 喀痰、気管吸引液、肺胞洗浄液、
咽頭拭い液、鼻腔吸引液、鼻腔拭
い液、鼻咽頭拭い液、便、唾液、
剖検材料、その他検査方法に適
する材料 

検体から直接の核酸増幅法によ
る病原体の遺伝子の検出 

抗原定性検査による病原体の
抗原の検出 

鼻腔拭い液又は鼻咽頭拭い液 

抗原定量検査による病原体の
抗原の検出 

鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液又は唾
液 

 

（４） （略） 

 

（別紙） 

 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

 

第１～６ （略） 

 

第７ 指定感染症 

１  （略） 

（１）・（２） (略) 

（３）届出基準 

ア ～ エ （略） 

オ 感染症死亡疑い者の死体 

   （略） 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 喀痰、気管吸引液、肺胞洗浄液、
咽頭拭い液、鼻腔吸引液、鼻腔拭
い液、鼻咽頭拭い液、便、唾液、
剖検材料、その他検査方法に適
する材料 

検体から直接の核酸増幅法によ
る病原体の遺伝子の検出 

抗原定性検査による病原体の
抗原の検出 

鼻咽頭拭い液 

抗原定量検査による病原体の
抗原の検出 

鼻咽頭拭い液又は唾液 

 

（４） （略） 
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別記様式１～５ （略） 

別記様式６－１ 

 

別記様式１～５ （略） 

別記様式６－１ 
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別記様式６－１ 

新型コロナウイルス感染症 発生届 
 

都道府県知事（保健所設置市長・特別区長） 殿 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１２条第１項（同条第６項において準用する場合を含む。）

の規定により、以下のとおり届け出る。 

報告年月日 令和  年  月  日  

医師の氏名                            印  

（署名又は記名押印のこと） 

従事する病院・診療所の名称                        

上記病院・診療所の所在地(※)                       

電話番号(※)     （      ）      －          

（※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載） 

１ 診断（検案）した者（死体）の類型 

・患者（確定例） ・無症状病原体保有者 ・疑似症患者 ・感染症死亡者の死体 ・感染症死亡疑い者の死体 

２ 当該者氏名 ３性別 ４ 生年月日 ５診断時の年齢(0歳は月齢) ６ 当該者職業 

 男・女    年  月  日     歳（   か月）  

７ 当該者住所 

電話（   ）  －  

８ 当該者所在地 

電話（   ）  －   

９ 保護者氏名 １０ 保護者住所   （９、１０は患者が未成年の場合のみ記入） 

 電話（   ）  －  

 

 

11 

症 

 

状 

・発熱  ・咳  ・咳以外の急性呼吸器症状   

・肺炎像 ・重篤な肺炎 ・急性呼吸窮迫症候群  

・多臓器不全 ・全身倦怠感 ・頭痛 ・嘔気/嘔吐 

・下痢  ・結膜炎 ・嗅覚・味覚障害 

・その他（                ） 

・なし 

１８ 感染原因・感染経路・感染地域 

 

①感染原因・感染経路（ 確定・推定 ） 

 

１ 飛沫・飛沫核感染（感染源の種類・状況： 

） 

 

２ 接触感染（接触した人・物の種類・状況： 

） 

 

３ その他（                   ） 

 

② 感染地域（ 確定・推定 ） 

１ 日本国内（   都道府県    市区町村） 

２ 国外（        国 

詳細地域             ） 

※ 複数の国又は地域該当する場合は全て記載するこ

と。 

  渡航期間（出国日 年 月 日・入国日 年 月 日 

  国外居住者については、入国日のみで可） 

 

12 

 

診

断

方

法 

・分離・同定による病原体の検出 

検体：喀痰、気管吸引液、肺胞洗浄液、咽頭拭い液、

鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液、便、唾液、

剖検材料、その他（           ） 
検体採取日（   月   日 ）  

結果（ 陽性・陰性 ） 

・検体から核酸増幅法（PCR 法 LAMP 法など）によ

る病原体遺伝子の検出 
検体：喀痰、気管吸引液、肺胞洗浄液、咽頭拭い液、

鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液、便、唾液、

剖検材料、その他（              ） 
検体採取日（   月   日 ）  

結果（ 陽性・陰性 ） 

・抗原定性検査による病原体の抗原の検出 

検体：鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液 
検体採取日（   月   日 ）  

結果（ 陽性・陰性 ） 

・抗原定量検査による病原体の抗原の検出 

検体：鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液、唾液 
検体採取日（   月   日 ）  

結果（ 陽性・陰性 ） 

１９ その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療の

ために医師が必要と認める事項 

・届出時点の入院の有無（有・無） 

入院例のみ（入院年月日  令和  年  月  日） 

１３初診年月日        令和  年  月  日 

１４診断（検案（※））年月日  令和  年  月  日 

１５感染したと推定される年月日令和  年  月  日 

１６発病年月日（＊）     令和  年  月  日 

１７死亡年月日（※）     令和  年  月  日 

（1，3，11,12,18 欄は該当する番号等を○で囲み、4, 5, 13 から 17 欄は年齢、年月日を記入すること。 

 (※)欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。(＊)欄は、患者（確定例）を診断した場合のみ記入すること。 

11, 12 欄は、該当するものすべてを記載すること。） 

こ
の
届
出
は
診
断
後
直
ち
に
行
っ
て
く
だ
さ
い 
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第７ 指定感染症 

１  新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年

一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報

告されたものに限る。）であるものに限る。） 

 

（１）定義 

コロナウイルス科ベータコロナウイルス属の新型コロナウイルス（ベータコロナウイルス属

のコロナウイルス（令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染す

る能力を有することが新たに報告されたものに限る。）（以下「新型コロナウイルス」という）

による急性呼吸器症候群である。 

 

（２）臨床的特徴等（2020 年 5 月 13 日時点） 

現時点で動物等の感染源については不明である。家族間、医療機関などをはじめとするヒト

－ヒト感染が報告されている。2019 年 12 月より中華人民共和国湖北省武漢市を中心として

発生がみられており、世界的に感染地域が拡大している。 

臨床的な特徴としては、潜伏期間は１～14 日（通常５～６日）である。主な症状は、発熱、

咳、全身倦怠感等の感冒様症状であり、頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等を呈す

る場合もある。一部のものは、主に５～14 日間で呼吸困難等の症状を呈し、胸部 X 線写真、

胸部 CT などで肺炎像が明らかとなる。高齢者及び基礎疾患を持つものにおいては重症化する

リスクが一定程度あると考えられている。 

 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者について、（４）に該当すること等から新型コロナウ

イルス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、当該者を新型コロナ

ウイルス感染症と診断した場合には、法第 12 条第１項の規定による届出を直ちに行わなけれ

ばならない。 

この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方

法により、当該者を新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者と診断した場合には、

法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 疑似症患者 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者について、（４）に該当すること等から新型コロナ

ウイルス感染症が疑われ、当該者を新型コロナウイルス感染症の疑似症と診断した場合には、

法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

エ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体について、（４）に該当すること等から新型コロナ

ウイルス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、当該者を新型コロ

ナウイルス感染症により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出

を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

オ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体について、（４）に該当すること等から新型コロナ

ウイルス感染症により死亡したと疑われる場合には、法第 12 条第１項の規定による届出を直

ちに行わなければならない。 
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検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 喀痰、気管吸引液、肺胞洗浄液、

咽頭拭い液、鼻腔吸引液、鼻腔拭

い液、鼻咽頭拭い液、便、唾液、

剖検材料、その他検査方法に適す

る材料 

検体から直接の核酸増幅法による病原体の遺伝子の

検出 

抗原定性検査による病原体の抗原の検出 
鼻腔拭い液又は鼻咽頭拭い液 

抗原定量検査による病原体の抗原の検出 
鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液又は唾液

 

（４）感染が疑われる患者の要件 

患者が次のアからオまでのいずれかに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが

明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合、これを鑑別診断に入れる。ただし、

必ずしも次の要件に限定されるものではない。 

ア 発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって、新型コロナウイルス

感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの 

イ ３７．５℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前１４日以内にＷＨＯの公表内容から

新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたもの 

ウ ３７．５℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前１４日以内にＷＨＯの公表内容から

新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚

接触歴があるもの 

エ 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められてい

る医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定

の感染症と診断することができないと判断し（法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で

定める疑似症に相当）、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの 

オ アからエまでに掲げるほか、次のいずれかに該当し、医師が新型コロナウイルス感染症を

疑うもの 

・ ３７．５℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる（特に高齢者

又は基礎疾患があるものについては、積極的に考慮する） 

・ 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者で

あって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、新型コロナウイルス感染症が疑

われる 

・ 医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う 

 

 

 ※濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。 

・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触（車内、航空機

内等を含む）があったもの 

・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは

介護していたもの 

・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直

接触れた可能性が高いもの 
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はじめに
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検査種類と各種検査の意義Ⅰ 4

Ⅰ

検査の基本的な考え方

COVID-19 における検査については、現在、遺伝子検査（リアルタイム PCR、

LAMP法等による遺伝子検査）、抗原検査（定性、定量）が実施されている。いずれの

検査でも病原体が検出された場合、検体採取時点における感染が確定される。ただし、

ウイルス量が少ない例では検出限界以下（陰性）となることや、同一被検者でも経時的

に排出ウイルス量が変化するため、適切なタイミングでの採取が求められる。

検査の種類1
各種検査法の検出感度や非特異反応を把握し、それぞれの検査法が持つ特徴を理解

することが、適切な判定を行う上で重要である。

1） 核酸検出検査

ウイルス遺伝子（核酸）を特異的に増幅するPCR（polymerase chain reaction）法

が用いられる。検体中に遺伝子が存在しているか否かを定性的に確認する方法として、

古典的 PCR法と塩基配列決定、簡便かつ短時間で結果判定ができる遺伝子検査方法

として、LAMP（loop-mediated isothermal amplification）法等が開発されている。

これら定性的検査に対してウイルス遺伝子の定量が可能なリアルタイム PCR法があ

る。

リアルタイムPCR 

リアルタイム PCRは定量法であることからウイルス量の比較や推移が評価でき

ること、コピー数が推定できること等から信頼性が高い。ただし、実施が困難な施

設もあり検査アクセスの改善が課題である。リアルタイム PCRの検出限界は国立

感染症研究所プロトコルでは 5コピー／tubeであるが、各検査プロトコルやキット

により異なる。

検査種類と各種検査の意義
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検査種類と各種検査の意義Ⅰ 5

LAMP法等 

LAMP法等は、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）遺伝子の検出までの工程を1ス

テップ・一定温度で実施可能な遺伝子検出法である。一定温度で遺伝子を増幅するた

め、簡便な機器のみで実施でき、リアルタイムPCRと比較して感度は落ちるものの実

用範囲で、反応時間が35～50分程度と短いという利点がある（表1）。唾液など検体種

類により偽陽性となる例が指摘されており、適切な検体を使用することが必要である。

2） 抗原検査

SARS-CoV-2の構成成分である蛋白質を、ウイルスに特異的な抗体を用いて検出す

る検査法である。PCR法と同様に陽性の場合はウイルスが検体中に存在することを示す。

抗原検査には、定性検査と定量検査がある。

抗原定性検査は、ウイルスの抗原を検知し、診断に導く検査であり、PCR検査とと

もに有症状者の確定診断として用いることができ（厚生労働省．SARS-CoV-2抗原

検出用キットの活用に関するガイドライン［令和 2年 5月 13日］）、また、症状発症か

ら 2～9日目の症例では陰性の確定診断として用いることができる（同 令和 2年 6月

16日改訂）。定性検査は簡便・迅速なポイントオブケア・デバイスであり、外来やベッ

ドサイドにおける有症状者のスクリーニング等に有用である。

一方、抗原定量検査は、ウイルス抗原の量を測定することができ、検査に抗原と抗

体反応のウォッシュ過程があることから、特異度も高く、感度もLAMP法等の簡易な

遺伝子検査方法と同レベルである。

3） 抗体検査

抗体検査はウイルスを検出する検査ではなく、ウイルスに対する抗体の有無を調べ

る検査である。陽性となる時期は症状出現後、1～3週間経ってから陽性となることが

知られている。これはウイルスRNAが検出されなくなる時期と重なり、一般に感染歴

の指標に使用される。従って抗体検査が陽性であっても、その時点で被検者からウイ

ルスが排出されていることを意味するものではない。

表1  各種検査法の実施時間

検査法 実施時間

リアルタイムPCR 2～4時間

定性PCR＋シークエンス確認 7～9時間

LAMP法 1時間

抗原定量 30分

抗原定性 40分
各種検査法ともプロトコルからの

計算による
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検査種類と各種検査の意義Ⅰ 6

検体の種類と採取2
感染の確認のためには、原則として気道または口腔由来検体を用いて検査を行う。

どの検体が適当かは、被検者の症状や状態、また、採取時の医療設備により判断される。

気道由来検体以外の血清、尿や組織等の検体は、重症度や病態の検証のために入院施

設で採取される可能性がある。

検体の採取や検査室で検体を処理する際には、曝露リスクに対して個人防護具の着

用を含め適切な感染防御策が必要である（『新型コロナウイルス感染症 COVID-19診

療の手引き 第3版』参照）。

鼻咽頭ぬぐい液 

SARS-CoV-2は上気道から感染するため、感染初期には鼻咽頭ぬぐい液は最も

標準的で信頼性の高い検体と考えてよい。反面、医療者が採取するため飛沫に曝露

するリスクが高いため、感染予防策を徹底した上での実施が前提となり、また適切

な部位から採取する必要がある。

鼻腔ぬぐい液 

検体採取時には、鼻孔から2 cm程度スワブを挿入し、挿入後スワブを5回程度回

転させ、十分湿らせる。医療従事者の管理下であれば、被検者自身が検体を採取でき、

医療者が採取する鼻咽頭ぬぐい液と同様に有用との報告がある。一方、検出感度は

鼻咽頭ぬぐい液と比較するとやや低いとの報告があり、引き続き検討が必要である

ものの、実用性と医療者の感染予防の面から有用な検体である（資料）。 

資料  鼻腔検体等を用いた検査にかかる研究結果（中間結果）

1．研究概要

COVID-19の疑いあるいは確定患者※に

ついて、鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液

等※※を採取し、核酸検出検査（RT-PCR 感

染研法）、抗原検査（定性）“エスプライン”、

抗原検査（定量）“ルミパルス”による検査結

果を比較し、鼻腔ぬぐい液等の臨床的有用

性について検証する。

※　中間報告35例。最終目標40例。

※※A.鼻咽頭ぬぐい液、B.鼻腔ぬぐい液を必須

とし、C.鼻かみ鼻汁液、D.唾液を可能な範

囲で採取。

2．研究結果

①

鼻腔 核酸検出検査

＋ － 計

鼻咽頭

核酸検出

検査

＋ 24 6 30 陽性

一致率

80％

－ 0 5 5

計 24 11 35

③

鼻腔 抗原検査（定量）

＋ － 計

鼻咽頭

核酸検出

検査

＋ 27 3 30 陽性

一致率

90％

－ 1 4 5

計 28 7 35

② （2日目から9日目）

鼻腔 抗原検査（定性）

＋ － 計

鼻腔

核酸検出

検査

＋ 15 3 18 陽性

一致率

83％

－ 0 7 7

計 15 10 25

④ （2日目から9日目）

鼻腔 抗原検査（定性）

＋ － 計

鼻咽頭

抗原検査

（定性）

＋ 14 3 17 陽性

一致率

82％

－ 1 7 8

計 15 10 25

第47回厚生科学審議会感染症部会（令和2年9月25日）の資料「新型コロナウイルス感染症の鼻腔拭い液を用いた検査について」より

（厚生労働科学研究　研究者代表：りんくう総合医療センター感染症センター長　倭　正也）
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検査種類と各種検査の意義Ⅰ 7

唾液 

医療従事者の管理下であれば、被検者自身が採取でき、採取時に飛沫を発すること

が少ない点で周囲への感染拡散のリスクが低い現実的な検体と考えられる。検出感度

は鼻咽頭ぬぐい液と同程度と考えられ、採取手技に左右されない利点もあり、実用的な

検体である。

唾液の採取は、被検者自身が自然に徐々に流出する唾液を滅菌チューブに 1～2 mL

程度溜める。脱水等で唾液が出ない被検者は、検出感度が低下すると予想される。

飲食や歯磨き、うがい直後の唾液採取はウイルスの検出に影響を与える可能性があ

り、避けるべきである。明確な基準はないが、目安として、飲食等の後、歯磨きを行

った後、最低10分以上、できれば30分ほど空けることが望ましい。

被検者自身による唾液採取時に採取容器の外側が汚染する可能性があるため、容

器外側の適切な消毒等の工夫が求められる。

痰 

肺や気管支など下気道の状況を反映するため、咳嗽などの呼吸器症状を有する、

ある程度疾病が進行している患者では、最も感度が高い検体の一つと考えられる。

一方、痰の喀出時には飛沫が発生し周囲への感染リスクがあるため、採痰室など

の個室で被検者自身が採取するのが適切であるが、被検者単独での検体採取が可能

か否かは年齢や病状などを勘案する必要がある。周囲に人がいる場合の採痰では、

鼻咽頭ぬぐい液同様に感染防御策が求められる。

検体の種類や採取法、保管について表2にまとめる。
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表2  各種検体と採取法・保管

主な検体

鼻咽頭ぬぐい液 滅菌ぬぐい棒を鼻腔孔から耳孔を結ぶ線にほぼ平行に鼻腔底に沿ってゆっくり挿入し、抵

抗を感じたところで止め（成人 10 cm程度、小児 5 cm前後が目安）、10秒程度そのままの

位置で保ち鼻汁を浸透させ、ゆっくり回転させながら引き抜きぬぐい液を採取する。

ぬぐい棒の先端を保管輸送用容器内の 1～2 mL程度の溶液（滅菌生食やウイルス不活化液、

安定剤等、様々な種類がある）に浸して、漏れないように容器をキャップする。

鼻腔ぬぐい液 鼻腔に沿って2 cm程度ぬぐい棒を挿入し、鼻甲介付近をゆっくり5回程度回転し、ぬぐう。

採取後は鼻咽頭ぬぐい液と同様。

＊被検者自身が採取する際は、鼻出血が起こりやすい部位である点にも配慮し、医療従事

者の管理下で実施する。

唾液 広口の滅菌容器（50 mLチューブ等）に 1～2 mL程度の唾液を医療従事者の管理下で被検

者が自己採取する。

飲食等の後、歯磨きを行った後、最低10分以上後に採取する。

痰 喀痰は、陰圧採痰室等の個室で被検者自身が採痰容器に喀出し、バスボックスを通じて提

出されるのが望ましい。

気管内採痰は、他疾患の検査や診療に際し、気管支鏡等を用いて実施されることが想定さ

れるが、空気感染対策を含む十分な防御策が必要なため一般には推奨されず、気管支鏡実

施前にぬぐい液等を用いて診断することが推奨される。

上記の検体は速やかに検査に供すべきであるが、事情により保管する場合は4℃で2日程度に留めることを推奨する。

その他の検体 下記の検体も病原体検査に有効であることが報告されており、必要に応じて採取する場合

は感染源となる可能性を考慮してチューブ等容器に入れ、検体種類に応じて適切に保管す

る。（国立感染症研究所：2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュア

ル［2020年7月17日更新版］改変）

血清 急性期や回復期に採取し、－80℃以下で保管を推奨

全血 EDTA-NaまたはK加血、－80℃以下で保管を推奨

便 便あるいは直腸ぬぐい液、－80℃以下で保管を推奨

尿 －80℃以下で保管を推奨

（剖検）組織 未固定の組織検体は感染性検体として－80℃以下で保管を推奨。ホルマリン固定組織、ホ

ルマリン固定パラフィン包埋組織は非感染性検体として室温で保管。
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検体の取り扱い、保管と輸送3
検体の取り扱い 

検査精度に関しては、検体によっては非常に多量のウイルスを含む場合もあるた

め検体間の交差汚染（クロスコンタミネーション）が起こらないように配慮する。

安全性確保の面では、被検者自身が採取した検体は、採取容器表面をエタノール

等で消毒し、一次容器表面の汚染の可能性を除去し検査に供する、あるいは輸送し

て取り扱う際には接触予防策をとる。また、検査室では、検体をピペット等で処理す

る際に飛沫発生のリスクがあるため安全キャビネットの使用など適切な対応をとる。

検体保管 

遺伝子検査の検体は採取後、可及的速やかに検査に供するのが望ましい。必要に

応じてウイルス不活化剤やRNA安定剤を含む容器を用いてよい。また、遺伝子検査

用検体の冷凍は避け、冷蔵輸送が推奨される（凍結融解による感度低下を避けるため）。

輸送 

同一施設内は二次容器に入れ輸送可能。他施設へ輸送する場合は速やかに行うべ

きであり、三重梱包を推奨する。適切に三重梱包が行われる場合は、他の荷物と同

様に扱って差し支えない。

検査の解釈や検査精度など4
検査法による特性の違いを考慮して、適用する検査法を決めることが必要である。

完全な検査法はないが、既知の濃度の陽性対照を複数使用することで信頼性を確保し

ているリアルタイム PCRを基準として比較すると、現行の抗原定性検査はウイルス

量が少ない（遺伝子が 100コピー以下程度）検体での検出感度が低いと考えられてい

る。また抗原定性検査は、検体の粘性が高い場合などに偽陽性が生じることが報告さ

れている。遺伝子検査である LAMP法も、反応によって生じる濁度や蛍光強度を測定

する機器では、検体によっては偽陽性が生じる可能性がある。

なお、1回の検査結果が真に陰性であっても感染を否定するものではないため、検

査結果を隔離解除等の参考にする場合には慎重であるべきである。 

また、個々の検査用キットにより使用方法、臨床成績等の違いがあるので、各製品

の添付文書を参照の上、検査精度に留意し実施する。
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検査種類と各種検査の意義Ⅰ 10

検査の流れ5
次のインフルエンザ流行に備えた検査等の体制は、発熱等の症状が生じた場合には、

まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話相談すること、また相談する医

療機関に迷う場合には、「受診・相談センター」に相談すること（図1参照）とされ、こ

こで検査が実施される。

これまでは、感染が疑われた者は、まず多くは保健所に設置された帰国者・接触者

相談センターに電話で相談した上で、帰国者・接触者外来等を受診して検査を受ける

こととなっていたが、このように変更されたので留意が必要である。

図1  検査の流れ

相談した医療機関から

「診療・検査医療機関」

の案内を受けて、受診

かかりつけ医等の地域で身近な医療機関
（自治体のHPで公表している「診療・検査医療機関（仮称）」

や、受診・相談センターの機能を有する医療機関を含む）

診療・検査
（その地域で身近な医療機関が

「診療・検査医療機関（仮称）」である場合）

相談した医療機関で診療・検査

可能であるか

受診・相談センター（仮称）
（旧帰国者・接触者相談センターや、

相談体制を整備している地域の医師会等）

案内された上で受診

相談する医療機関に迷う場合には、

「受診・相談センター」に電話相談する。
発熱患者等

NO
YES

相
談

診
療
・
検
査

※「診療・検査医療機関」は、検査（検体採取）を地域外来・検査センターに依頼することも可能

電話相談

「診療・検査医療機関（仮称）」
※地域の医療機関間で「診療・検査医療機関」の情報を

共有しておく。

3

（第40回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会・第46回厚生科学審議会感染症部会（令和2年9月10日）

の資料「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備」より　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13511.html）
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状況に応じた適切な検査実施
Ⅱ

現時点では、SARS-CoV-2の検出に最も信頼性の高い検査はPCR検査である。次

いでLAMP法等、抗原定量検査も実用的な検査法であり、さらに有症状者に対しては

抗原定性も活用可能な状況となっている。一般的に、検査前確率が低いときには感度・

特異度の高い検査方法での実施が望ましいとされる。現時点で、SARS-CoV-2の検

査対象となる1～4の場合を想定し、以下に記載する。

COVID-19を疑う有症状者1
COVID-19が疑わしい有症状者（症状がCOVID-19に特徴的、または濃厚接触者が

有症状となった場合など医師が疑う場合）については、表 3および図 2を参照した検

査を行う。

■留意点

核酸検出検査： 唾液検体の場合、発症から10日目以降は検出性能が低い。

抗原定量検査： 唾液検体の場合、発症から10日目以降は検出性能が低い。

抗原定性検査： 唾液検体は用いることができない。鼻咽頭・鼻腔検体では、発症 2

日目から用いることができるが、10日目以降で陰性の場合には、核

酸検出検査を行う必要がある。

濃厚接触者2
抗原定性検査は、無症状者への検査は適さない。
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COVID-19を疑う有症状者

症状出現9日以内

○：核酸検出検査、

抗原定量検査、

抗原定性検査

症状出現10日以降

○：核酸検出検査、

抗原定量検査

△：抗原定性検査

濃厚接触者

症状がある

COVID-19を疑う

有症状者に準ずる

無症状

○：核酸検出検査、

抗原定量検査

図2  検査フロー案

表3  各種検査の特徴

新型コロナウイルス感染症にかかる各種検査

検査の対象者
核酸検出検査 抗原検査（定量） 抗原検査（定性）

鼻咽頭 鼻腔＊ 唾液 鼻咽頭 鼻腔＊ 唾液 鼻咽頭 鼻腔＊ 唾液

有症状者

（症状消退

者含む）

発症から

9日目以内
○ ○ ○ ○ ○ ○

○

（※1）

○

（※1）

×

（※2）

発症から

10日目以降
○ ○

ー

（※4）
○ ○

ー

（※4）

△

（※3）

△

（※3）

×

（※2）

無症状者 ○
ー

（※4）
○ ○

ー

（※4）
○

ー

（※4）

ー

（※4）

×

（※2）

想定される主な活用場面

・検査機器等の配備を要

するものの、無症状者

に活用できるため、保

健所、地方衛生研究所、

国立感染症研究所等の

検査専門施設や医療機

関を中心に実施。

・大量の検体を一度に処

理できる機器や操作が

簡便な機器など幅広い

製品があるため、状況

に応じた活用が重要。

・検査機器等の配備を要

するものの、無症状者

に活用できるほか、現

在供給されている検査

機器は、新型コロナウ

イルス感染症に係る検

査以外にも、通常診療

で実施される様々な検

査に活用できるため、

検査センターや一定規

模以上の病院等におい

て活用。

・検査機器の設置が不要

で、その場で簡便かつ

迅速に検査結果が判明

するが、現状では対象

者は発症 2日目から 9

日目の有症状者の確定

診断に用いられるため、

インフルエンザ流行期

における発熱患者等へ

の検査に有効。

※1：発症2日目から9日目以内の有症状者の確定診断に用いられる。

※2：有症状者への使用は研究中。無症状者への使用は研究を予定している。

※3：使用可能だが、陰性の場合は鼻咽頭PCR検査を行う必要あり。（△）

※4：推奨されない。（－）

＊：引き続き検討が必要であるものの、有用な検体である。
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インフルエンザ流行期3
インフルエンザが強く疑われる場合を除いて、可及的に季節性インフルエンザと

COVID-19の両方の検査を行うことを推奨（表4）。ただし、COVID-19の検査の実施

は限られることから、流行状況により、先にインフルエンザの検査を行い、陽性であ

ればインフルエンザの治療を行って経過を見ることも考えられる（日本感染症学会．

“今冬のインフルエンザとCOVID-19に備えて”の提言に際してより要約抜粋）。

表4  想定される検体と検査の種類等の例

採取する検体
季節性

インフルエンザ
COVID-19 感染防護 備考

① 鼻咽頭ぬぐい液・

鼻腔ぬぐい液

抗原定性

鼻咽頭ぬぐい液・

鼻腔ぬぐい液

抗原定性＊

PCR（抗原定量）

鼻咽頭ぬぐい液・

鼻腔ぬぐい液

医療者に一定の曝露あ

り（フェイスガード、

サージカルマスク、手

袋・ガウン等）

※鼻腔ぬぐい液を自己

採取する場合、医療

者の曝露は限定的

（サージカルマスク、

手袋）

・迅速に結果を得るこ

とができる

② 鼻かみ液・唾液 抗原定性

鼻かみ液

PCR（抗原定量）

唾液

医療者の曝露は限定的

（サージカルマスク、

手袋）

・結果を得るのに数日

かかる

・COVID-19の PCR

のキャパシティを消費

＊：COVID-19に対する抗原定性検査は、場所を選ばず実施可能であり、短時間で結果を確認することができる。

（第40回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会・第46回厚生科学審議会感染症部会（令和2年9月10日）

の資料「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備」より　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13511.html）

無症状者の検査4
無症状者に医師が検査を必要と判断して検査を実施する場合は、PCR 検査あるい

は抗原定量検査を実施する。
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検体採取に応じた適切な感染防護
Ⅲ

表5  各種検体と適切な感染防護

採取する検体 感染防護

① 鼻咽頭ぬぐい液・ 

鼻腔ぬぐい液

医療者に一定の曝露あり

（フェイスガード、サージカルマスク、手袋・ガウン等）

※鼻腔ぬぐい液を自己採取する場合、医療者の曝露は限定的（サージ

カルマスク、手袋）

② 唾液
医療者の曝露は限定的

（サージカルマスク、手袋）

検査実施時の感染防護

医療従事者は検体の種類に応じて、適切な感染防護を行い（表 5参照）、検査を実施

する。
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地域外来・検査センターの運営について

１ 南・西部圏域における地域外来・検査センターの増設について
現在，東部圏域に２カ所設置している「地域外来・検査センター」について，県内検査

体制の利便性をより高めるため，南部・西部圏域にも増設し，以下により運営予定。

○南：第３地域外来・検査センター ○西：第４地域外来・検査センター
○注開設場所 大潟工業団地土地開発公社土地 西部防災館西側駐車場
開設曜日 （南部１市４町在住者を中心に） （西部２市２町在住者を中心に）

事務局が受付時に当該地を受検地 事務局が受付時に当該地を受検地
と決定した日の翌日 と決定した日の翌日

開設時刻 午後１時から午後２時まで 午後１時から午後２時まで
スタッフ 阿南市（保健師・事務）及び民間 つるぎ町立半田病院職員（看護師

業者 ・事務）及び民間業者
実施内容 行政検査のみ（原則医師はいない）行政検査のみ（原則医師はいない）
検体搬送 民間運送業者 民間運送業者
検査方法 だ液によるＰＣＲ だ液によるＰＣＲ

【南部】 【西部】

２ 受付等事務及び運営業務の（一部）民間委託について
昨今の感染者数の増加に加え，新たに南・西部でのセンター増設に伴い，「更なる検査

件数の増加」が見込まれることから，一部業務を民間企業に委託することで，更なる体制
の強化を図る予定。

（１）受託先（予定）
株式会社ニチイ学館徳島支店（徳島市八百屋町３－２６）

（２）受託業務内容
①検査申込み受付等用務
・県内各医療機関から検査の申込みを受付
・翌日に検査を受けられる方の検査場所や検査時刻を調整・決定した後，「受検者リ
スト」を作成し，県に情報提供

・検査が受けられる場所や日時を受検者に連絡
・検査翌日，検査の結果（陰性のみ）を受検者に連絡

②運営用務
・採取した検体スピッツの受取り・検体をバイオボトルへ入れ保管・引き渡し

参考資料10
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地域外来・検査センターへの紹介の考え方（案） 

（令和２年10月○日現在） 

 地域外来・検査センターは、10月○日より、これまでの東部 2カ所に加え、南部、西部にも各 1

カ所設置されます。なお、南部、西部については、検体は唾液のみになります。唾液による検査対象

は引き続き、紹介時点で、発症日を第 1日とし発症後概ね 7日以内としますが、東部においては鼻

咽頭拭いも継続いたします。現在徳島県医師会に設置している紹介先電話番号も変更になる予定で、 

別途お知らせいたします。 

なお、4カ所とも、今後徳島県により指定される「診療・検査協力医療機関」および「検査協力医

療機関（集合契約）」からの検査依頼も可能です。 

１ 以下の患者は、現行の帰国者・接触者外来へ紹介する場合は受診・相談センター

（保健所）に相談するか、対象者の検査が可能である「診療・検査協力医療機関」を   

案内する。 

①未就学児 

  ②著しく強い倦怠感・呼吸困難症状を訴える者 

  ③胸部Ｘ線撮影等で肺炎像の見られる者 

  ④症状や車を運転しない等により、自力で「地域外来・検査センター」を受診できな 

い者（ただし、家族が車に乗せてくる場合は地域外来・検査センターで対応） 

２ 医療機関（かかりつけ医）がＰＣＲ検査を必要と判断した患者は、全て検 

査対象とする。 

   かかりつけ医からの紹介患者はすべて対象となり、検査可能な人数を超える場合は、 

検査実施が翌日送りとなる場合もあります。 

 

以下の判断目安は、今後の状況に応じて見直します。 

①強い倦怠感や呼吸器症状、高熱等の強い症状がある者 

②２週間以内に、コロナウイルス感染症者や疑われる者と接触歴があり、発熱や感冒症 

状がある者 

  ③２週間以内に、県外（特に感染拡大がみられる地域）に行っており、発熱や感冒症状 

が続く者 

  ④２週間以内に、密集・密接・密閉となる施設の利用があり、発熱や感冒症状が続く者 

  ⑤基礎疾患があり、発熱や感冒症状が続く者 

  ⑥高齢者で、発熱や感冒症状が続く者                

  ⑦医療従事者等、ハイリスクの職業で発熱や感冒症状が続く者 

  ⑧その他、かかりつけ医が新型コロナ感染症を疑う者 
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（案）

長第 号

令和２年１０月 日

徳島県医師会長 殿

各郡市医師会長 殿

徳島県保健福祉部長

令和２年度新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への

検査助成事業について（依頼）

日頃は、本県の高齢者保健福祉行政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお

礼申し上げます。

さて、標記事業につきましては、「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」

（令和２年８月２８日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）において、「感染者や

重症化を防止する観点から、一定の高齢者や基礎疾患を有する者について、市区町村

において本人の希望により検査を行う場合に国が支援する仕組みを設ける。」とされた

ことを受けて、厚生労働省において、令和２年度予備費で必要な予算措置が講じられ

たところです。

現在、市町村に対し、標記事業に係る国からの通知を周知しているところであり、

実施する市町村においては、１０月末までに国に協議資料を提出することとなってお

ります。

つきましては、標記事業について周知させていただくとともに、内容をご了知くだ

さいますよう、お願い申し上げます。

（問い合わせ先）

〒770-8570 徳島市万代町１丁目１番地

徳島県保健福祉部長寿いきがい課 新開

電話 088-621-2247

E-mail shinkai_yumiko_1@pref.tokushima.jp

参考資料11
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担当課名

○高齢者及び基礎疾患を有する者は、感染した場合に重症化するリ

スクが高い特性があり、仮に感染した場合には、死亡例の増加、重

症者の増加とそれに伴う医療提供体制の逼迫につながる可能性があ

る。

○感染が疑われる場合は行政検査を幅広く実施することが基本とな

るが、重症者を増加させないよう、地域の感染状況に応じて更に検

査に取り組む自治体の取組を支援するため、感染した場合に重症化

するリスクが高い一定の高齢者等の希望により市区町村において検

査を行う取組を支援する。

本事業を通じ、不安を抱える高齢者等が受検することで、早期

発見により重症者の増加を抑える。

国 市区町村

補助
（補助率１／２）

受検
高齢者
等

成果目標・事業スキーム

新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業

成果目標

事業スキーム（補助）

事業のイメージ

費用負担

事業の内容

検査機関
等

費用請求

（※）市区町村の判断で、本人負担あり

感染拡大や重症化を防止する観点から、市区町村が行う、行政検

査以外の検査事業であって、一定の高齢者や基礎疾患を有する者

（※）が、本人の希望により検査を行う場合に、国が一定程度の

費用を助成する。

（※）「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」において、重症化の

リスク因子として挙げられている、65歳以上の高齢者、慢性閉塞性

肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患等を想定。この

中で、市区町村の判断で対象者を設定。

対象者

・実施主体は市区町村

・市区町村は、行政検査を含めた管内の検査の全体調整を行う都

道府県と協議し、都道府県の作成した検査体制整備計画との整

合性を確認した上で、検査実施体制の整備を行うこと。

実施主体

対象検査

・ＰＣＲ検査（基準単価：２０，０００円）

・抗原定量検査（基準単価：７，５００円）

※助成のイメージは以下のとおり。

①本人負担なしでＰＣＲ検査を実施する場合

20,000円×1/2（補助率）＝10,000円（補助額）

②本人負担ありでＰＣＲ検査を実施する場合

（20,000円－5,000円(本人負担))×1/2 (補助率) ＝7,500円（補助

額）

【検査費用が2万円を超える場合、国の補助額は1万円が上限】

計上所管：厚生労働省
所要額：51億円
（予備費）
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老 発 ０ ９ １ ５ 第 １ 号 

令和２年９月１５日 

  

   

  都道府県知事 

  指定都市市長 

各 中 核 市 市 長 殿 

  市 町 村 長 

  特 別 区 長 

 

 

厚生労働省老健局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

令和２年度新型コロナウイルス感染症の流行下における 

一定の高齢者等への検査助成事業（令和２年度予備費分）の実施について 

 

 

標記事業の実施については、別紙「令和２年度新型コロナウイルス感染症の流行下にお

ける一定の高齢者等への検査事助成事業（令和２年度予備費分）実施要綱」により行うこ

ととし、令和２年９月１５日から適用することとしたので通知する。 

なお、本事業の実施に当たっては、事業が円滑に実施されるよう貴管内における関係機

関等への周知について、特段のご配慮をお願いする。 
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（別紙） 

 

令和２年度新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業 

（令和２年度予備費分）実施要綱 

 

１ 事業の目的 

  高齢者及び基礎疾患を有する者は、感染した場合に重症化するリスクが高い特性があ

り、仮に感染した場合には、死亡例の増加、重症者の増加とそれに伴う医療提供体制の

逼迫につながる可能性がある。 

感染が疑われる場合は行政検査を実施することが基本となるが、重症者を増加させな

いよう、地域の感染状況に応じて、更に検査に取り組む自治体の取組を支援するため、

感染した場合に重症化するリスクが高い一定の高齢者や基礎疾患を有する者の希望によ

り、市区町村において検査を行う取組を支援することを目的とする。 

 

２ 事業の実施主体 

  この事業の実施主体は、市区町村とする。 

 

３ 対象事業 

（１）事業内容 

感染拡大や重症化を防止する観点から、市区町村が行う、行政検査以外の検査事業

であって、一定の高齢者や基礎疾患を有する者が、本人の希望により検査を行う場合

に、国が一定の費用を助成する。 

（２）検査対象者 

ア ６５歳以上の高齢者 

イ 基礎疾患を有する者（慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管

疾患等を有する者） 

（３）対象となる検査 

  ア ＰＣＲ検査（基準単価は２０，０００円） 

  イ 抗原定量検査（基準単価は７，５００円） 

（４）実施要件 

   市区町村は、行政検査を含めた管内の検査の全体調整を行う都道府県と協議し、都

道府県の作成した検査体制整備計画との整合性を確認した上で、検査実施体制の整備

を行うこと。 

（５）事業実施上の留意事項 

  ア 基礎疾患を有する者については、「新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１

９）診療の手引き・第３版」（令和２年９月４日）において重症化のリスク因子と

されている疾患を記載しているが、最新の知見を踏まえ当該内容に変更があった際

は、別途、厚生労働省からお知らせする。 
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イ 本人の費用負担を求める場合は、当該費用負担を差し引いた費用について申請を

行うこと。 

ウ 市区町村は、別に定めるところにより、本事業の実施状況等を厚生労働大臣に報

告するものとする。 

 

４ 経費の負担 

  この実施要綱に基づき実施する事業に要する費用については、厚生労働大臣が別に定 

める「令和２年度疾病予防対策事業費等補助金（新型コロナウイルス感染症の流行下に

おける一定の高齢者等への検査助成事業）（令和２年度予備費分）交付要綱」に基づき、

実施計画を勘案の上、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。 

 

５ その他の留意事項 

本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省老健局老人

保健課と協議の上、決定する。 
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